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主
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委託番号 第　１　号
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委 託 名 古川排水機場機械設備点検業務委託

業 務 概 要

委 託 場 所 秋田市四ツ小屋字中山200

設 計 金 額

財 源 区 分 国　　補　　･　　県　　補　　･　 ［市　　単］

履 行 期 限
契約日　か　ら

令和  ９　年　３　月　３１　日　ま　で

主任調査員

調　査　員
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古川排水機場機械設備点検業務委託

規格 単位 金　　　額 摘要

古川排水機場機械設備点検業務委託

機械設備点検・整備

　 材料費 内訳書第１号

補助材料費

直接経費

直接経費（率計上）

機械経費 内訳書第２号

直接労務費

年点検 単価表第１号

月点検(管理運転あり) 単価表単２号

月点検(管理運転なし) 単価表単３号

直接点検・整備費計

共通仮設費

純点検・整備費計

現場管理費

委託費設計書

費目・工種・種別・細別 数　量 単　　価

式
1

式
1

式
1

式
1

式
1

式
1

回
1

回
1

回
5

式
1

式
1

式
1

式
1
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古川排水機場機械設備点検業務委託

規格 単位 金　　　額 摘要

点検整備間接費

点検整備原価

　 一般管理費

点検・整備価格

消費税相当額

点検・整備費計

委託費設計書

費目・工種・種別・細別 数　量 単　　価

式
1

式
1

式
1

式
1

式
1

式
1
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1 式

単位 金　　　額

コラムパッキン　年点検

計

摘　　　要

枚
10.0

材料費

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価

内訳書
( 第　1　号 )
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1 式

単位 金　　　額

ラフテレーンクレーン（25t）

計

機械経費

数　量 単　　価

内訳書
( 第　2　号 )

摘　　　要

日
5.00

費目・工種・種別・細別・規格
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1 機場

単位 金　　　額

全般

ポンプユニット　機場点検

電源・操作設備

コラムパイプ、配管・弁類

水位計

除塵設備

確認運転

取付け・取り外し

電気設備

地下タンク

水平コンベア、しさコンテナ

計

単価表
年点検

( 第　1　号 )

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価 摘　　　 要

機場
1

台
10

台
5

台
10

台
1

台
5

台

1

式

式

式
1

台
5

単価第4号

単価第5号

単価第6号

単価第7号

単価第8号

単価第9号

単価第10号

10

単価第11号

単価第13号

単価第12号

1

単価第14号
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1 次

1 回

単位 金　　　額

全般

ポンプユニット　機場点検

電源・操作設備

コラムパイプ、配管・弁類

水位計

除塵設備

確認運転

電気設備

地下タンク

水平コンベア、しさコンテナ

計

機場
単価第15号

1

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価 摘　　　要

単価表
月点検（管理運転あり）

( 第　2　号 )

台
単価第16号

10

台
単価第17号

5

台
単価第18号

10

台
単価第19号

1

台
単価第20号

5

台
単価第21号

10

式
単価第22号

1

式
単価第23号

1

式
単価第24号

1
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1 次

1 回

単位 金　　　額

全般

ポンプユニット　機場点検

電源・操作設備

コラムパイプ、配管・弁類

水位計

除塵設備

電気設備

地下タンク

水平コンベア、しさコンテナ

計

単価表
月点検（管理運転なし）

( 第　3　号 )

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価 摘　　　要

機場
単価第15号

1

台
単価第16号

10

台
単価第17号

5

台
単価第18号

10

台
単価第19号

1

台
単価第20号

5

式
単価第22号

1

式
単価第23号

1

式
単価第24号

1
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2 次

1 機場

単位 金　　　額

機械設備点検工

計

2 次

1 台

単位 金　　　額

機械設備点検工

計

摘　　　 要

時間

全般（年点検）

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価

単価表
( 第　4　号 )

単価表
ポンプユニット　機場点検（年点検）

( 第　5　号 )

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価 摘　　　 要

時間
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2 次

1 台

単位 金　　　額

機械設備点検工

計

2 次

1 台

単位 金　　　額

機械設備点検工

計

コラムパイプ、配管・弁類（年点検）

電源・操作設備（年点検）

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価

摘　　　 要

時間

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価

摘　　　 要

時間

( 第　7　号 )

単価表

( 第　6　号 )

単価表
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2 次

1 台

単位 金　　　額

機械設備点検工

計

2 次

1 台

単位 金　　　額

機械設備点検工

計

水位計（年点検）

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価

単価表

摘　　　 要

時間

除塵設備（年点検）

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価 摘　　　 要

時間

単価表

( 第　8　号 )

( 第　9　号 )
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2 次

1 台

単位 金　　　額

機械設備点検工

計

2 次

1 台

単位 金　　　額

機械設備点検工

普通作業員

計

確認運転（年点検）

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価 摘　　　 要

時間

取付け・取外し（年点検）

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価 摘　　　 要

時間

時間

( 第　11　号 )

単価表

単価表

( 第　10　号 )
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2 次

1 式

単位 金　　　額

機械設備点検工

計

2 次

1 式

単位 金　　　額

機械設備点検工

計

単価表
電気設備（年点検）

( 第　12　号 )

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価 摘　　　 要

時間

単価表
地下タンク（年点検）

( 第　13　号 )

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価 摘　　　 要

時間

13/196



2 次

1 式

単位 金　　　額

機械設備点検工

計

2 次

1 機場

単位 金　　　額

機械設備点検工

計

単価表
水平コンベア・しさコンテナ（年点検）

( 第　14　号 )

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価 摘　　　 要

時間

摘　　　 要

時間

単価表
全般（月点検）

( 第　15　号 )

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価
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2 次

1 台

単位 金　　　額

機械設備点検工

計

2 次

1 台

単位 金　　　額

機械設備点検工

計

摘　　　 要

時間

単価表
電源・操作設備（月点検）

( 第　17　号 )

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価

摘　　　 要

時間

単価表
ポンプユニット　機場点検（月点検）

( 第　16　号 )

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価
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2 次

1 台

単位 金　　　額

機械設備点検工

計

2 次

1 台

単位 金　　　額

機械設備点検工

計

摘　　　 要

時間

単価表
水位計点検（月点検）

( 第　19　号 )

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価

摘　　　 要

時間

単価表
コラムパイプ、配管・弁類（月点検）

( 第　18　号 )

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価
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2 次

1 台

単位 金　　　額

機械設備点検工

計

2 次

1 台

単位 金　　　額

機械設備点検工

計

摘　　　 要

時間

単価表
確認運転（月点検）

( 第　21　号 )

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価

摘　　　 要

時間

単価表
除塵設備点検（月点検）

( 第　20　号 )

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価
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2 次

1 式

単位 金　　　額

機械設備点検工

計

2 次

1 式

単位 金　　　額

機械設備点検工

計

摘　　　 要

時間

単価表
地下タンク（月点検）

( 第　23　号 )

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価

摘　　　 要

時間

単価表
電気設備（月点検）

( 第　22　号 )

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価
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2 次

1 式

単位 金　　　額

機械設備点検工

計

摘　　　 要

時間

単価表
水平コンベア・しさコンテナ（月点検）

( 第　24　号 )

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価
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箇 所 図

←古川

御野場新町四丁目

四ツ小屋字中山

秋 田 市 建 設 部 河 川 課

年　度  令和８年度

箇所名  四ツ小屋字中山200

委託名 古川排水機場機械設備点検業務委託

古川排水樋門

委託箇所
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令和８年度 

 

 

古川排水機場機械設備点検業務委託 

 

 

 

 

 

 

 

特 記 仕 様 書 

 

 

 

 

 

令和８年４月 

秋田市建設部河川課 
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1 

 

１ 業務委託期間 

契約日から令和９年３月31日まで 

 

２ 委託場所 

古川排水機場（秋田市四ツ小屋字中山200） 

 

３ 一般事項 

  業務の実施にあたっては、関係諸法令および次の基準・要領等に準拠するもの

とする。 

 (1) 河川ポンプ設備点検・整備・更新マニュアル（案）（国土交通省Ｈ27.3月） 

(2) 河川ポンプ設備点検・整備標準要領（案）（国土交通省H28.3月） 

 (3) 揚排水機場設備点検・整備指針（案）（国土交通省Ｈ20.6月） 

 (4) 機械設備点検・整備共通仕様書（案）（国土交通省R8.3月） 

 

４ 業務内容および対象設備 

受託者は、５，６に定める点検を実施すること。対象設備、点検内容は別表に

よる。 

 

５ 月次点検 

月次点検は、各設備の状態を目視による点検を中心とした確認を行うもので、

実施時期は５月から９月末までの毎月と３月とする。なお、５月の月次点検で、

管理運転を行う。管理運転の内容は発注者と協議すること。 

 

６ 年次点検 

年次点検は、各設備の運転状態を目視に加え、点検計測を行うもので、11月に

実施する。実施時期については、発注者と調整を図ること。 

 

７ 保守 

通常の月次・年次点検以外に、施設の稼働中（日中・夜間問わず）に異常・故

障が発生し、発注者が指示した場合は直ちに現場に駆け付け、臨時点検を行い、

必要に応じて整備等の措置を講ずること。その費用については、別途協議とす

る。また、異常・故障原因の究明に協力し再発防止に努めること。 

 

８ 実施計画書 

受託者は、委託契約締結後、次の事項を明記した実施計画書を作成し、速やか 
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2 

 

に委託者に提出すること。 

(1) 委託業務期間内の全業務実施予定日 

(2) 責任者および業務従事者等の緊急連絡体制 

 

９ 報告等 

(1) 月次・年次点検業務を実施した時は、報告書（保安管理状況等）を翌月の７ 

日までに委託者に提出すること。 

(2) 点検の結果、設備の欠陥および損傷を発見した場合は、報告書に記載し、対 

応について委託者と協議すること。 

 

10 注意事項 

受託者は、業務の実施に当たって事故防止に十分注意するとともに、本業務に

起因する事故に対する一切の責任を負うこと。 

 

11 その他 

この仕様書に定めのない事項については、その都度、委託者と受託者の協議に

より決定するものとする。 
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－ － Ｅ

取付、接続部に緩みがない
こと。
汚れがないこと。
破損がないこと。

運転時間に正確に追随して
いること。

点灯状態

－ Ｅ

取付、接続部に緩みがない
こと。
目盛板、カバーに汚れ、破
損がないこと。

致

－ Ｅ

指示計

取付、接続部に緩みがない
こと。
目盛板、カバーに汚れ、破
損がないこと。

取付状態、汚れ

－ － Ｅ － － Ｅ

－

Ｅ
脱落、読取不良のないこと。

－ － Ｍ

汚れ、異物

接地抵抗

－ Ｄ Ｄ

発錆、汚れ

表示器・表示灯

機器名

※1

遠
隔
・
機
場
集
中
監
視
操
作
盤

（
Ｃ
Ｒ
Ｔ
型

）

致

運転時間計

製造者 荏原電産

異常、損傷

清掃 Ｗ

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ

装
置
・
機
器

の
特
性

全般

Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 －

中央監視制御装置

点検部位 機器コード

装
置
区
分

Ｘ 交換 Ｃ

作業責任者

番号（号機） － 機種形式 －

点　検　方　法　※2 ※4

Ｅ Ｅ （Ｅ） Ｅ Ｅ Ｅ
ランプテストで正常に点灯す
ること。

摘　　要
傾
向
管
理

Ｅ

（Ｈ） Ｈ

分解 Ｅ

増締 Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。点検対象外

渋滞・誤動作がないこと。故
障信号等は、模擬信号を入
力し正しく動作すること。－ Ｄ

Ｅ Ｅ

臨
時
点
検

Ｄ －

※4　傾　向　管　理

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目

1　監視操作制御設備
1－2　遠隔・機場集中監視操作盤（ディスプレイ型）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分

施工業者名

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準

致
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

致命的な影響のある機器・部品

※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）
△

現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。目視

点検実施日

取付状態

－

指示状態
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ

Ｅ Ｅ

取付状態、汚れ

－ Ｅ －

－ Ａ
零点及び指示計値が正常な
こと。

－ － Ｅ

取付・接続部に緩み、汚れ
がないこと。
変色、接点部の荒れがない
こと。

動作確認（零点及び指示）
－ Ｅ

動作不良、誤動作がないこ
と。

操作スイッチ 動作確認
－ Ｈ － Ｈ

取付状態、汚れ

Ｅ Ｅ Ｅ

盤内器具

Ｅ － －

盤内機器の取付、筐体に緩
みがないこと。
汚れがないこと。
亀裂がないこと。
接続部に緩みがないこと。
過熱による変色がないこと。

異物、塵埃が付着していな
いこと。
接続部に緩みがないこと。
過熱による変色がないこと。
絶縁物の破損、変形がない
こと。

－ － Ｅ Ｅ

－

Ｅ Ｅ

端子、端子台の状態

－ － Ｅ Ｅ Ｅ

機器取付状態、配線状
態

端子符号の脱落
－ －

盤内

Ｅ Ｅ Ｅ －

－

シーケンスチェック

－ Ｅ Ｄ －

絶縁抵抗
－ － Ｍ

－ － Ｍ
基準値以下であること。

異常及び損傷がないこと。

発錆・汚れがないこと。

汚れ、異物がないこと。
小動物等の侵入がないこと。
雨水の侵入や結露がないこ
と。

－ Ｅ

－ Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

点検項目

－

Ｅ

運
転
時
点
検

判定方法
※3

点検結果

定期点検
定
期
整
備

－ Ｅ

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

Ｄ

Ｅ Ｅ

盤面

正常に動作すること。

ハンドル、蝶番、ストッパ等に
緩みがないこと。
軽く開閉できること。
施錠・解錠が容易であるこ
と。
換気口フィルタに目づまりが
ないこと。

扉の開閉、施錠

－ － Ｈ － Ｈ Ｈ

動作確認

－ － Ｅ
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機器名 製造者 荏原電産

清掃 Ｗ

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ

Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 －

中央監視制御装置

Ｘ 交換 Ｃ

作業責任者

番号（号機） － 機種形式 －

分解 Ｅ

増締 Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。点検対象外

※4　傾　向　管　理

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目

1　監視操作制御設備
1－2　遠隔・機場集中監視操作盤（ディスプレイ型）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分

施工業者名

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準

致
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

致命的な影響のある機器・部品

※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）
△

現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。目視

点検実施日

コネクタに緩み、抜けがない
こと。
破損がないこと。
亀裂がないこと。

その他ケ－ブル接続状態

－ － Ｅ － － Ｅ

異音がなく正常に動作して
いること。

ファン動作確認
－ Ｄ Ｄ － － Ｄ

キー入力とＣRＴモニタ出力
が一致していること。

コネクタに緩み、抜けがない
こと。
破損がないこと。
亀裂がないこと。

清掃する。

マウス入力にＣRＴ画面が正
常に反応すること。

コネクタに緩み、抜けがない
こと。
破損がないこと。
亀裂がないこと。

電源電圧に異常がないこと。

－

コネクタに緩み、抜けがない
こと。
破損がないこと。亀裂がない
こと。過熱による変色がない
こと。

－ － Ａ
鮮度、フォーカスが正常なこ
と。

所定のカラーグラフィック表
示、文字表示ができること。
色ずれ、歪み、焼付きのない
こと。

遠
隔
・
機
場
集
中
監
視
操
作
盤

（
Ｃ
Ｒ
Ｔ
型

）

中央演算処理装置

信号ケ－ブル接続状態

－ － Ｅ

－ Ｅ

信号ケ－ブル接続状態

－ － Ｅ

Ｃ

キ－ボ－ド本体の清掃
－

動作確認
－ Ｄ Ｄ

－ － Ｅ

コネクタに緩み、抜けがない
こと。
破損がないこと。
亀裂がないこと。
過熱による変色がないこと。

電源ケ－ブル接続状態

－ － Ｅ － － Ｅ

データの読み出し／書き込
みが正常なこと。

ＭＯ動作確認
－ － Ｄ － － Ｄ

データの読み出し／書き込
みが正常なこと。

ＣＤ動作確認
－ － Ｄ － － Ｄ

コネクタに緩み、抜けがない
こと。
破損がないこと。
亀裂がないこと。

－

タッチ入力に画面が正常に
反応すること。

換気用フィルタの目づまりが
ないこと。

換気用フィルタ
Ｅ Ｅ Ｃ － － ×

ＦＤ動作確認
－ － Ｄ － － Ｄ

データの読み出し／書き込
みが正常なこと。

－ － Ｅ －

Ｅ
正常に点灯していること。

－ Ｅ

テスト印字

電源電圧に異常がないこと。

電源電圧に異常がないこと。

オンラインで文字を印刷し、
画面と一致していること。
文字の欠落、濃淡のないこ
と。

コネクタに緩み、抜けがない
こと。
破損がないこと。
亀裂がないこと。
過熱による変色がないこと。

コネクタに緩み、抜けがない
こと。
破損がないこと。
亀裂がないこと。

－ Ｅ

データの読み出し／書き込
みが正常なこと。

ハ－ドディスクの動作確認
－ Ｄ Ｄ － － Ｄ

－ － Ｅ

電源電圧の確認

電源ランプの点灯確認
Ｅ Ｅ Ｅ － －

プリンタ
－ － Ｄ －

－

－ Ｄ

印字状態の確認

－ Ｄ Ｄ － Ｄ

－ －

動作確認

電源電圧の確認

電源ケ－ブル接続状態

－ －

Ｄ －

－ － Ｅ

－ Ｃ － － Ｃ

Ｅ Ｅ －

－ Ｄ

－ Ｃ － － Ｃ

－ － Ｅ

Ｃ－

マウス

ＣＲＴディスプレイ
（タッチパネル含
む）

表示状態の確認

Ｅ

－

マウス本体の清掃
－

キ－入力の確認
－

信号ケ－ブル接続状態

－

表示面の清掃
－

キ－ボ－ド

Ｅ － － Ｅ

－ Ｅ

Ｅ Ｅ － － Ｅ

－ － Ｄ

輝度状態の確認

電源ケ－ブル接続状態

－ Ｅ － － Ｅ－

表示信号ケ－ブル接続
状態

－ －

－ Ｄ

－ Ｅ

－ －

Ｅ

電源電圧測定の確認
－ －
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－ D － － D
設定時間で正常に動作する
こと。

所定の設定値にセットされて
いること。

タイマ 動作確認
－

取付状態

－ － Ｅ － －

設定値の確認
－ － Ｅ － － Ｅ

運転時間計 指示状態
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

Ｅ

取付、接続部に緩みがない
こと。
汚れがないこと。
破損がないこと。

－ Ｅ
運転時間に正確に追随して
いること。

表示器・表示灯 点灯状態
Ｅ Ｅ （Ｅ）

取付状態、汚れ

－ － Ｅ － － Ｅ

取付、接続部に緩みがない
こと。
汚れがないこと。
破損がないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ
ランプテストで正常に点灯す
ること。

指示計 動作確認（零点及び指示）
－ Ｅ

取付状態、汚れ

－ － Ｅ － － Ｅ

取付、接続部に緩みがない
こと。
目盛板、カバーに汚れ、破
損がないこと。

Ｅ Ｅ － Ａ
零点及び指示計値が正常な
こと。

Ｅ

Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｈ
動作不良、誤動作がないこ
と。

取付・接続部に緩み、汚れ
がないこと。
変色、接点部の荒れがない
こと。

－ － Ｅ
脱落、読取不良のないこと。

致

操作スイッチ 動作確認
－

盤内器具

取付状態、汚れ

Ｅ Ｅ Ｅ － －

汚れがないこと。
亀裂がないこと。
接続部に緩みがないこと。
過熱による変色がないこと。

端子、端子台の状態

－ － Ｅ － Ｅ Ｅ

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

盤内機器の取付、筐体に緩
みがないこと。

機器取付状態、配線状
態

－ －

異物、塵埃が付着していな
いこと。
接続部に緩みがないこと。
過熱による変色がないこと。
絶縁物の破損、変形がない
こと。

－ D

渋滞・誤動作がないこと。
故障信号等は、模擬信号を
入力し正しく動作すること。

M
基準値以下であること。接地抵抗

－ － M － －

－ － M － － M

－ Ｅ

汚れ、異物がないこと。
小動物等の侵入がないこと。
雨水の侵入や結露がないこ
と。

致

盤内 汚れ、異物

Ｅ Ｅ Ｅ －

シーケンスチェック

－ Ｅ D －

基準値以下に低下していな
いこと。

扉の開閉、施錠

－ － Ｈ － Ｈ Ｈ

ハンドル、蝶番、ストッパ等に
緩みがないこと。
軽く開閉できること。
施錠・解錠が容易であるこ
と。
換気口フィルタに目づまりが
ないこと。

－ － Ｅ
発錆・汚れがないこと。

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

Ｄ Ｄ － Ｄ
正常に動作すること。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

機
　
　
側
　
　
操
　
　
作
　
　
盤

全般 動作確認
－ Ｄ

絶縁抵抗

盤面 発錆、汚れ
－ － Ｅ

端子符号の脱落
－ － Ｅ

機種形式 －

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 除塵機機側操作盤 製造者 荏原電産 番号（号機） －

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

1　監視操作制御設備
1－4　機側操作盤

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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機種形式 －機器名 除塵機機側操作盤 製造者 荏原電産 番号（号機） －

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

1　監視操作制御設備
1－4　機側操作盤

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

出力信号の確認

－ － D － － D

変換器 電源電圧の確認
－ －

入力信号の確認

－ － D － － D

センサーからの信号が変換
器へ正常に入力されている
こと。

Ｅ － － Ｅ
電源電圧に異常がないこと。

模擬信号を変換器へ入力
し、出力信号が追随して変
化すること。
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作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

1　監視操作制御設備
1－7　低圧電動機制御盤

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

機種形式 －

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 1，2号主ポンプ盤 製造者 荏原電産 番号（号機） －

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

低
　
　
圧
　
　
電
　
　
動
　
　
機
　
　
制
　
　
御
　
　
盤

全般 動作確認
－ Ｄ

絶縁抵抗

盤面 発錆、汚れ
－ － Ｅ

指示計 動作確認（零点及び指示）
－

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

Ｄ Ｄ － Ｄ
正常に動作すること。

扉の開閉、施錠

－ － Ｈ － Ｈ Ｈ

ハンドル、蝶番、ストッパ等に
緩みがないこと。
軽く開閉できること。
施錠・解錠が容易であるこ
と。
換気口フィルタに目づまりが
ないこと。

－ － Ｅ
発錆・汚れがないこと。

－ Ｅ

汚れ、異物がないこと。
小動物等の侵入がないこと。
雨水の侵入や結露がないこ
と。

致

盤内 汚れ、異物

Ｅ Ｅ Ｅ －

シーケンスチェック

－ Ｅ Ｄ －

基準値以下に低下していな
いこと。

接地抵抗
－ － Ｍ － －

－ － Ｍ － － Ｍ

－ Ｄ

渋滞・誤動作がないこと。
故障信号等は、模擬信号を
入力し正しく動作すること。

Ｍ
基準値以下であること。

Ｄ
整定値での動作が正常なこ
と。

動作確認は２年毎に実施す
る。

盤内器具 機器取付状態、配線状
態

－

保護継電器の動作
－ － Ｄ － －

端子符号の脱落
－ － Ｅ －

Ｅ

異物、塵埃が付着していな
いこと。
接続部に緩みがないこと。
過熱による変色がないこと。
絶縁物の破損、変形がない
こと。

汚れがないこと。
亀裂がないこと。
接続部に緩みがないこと。
過熱による変色がないこと。

端子、端子台の状態

－ － Ｅ － Ｅ

－ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

盤内機器の取付、筐体に緩
みがないこと。

動作確認
－ Ｈ

－ Ｅ
脱落、読取不良のないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

取付・接続部に緩み、汚れ
がないこと。
変色、接点部の荒れがない
こと。

（Ｈ） Ｈ － Ｈ
動作不良、誤動作がないこ
と。

Ｅ Ｅ

致

操作スイッチ

取付状態、汚れ

－ － Ｅ － － Ｅ

取付、接続部に緩みがない
こと。
目盛板、カバーに汚れ、破
損がないこと。

Ｅ － Ａ
零点及び指示計値が正常な
こと。

取付状態、汚れ

Ｅ Ｅ
ランプテストで正常に点灯す
ること。

表示器・表示灯 点灯状態
Ｅ Ｅ （Ｅ） Ｅ

Ｅ

取付、接続部に緩みがない
こと。
汚れがないこと。
破損がないこと。

－ －

運転時間計 指示状態
－

取付状態、汚れ

－ － Ｅ

取付状態

－ － Ｅ － － Ｅ

Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ
運転時間に正確に追随して
いること。

取付、接続部に緩みがない
こと。
汚れがないこと。
破損がないこと。

タイマ 動作確認
－ －

設定値の確認
－ － Ｅ － － Ｅ

所定の設定値にセットされて
いること。

Ｄ － － Ｄ
設定時間で正常に動作する
こと。
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作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

1　監視操作制御設備
1－7　低圧電動機制御盤

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

機種形式 －機器名 1，2号主ポンプ盤 製造者 荏原電産 番号（号機） －

低
　
　
圧
　
　
電
　
　
動
　
　
機
　
　
制
　
　
御
　
　
盤

致

配線用遮断器 取付状態、汚れ
Ｅ Ｅ

変色
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

変色がないこと。

Ｅ － Ｅ Ｅ
取付部に緩みがないこと。
汚れがないこと。

開閉動作
－ － Ｄ － － Ｄ

開閉動作及び開閉表示に異
常がないこと。

接続部
－ － － － Ｅ Ｔ

緩みがないこと。

致

電磁接触器 取付状態、汚れ
Ｅ

変色
Ｅ Ｅ Ｅ － Ｅ Ｅ

Ｅ Ｅ － Ｅ Ｅ
取付部に緩みがないこと。
汚れがないこと。

動作状態
Ｄ Ｄ －

変色がないこと。

異常音
－ Ｓ （Ｓ） － －

－ Ｄ
動作不良、誤動作がないこ
と。

Ｓ
閉路中に異常音がないこと。

－

接続部
－ － Ｔ －

接触面の状態
－ － Ｅ －

Ｔ
緩みがないこと。

Ｅ
接触面に荒れがないこと。

－

変色
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

変色がないこと。

Ｅ － Ｅ Ｅ
取付部に緩みがないこと。
汚れがないこと。

取付状態、汚れ
Ｅ Ｅ

Ｅ

テスト釦による動作確認

接続部
－ － Ｔ － Ｅ Ｔ

緩みがないこと。

開閉動作
－ － Ｄ － － Ｄ

開閉動作及び開閉表示に異
常がないこと。

致

配線用漏電遮断
器

接続部
－ － Ｔ －

ヒュ－ズの異常
－ Ｅ Ｅ － －

－ Ｔ
緩みがないこと。

異常音
－ Ｓ Ｓ － － Ｓ

Ｅ Ｅ － Ｅ Ｅ

計器用変圧器及び変流器に
汚れ、腐食、過熱による変色
がないこと。

異常音のないこと。

汚れ、腐食、過熱

－

Ｅ
ヒューズホルダに緩みがない
こと。
ヒューズ切れがないこと。

絶縁抵抗
－ － Ｍ －

接地線の接続状態
－ － Ｅ －

－ Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

Ｅ
緩みがないこと。
断線のないこと。

－

Ｍ
基準値以下であること。

進相用コンデンサ 汚れ、油漏れ、振動、過
熱、変形

－

接地抵抗
－ － Ｍ

接続部
－ － Ｔ

計器用変成器

－ －

異常音
－ Ｓ Ｓ － － Ｓ

Ｅ Ｅ － Ｅ Ｅ

汚れがないこと。
油漏れ、振動、変形、過熱に
よる変色がないこと。

－

異常音のないこと。

機器外箱の接地
－ － Ｅ － －

－ Ｔ
緩みがないこと。

Ｅ
緩みがないこと。
断線のないこと。

Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

絶縁抵抗
－ － Ｍ － －
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作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

1　監視操作制御設備
1－7　低圧電動機制御盤

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

機種形式 －

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 3，4号主ポンプ盤 製造者 荏原電産 番号（号機） －

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

低
　
　
圧
　
　
電
　
　
動
　
　
機
　
　
制
　
　
御
　
　
盤

全般 動作確認
－ Ｄ

絶縁抵抗

盤面 発錆、汚れ
－ － Ｅ

指示計 動作確認（零点及び指示）
－

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

Ｄ Ｄ － Ｄ
正常に動作すること。

扉の開閉、施錠

－ － Ｈ － Ｈ Ｈ

ハンドル、蝶番、ストッパ等に
緩みがないこと。
軽く開閉できること。
施錠・解錠が容易であるこ
と。
換気口フィルタに目づまりが
ないこと。

－ － Ｅ
発錆・汚れがないこと。

－ Ｅ

汚れ、異物がないこと。
小動物等の侵入がないこと。
雨水の侵入や結露がないこ
と。

致

盤内 汚れ、異物

Ｅ Ｅ Ｅ －

シーケンスチェック

－ Ｅ Ｄ －

基準値以下に低下していな
いこと。

接地抵抗
－ － Ｍ － －

－ － Ｍ － － Ｍ

－ Ｄ

渋滞・誤動作がないこと。
故障信号等は、模擬信号を
入力し正しく動作すること。

Ｍ
基準値以下であること。

Ｄ
整定値での動作が正常なこ
と。

動作確認は２年毎に実施す
る。

盤内器具 機器取付状態、配線状
態

－

保護継電器の動作
－ － Ｄ － －

端子符号の脱落
－ － Ｅ －

Ｅ

異物、塵埃が付着していな
いこと。
接続部に緩みがないこと。
過熱による変色がないこと。
絶縁物の破損、変形がない
こと。

汚れがないこと。
亀裂がないこと。
接続部に緩みがないこと。
過熱による変色がないこと。

端子、端子台の状態

－ － Ｅ － Ｅ

－ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

盤内機器の取付、筐体に緩
みがないこと。

動作確認
－ Ｈ

－ Ｅ
脱落、読取不良のないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

取付・接続部に緩み、汚れ
がないこと。
変色、接点部の荒れがない
こと。

（Ｈ） Ｈ － Ｈ
動作不良、誤動作がないこ
と。

Ｅ Ｅ

致

操作スイッチ

取付状態、汚れ

－ － Ｅ － － Ｅ

取付、接続部に緩みがない
こと。
目盛板、カバーに汚れ、破
損がないこと。

Ｅ － Ａ
零点及び指示計値が正常な
こと。

取付状態、汚れ

Ｅ Ｅ
ランプテストで正常に点灯す
ること。

表示器・表示灯 点灯状態
Ｅ Ｅ （Ｅ） Ｅ

Ｅ

取付、接続部に緩みがない
こと。
汚れがないこと。
破損がないこと。

－ －

運転時間計 指示状態
－

取付状態、汚れ

－ － Ｅ

取付状態

－ － Ｅ － － Ｅ

Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ
運転時間に正確に追随して
いること。

取付、接続部に緩みがない
こと。
汚れがないこと。
破損がないこと。

タイマ 動作確認
－ －

設定値の確認
－ － Ｅ － － Ｅ

所定の設定値にセットされて
いること。

Ｄ － － Ｄ
設定時間で正常に動作する
こと。
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作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

1　監視操作制御設備
1－7　低圧電動機制御盤

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

機種形式 －機器名 3，4号主ポンプ盤 製造者 荏原電産 番号（号機） －

低
　
　
圧
　
　
電
　
　
動
　
　
機
　
　
制
　
　
御
　
　
盤

致

配線用遮断器 取付状態、汚れ
Ｅ Ｅ

変色
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

変色がないこと。

Ｅ － Ｅ Ｅ
取付部に緩みがないこと。
汚れがないこと。

開閉動作
－ － Ｄ － － Ｄ

開閉動作及び開閉表示に異
常がないこと。

接続部
－ － － － Ｅ Ｔ

緩みがないこと。

致

電磁接触器 取付状態、汚れ
Ｅ

変色
Ｅ Ｅ Ｅ － Ｅ Ｅ

Ｅ Ｅ － Ｅ Ｅ
取付部に緩みがないこと。
汚れがないこと。

動作状態
Ｄ Ｄ －

変色がないこと。

異常音
－ Ｓ （Ｓ） － －

－ Ｄ
動作不良、誤動作がないこ
と。

Ｓ
閉路中に異常音がないこと。

－

接続部
－ － Ｔ －

接触面の状態
－ － Ｅ －

Ｔ
緩みがないこと。

Ｅ
接触面に荒れがないこと。

－

変色
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

変色がないこと。

Ｅ － Ｅ Ｅ
取付部に緩みがないこと。
汚れがないこと。

取付状態、汚れ
Ｅ Ｅ

Ｅ

テスト釦による動作確認

接続部
－ － Ｔ － Ｅ Ｔ

緩みがないこと。

開閉動作
－ － Ｄ － － Ｄ

開閉動作及び開閉表示に異
常がないこと。

致

配線用漏電遮断
器

接続部
－ － Ｔ －

ヒュ－ズの異常
－ Ｅ Ｅ － －

－ Ｔ
緩みがないこと。

異常音
－ Ｓ Ｓ － － Ｓ

Ｅ Ｅ － Ｅ Ｅ

計器用変圧器及び変流器に
汚れ、腐食、過熱による変色
がないこと。

異常音のないこと。

汚れ、腐食、過熱

－

Ｅ
ヒューズホルダに緩みがない
こと。
ヒューズ切れがないこと。

絶縁抵抗
－ － Ｍ －

接地線の接続状態
－ － Ｅ －

－ Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

Ｅ
緩みがないこと。
断線のないこと。

－

Ｍ
基準値以下であること。

進相用コンデンサ 汚れ、油漏れ、振動、過
熱、変形

－

接地抵抗
－ － Ｍ

接続部
－ － Ｔ

計器用変成器

－ －

異常音
－ Ｓ Ｓ － － Ｓ

Ｅ Ｅ － Ｅ Ｅ

汚れがないこと。
油漏れ、振動、変形、過熱に
よる変色がないこと。

－

異常音のないこと。

機器外箱の接地
－ － Ｅ － －

－ Ｔ
緩みがないこと。

Ｅ
緩みがないこと。
断線のないこと。

Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

絶縁抵抗
－ － Ｍ － －
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作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

1　監視操作制御設備
1－7　低圧電動機制御盤

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

機種形式 －

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 5，6号主ポンプ盤 製造者 荏原電産 番号（号機） －

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

低
　
　
圧
　
　
電
　
　
動
　
　
機
　
　
制
　
　
御
　
　
盤

全般 動作確認
－ Ｄ

絶縁抵抗

盤面 発錆、汚れ
－ － Ｅ

指示計 動作確認（零点及び指示）
－

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

Ｄ Ｄ － Ｄ
正常に動作すること。

扉の開閉、施錠

－ － Ｈ － Ｈ Ｈ

ハンドル、蝶番、ストッパ等に
緩みがないこと。
軽く開閉できること。
施錠・解錠が容易であるこ
と。
換気口フィルタに目づまりが
ないこと。

－ － Ｅ
発錆・汚れがないこと。

－ Ｅ

汚れ、異物がないこと。
小動物等の侵入がないこと。
雨水の侵入や結露がないこ
と。

致

盤内 汚れ、異物

Ｅ Ｅ Ｅ －

シーケンスチェック

－ Ｅ Ｄ －

基準値以下に低下していな
いこと。

接地抵抗
－ － Ｍ － －

－ － Ｍ － － Ｍ

－ Ｄ

渋滞・誤動作がないこと。
故障信号等は、模擬信号を
入力し正しく動作すること。

Ｍ
基準値以下であること。

Ｄ
整定値での動作が正常なこ
と。

動作確認は２年毎に実施す
る。

盤内器具 機器取付状態、配線状
態

－

保護継電器の動作
－ － Ｄ － －

端子符号の脱落
－ － Ｅ －

Ｅ

異物、塵埃が付着していな
いこと。
接続部に緩みがないこと。
過熱による変色がないこと。
絶縁物の破損、変形がない
こと。

汚れがないこと。
亀裂がないこと。
接続部に緩みがないこと。
過熱による変色がないこと。

端子、端子台の状態

－ － Ｅ － Ｅ

－ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

盤内機器の取付、筐体に緩
みがないこと。

動作確認
－ Ｈ

－ Ｅ
脱落、読取不良のないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

取付・接続部に緩み、汚れ
がないこと。
変色、接点部の荒れがない
こと。

（Ｈ） Ｈ － Ｈ
動作不良、誤動作がないこ
と。

Ｅ Ｅ

致

操作スイッチ

取付状態、汚れ

－ － Ｅ － － Ｅ

取付、接続部に緩みがない
こと。
目盛板、カバーに汚れ、破
損がないこと。

Ｅ － Ａ
零点及び指示計値が正常な
こと。

取付状態、汚れ

Ｅ Ｅ
ランプテストで正常に点灯す
ること。

表示器・表示灯 点灯状態
Ｅ Ｅ （Ｅ） Ｅ

Ｅ

取付、接続部に緩みがない
こと。
汚れがないこと。
破損がないこと。

－ －

運転時間計 指示状態
－

取付状態、汚れ

－ － Ｅ

取付状態

－ － Ｅ － － Ｅ

Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ
運転時間に正確に追随して
いること。

取付、接続部に緩みがない
こと。
汚れがないこと。
破損がないこと。

タイマ 動作確認
－ －

設定値の確認
－ － Ｅ － － Ｅ

所定の設定値にセットされて
いること。

Ｄ － － Ｄ
設定時間で正常に動作する
こと。
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作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

1　監視操作制御設備
1－7　低圧電動機制御盤

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

機種形式 －機器名 5，6号主ポンプ盤 製造者 荏原電産 番号（号機） －

低
　
　
圧
　
　
電
　
　
動
　
　
機
　
　
制
　
　
御
　
　
盤

致

配線用遮断器 取付状態、汚れ
Ｅ Ｅ

変色
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

変色がないこと。

Ｅ － Ｅ Ｅ
取付部に緩みがないこと。
汚れがないこと。

開閉動作
－ － Ｄ － － Ｄ

開閉動作及び開閉表示に異
常がないこと。

接続部
－ － － － Ｅ Ｔ

緩みがないこと。

致

電磁接触器 取付状態、汚れ
Ｅ

変色
Ｅ Ｅ Ｅ － Ｅ Ｅ

Ｅ Ｅ － Ｅ Ｅ
取付部に緩みがないこと。
汚れがないこと。

動作状態
Ｄ Ｄ －

変色がないこと。

異常音
－ Ｓ （Ｓ） － －

－ Ｄ
動作不良、誤動作がないこ
と。

Ｓ
閉路中に異常音がないこと。

－

接続部
－ － Ｔ －

接触面の状態
－ － Ｅ －

Ｔ
緩みがないこと。

Ｅ
接触面に荒れがないこと。

－

変色
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

変色がないこと。

Ｅ － Ｅ Ｅ
取付部に緩みがないこと。
汚れがないこと。

取付状態、汚れ
Ｅ Ｅ

Ｅ

テスト釦による動作確認

接続部
－ － Ｔ － Ｅ Ｔ

緩みがないこと。

開閉動作
－ － Ｄ － － Ｄ

開閉動作及び開閉表示に異
常がないこと。

致

配線用漏電遮断
器

接続部
－ － Ｔ －

ヒュ－ズの異常
－ Ｅ Ｅ － －

－ Ｔ
緩みがないこと。

異常音
－ Ｓ Ｓ － － Ｓ

Ｅ Ｅ － Ｅ Ｅ

計器用変圧器及び変流器に
汚れ、腐食、過熱による変色
がないこと。

異常音のないこと。

汚れ、腐食、過熱

－

Ｅ
ヒューズホルダに緩みがない
こと。
ヒューズ切れがないこと。

絶縁抵抗
－ － Ｍ －

接地線の接続状態
－ － Ｅ －

－ Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

Ｅ
緩みがないこと。
断線のないこと。

－

Ｍ
基準値以下であること。

進相用コンデンサ 汚れ、油漏れ、振動、過
熱、変形

－

接地抵抗
－ － Ｍ

接続部
－ － Ｔ

計器用変成器

－ －

異常音
－ Ｓ Ｓ － － Ｓ

Ｅ Ｅ － Ｅ Ｅ

汚れがないこと。
油漏れ、振動、変形、過熱に
よる変色がないこと。

－

異常音のないこと。

機器外箱の接地
－ － Ｅ － －

－ Ｔ
緩みがないこと。

Ｅ
緩みがないこと。
断線のないこと。

Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

絶縁抵抗
－ － Ｍ － －
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作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

1　監視操作制御設備
1－7　低圧電動機制御盤

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

機種形式 －

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 7，8号主ポンプ盤 製造者 荏原電産 番号（号機） －

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

低
　
　
圧
　
　
電
　
　
動
　
　
機
　
　
制
　
　
御
　
　
盤

全般 動作確認
－ Ｄ

絶縁抵抗

盤面 発錆、汚れ
－ － Ｅ

指示計 動作確認（零点及び指示）
－

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

Ｄ Ｄ － Ｄ
正常に動作すること。

扉の開閉、施錠

－ － Ｈ － Ｈ Ｈ

ハンドル、蝶番、ストッパ等に
緩みがないこと。
軽く開閉できること。
施錠・解錠が容易であるこ
と。
換気口フィルタに目づまりが
ないこと。

－ － Ｅ
発錆・汚れがないこと。

－ Ｅ

汚れ、異物がないこと。
小動物等の侵入がないこと。
雨水の侵入や結露がないこ
と。

致

盤内 汚れ、異物

Ｅ Ｅ Ｅ －

シーケンスチェック

－ Ｅ Ｄ －

基準値以下に低下していな
いこと。

接地抵抗
－ － Ｍ － －

－ － Ｍ － － Ｍ

－ Ｄ

渋滞・誤動作がないこと。
故障信号等は、模擬信号を
入力し正しく動作すること。

Ｍ
基準値以下であること。

Ｄ
整定値での動作が正常なこ
と。

動作確認は２年毎に実施す
る。

盤内器具 機器取付状態、配線状
態

－

保護継電器の動作
－ － Ｄ － －

端子符号の脱落
－ － Ｅ －

Ｅ

異物、塵埃が付着していな
いこと。
接続部に緩みがないこと。
過熱による変色がないこと。
絶縁物の破損、変形がない
こと。

汚れがないこと。
亀裂がないこと。
接続部に緩みがないこと。
過熱による変色がないこと。

端子、端子台の状態

－ － Ｅ － Ｅ

－ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

盤内機器の取付、筐体に緩
みがないこと。

動作確認
－ Ｈ

－ Ｅ
脱落、読取不良のないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

取付・接続部に緩み、汚れ
がないこと。
変色、接点部の荒れがない
こと。

（Ｈ） Ｈ － Ｈ
動作不良、誤動作がないこ
と。

Ｅ Ｅ

致

操作スイッチ

取付状態、汚れ

－ － Ｅ － － Ｅ

取付、接続部に緩みがない
こと。
目盛板、カバーに汚れ、破
損がないこと。

Ｅ － Ａ
零点及び指示計値が正常な
こと。

取付状態、汚れ

Ｅ Ｅ
ランプテストで正常に点灯す
ること。

表示器・表示灯 点灯状態
Ｅ Ｅ （Ｅ） Ｅ

Ｅ

取付、接続部に緩みがない
こと。
汚れがないこと。
破損がないこと。

－ －

運転時間計 指示状態
－

取付状態、汚れ

－ － Ｅ

取付状態

－ － Ｅ － － Ｅ

Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ
運転時間に正確に追随して
いること。

取付、接続部に緩みがない
こと。
汚れがないこと。
破損がないこと。

タイマ 動作確認
－ －

設定値の確認
－ － Ｅ － － Ｅ

所定の設定値にセットされて
いること。

Ｄ － － Ｄ
設定時間で正常に動作する
こと。
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作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

1　監視操作制御設備
1－7　低圧電動機制御盤

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

機種形式 －機器名 7，8号主ポンプ盤 製造者 荏原電産 番号（号機） －

低
　
　
圧
　
　
電
　
　
動
　
　
機
　
　
制
　
　
御
　
　
盤

致

配線用遮断器 取付状態、汚れ
Ｅ Ｅ

変色
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

変色がないこと。

Ｅ － Ｅ Ｅ
取付部に緩みがないこと。
汚れがないこと。

開閉動作
－ － Ｄ － － Ｄ

開閉動作及び開閉表示に異
常がないこと。

接続部
－ － － － Ｅ Ｔ

緩みがないこと。

致

電磁接触器 取付状態、汚れ
Ｅ

変色
Ｅ Ｅ Ｅ － Ｅ Ｅ

Ｅ Ｅ － Ｅ Ｅ
取付部に緩みがないこと。
汚れがないこと。

動作状態
Ｄ Ｄ －

変色がないこと。

異常音
－ Ｓ （Ｓ） － －

－ Ｄ
動作不良、誤動作がないこ
と。

Ｓ
閉路中に異常音がないこと。

－

接続部
－ － Ｔ －

接触面の状態
－ － Ｅ －

Ｔ
緩みがないこと。

Ｅ
接触面に荒れがないこと。

－

変色
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

変色がないこと。

Ｅ － Ｅ Ｅ
取付部に緩みがないこと。
汚れがないこと。

取付状態、汚れ
Ｅ Ｅ

Ｅ

テスト釦による動作確認

接続部
－ － Ｔ － Ｅ Ｔ

緩みがないこと。

開閉動作
－ － Ｄ － － Ｄ

開閉動作及び開閉表示に異
常がないこと。

致

配線用漏電遮断
器

接続部
－ － Ｔ －

ヒュ－ズの異常
－ Ｅ Ｅ － －

－ Ｔ
緩みがないこと。

異常音
－ Ｓ Ｓ － － Ｓ

Ｅ Ｅ － Ｅ Ｅ

計器用変圧器及び変流器に
汚れ、腐食、過熱による変色
がないこと。

異常音のないこと。

汚れ、腐食、過熱

－

Ｅ
ヒューズホルダに緩みがない
こと。
ヒューズ切れがないこと。

絶縁抵抗
－ － Ｍ －

接地線の接続状態
－ － Ｅ －

－ Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

Ｅ
緩みがないこと。
断線のないこと。

－

Ｍ
基準値以下であること。

進相用コンデンサ 汚れ、油漏れ、振動、過
熱、変形

－

接地抵抗
－ － Ｍ

接続部
－ － Ｔ

計器用変成器

－ －

異常音
－ Ｓ Ｓ － － Ｓ

Ｅ Ｅ － Ｅ Ｅ

汚れがないこと。
油漏れ、振動、変形、過熱に
よる変色がないこと。

－

異常音のないこと。

機器外箱の接地
－ － Ｅ － －

－ Ｔ
緩みがないこと。

Ｅ
緩みがないこと。
断線のないこと。

Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

絶縁抵抗
－ － Ｍ － －
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作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

1　監視操作制御設備
1－7　低圧電動機制御盤

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

機種形式 －

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 9，10号主ポンプ盤 製造者 荏原電産 番号（号機） －

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

低
　
　
圧
　
　
電
　
　
動
　
　
機
　
　
制
　
　
御
　
　
盤

全般 動作確認
－ Ｄ

絶縁抵抗

盤面 発錆、汚れ
－ － Ｅ

指示計 動作確認（零点及び指示）
－

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

Ｄ Ｄ － Ｄ
正常に動作すること。

扉の開閉、施錠

－ － Ｈ － Ｈ Ｈ

ハンドル、蝶番、ストッパ等に
緩みがないこと。
軽く開閉できること。
施錠・解錠が容易であるこ
と。
換気口フィルタに目づまりが
ないこと。

－ － Ｅ
発錆・汚れがないこと。

－ Ｅ

汚れ、異物がないこと。
小動物等の侵入がないこと。
雨水の侵入や結露がないこ
と。

致

盤内 汚れ、異物

Ｅ Ｅ Ｅ －

シーケンスチェック

－ Ｅ Ｄ －

基準値以下に低下していな
いこと。

接地抵抗
－ － Ｍ － －

－ － Ｍ － － Ｍ

－ Ｄ

渋滞・誤動作がないこと。
故障信号等は、模擬信号を
入力し正しく動作すること。

Ｍ
基準値以下であること。

Ｄ
整定値での動作が正常なこ
と。

動作確認は２年毎に実施す
る。

盤内器具 機器取付状態、配線状
態

－

保護継電器の動作
－ － Ｄ － －

端子符号の脱落
－ － Ｅ －

Ｅ

異物、塵埃が付着していな
いこと。
接続部に緩みがないこと。
過熱による変色がないこと。
絶縁物の破損、変形がない
こと。

汚れがないこと。
亀裂がないこと。
接続部に緩みがないこと。
過熱による変色がないこと。

端子、端子台の状態

－ － Ｅ － Ｅ

－ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

盤内機器の取付、筐体に緩
みがないこと。

動作確認
－ Ｈ

－ Ｅ
脱落、読取不良のないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

取付・接続部に緩み、汚れ
がないこと。
変色、接点部の荒れがない
こと。

（Ｈ） Ｈ － Ｈ
動作不良、誤動作がないこ
と。

Ｅ Ｅ

致

操作スイッチ

取付状態、汚れ

－ － Ｅ － － Ｅ

取付、接続部に緩みがない
こと。
目盛板、カバーに汚れ、破
損がないこと。

Ｅ － Ａ
零点及び指示計値が正常な
こと。

取付状態、汚れ

Ｅ Ｅ
ランプテストで正常に点灯す
ること。

表示器・表示灯 点灯状態
Ｅ Ｅ （Ｅ） Ｅ

Ｅ

取付、接続部に緩みがない
こと。
汚れがないこと。
破損がないこと。

－ －

運転時間計 指示状態
－

取付状態、汚れ

－ － Ｅ

取付状態

－ － Ｅ － － Ｅ

Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ
運転時間に正確に追随して
いること。

取付、接続部に緩みがない
こと。
汚れがないこと。
破損がないこと。

タイマ 動作確認
－ －

設定値の確認
－ － Ｅ － － Ｅ

所定の設定値にセットされて
いること。

Ｄ － － Ｄ
設定時間で正常に動作する
こと。
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作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

1　監視操作制御設備
1－7　低圧電動機制御盤

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

機種形式 －機器名 9，10号主ポンプ盤 製造者 荏原電産 番号（号機） －

低
　
　
圧
　
　
電
　
　
動
　
　
機
　
　
制
　
　
御
　
　
盤

致

配線用遮断器 取付状態、汚れ
Ｅ Ｅ

変色
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

変色がないこと。

Ｅ － Ｅ Ｅ
取付部に緩みがないこと。
汚れがないこと。

開閉動作
－ － Ｄ － － Ｄ

開閉動作及び開閉表示に異
常がないこと。

接続部
－ － － － Ｅ Ｔ

緩みがないこと。

致

電磁接触器 取付状態、汚れ
Ｅ

変色
Ｅ Ｅ Ｅ － Ｅ Ｅ

Ｅ Ｅ － Ｅ Ｅ
取付部に緩みがないこと。
汚れがないこと。

動作状態
Ｄ Ｄ －

変色がないこと。

異常音
－ Ｓ （Ｓ） － －

－ Ｄ
動作不良、誤動作がないこ
と。

Ｓ
閉路中に異常音がないこと。

－

接続部
－ － Ｔ －

接触面の状態
－ － Ｅ －

Ｔ
緩みがないこと。

Ｅ
接触面に荒れがないこと。

－

変色
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

変色がないこと。

Ｅ － Ｅ Ｅ
取付部に緩みがないこと。
汚れがないこと。

取付状態、汚れ
Ｅ Ｅ

Ｅ

テスト釦による動作確認

接続部
－ － Ｔ － Ｅ Ｔ

緩みがないこと。

開閉動作
－ － Ｄ － － Ｄ

開閉動作及び開閉表示に異
常がないこと。

致

配線用漏電遮断
器

接続部
－ － Ｔ －

ヒュ－ズの異常
－ Ｅ Ｅ － －

－ Ｔ
緩みがないこと。

異常音
－ Ｓ Ｓ － － Ｓ

Ｅ Ｅ － Ｅ Ｅ

計器用変圧器及び変流器に
汚れ、腐食、過熱による変色
がないこと。

異常音のないこと。

汚れ、腐食、過熱

－

Ｅ
ヒューズホルダに緩みがない
こと。
ヒューズ切れがないこと。

絶縁抵抗
－ － Ｍ －

接地線の接続状態
－ － Ｅ －

－ Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

Ｅ
緩みがないこと。
断線のないこと。

－

Ｍ
基準値以下であること。

進相用コンデンサ 汚れ、油漏れ、振動、過
熱、変形

－

接地抵抗
－ － Ｍ

接続部
－ － Ｔ

計器用変成器

－ －

異常音
－ Ｓ Ｓ － － Ｓ

Ｅ Ｅ － Ｅ Ｅ

汚れがないこと。
油漏れ、振動、変形、過熱に
よる変色がないこと。

－

異常音のないこと。

機器外箱の接地
－ － Ｅ － －

－ Ｔ
緩みがないこと。

Ｅ
緩みがないこと。
断線のないこと。

Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

絶縁抵抗
－ － Ｍ － －
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－ － Ｅ

取付、接続部に緩みがない
こと。
汚れがないこと。
破損がないこと。

－ Ｅ
所定の設定値にセットされて
いること。

Ｄ
設定時間で正常に動作する
こと。

－ － Ｅ

Ｅ Ｅ Ｅ

－Ｅ －

（Ｅ） Ｅ － Ｅ
運転時間に正確に追随して
いること。

－ －

－ Ｅ

－

－ －

点灯状態

取付状態、汚れ

指示状態

Ｄ － －

取付状態

動作確認

設定値の確認

－

Ｅ

取付、接続部に緩みがない
こと。
汚れがないこと。
破損がないこと。

Ｅ －

Ｅ Ｅ
ランプテストで正常に点灯す
ること。

動作確認 Ｓ 聴診 －

除塵機遠方操作盤機器名

装
置
・
機
器

の
特
性

製造者 荏原電産 番号（号機） － 機種形式 －

点　検　方　法　※2 ※4

Ｅ

装
置
区
分

臨
時
点
検

Ｄ －

（Ｅ）
表示器・表示灯

運転時間計

タイマ

低
　
　
圧
　
　
電
　
　
動
　
　
機
　
　
制
　
　
御
　
　
盤

※1

致

取付、接続部に緩みがない
こと。
目盛板、カバーに汚れ、破
損がないこと。

取付状態、汚れ

－ － Ｅ

Ａ
零点及び指示計値が正常な
こと。

－

－Ｅ Ｅ

摘　　要
傾
向
管
理

異常、損傷
Ｅ

分解 Ｅ

増締 Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。点検対象外

判定方法
※3

点検結果

定期点検
定
期
整
備

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

－ Ｄ Ｄ

運
転
時
点
検

致命的な影響のある機器・部品

※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）
△

現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ 交換 Ｃ 目視清掃 Ｗ

致
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ

Ｄ

点検実施日

作業責任者

※4　傾　向　管　理

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目

1　監視操作制御設備
1－7　低圧電動機制御盤

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分

施工業者名

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準

動作不良、誤動作がないこ
と。

－ Ｅ

致

指示計 動作確認（零点及び指示）
－ Ｅ

－

操作スイッチ 動作確認
－ Ｈ

Ｅ Ｅ Ｅ －

Ｈ （Ｈ）

取付状態、汚れ

異物、塵埃が付着していな
いこと。
接続部に緩みがないこと。
過熱による変色がないこと。
絶縁物の破損、変形がない
こと。

脱落、読取不良のないこと。端子符号の脱落
－ － Ｅ － － Ｅ

取付・接続部に緩み、汚れ
がないこと。
変色、接点部の荒れがない
こと。

－ Ｈ

整定値での動作が正常なこ
と。

動作確認は２年毎に実施す
る。

盤内機器の取付、筐体に緩
みがないこと。

汚れがないこと。
亀裂がないこと。
接続部に緩みがないこと。
過熱による変色がないこと。

盤内器具

－ － Ｅ Ｅ

－

Ｅ Ｅ

端子、端子台の状態

－ － Ｅ Ｅ Ｅ

機器取付状態、配線状
態

－ Ｅ

－ Ｍ － － Ｍ

－ Ｄ

－ Ｄ

－ Ｍ － Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

基準値以下であること。

渋滞・誤動作がないこと。
故障信号等は、模擬信号を
入力し正しく動作すること。

汚れ、異物

接地抵抗

盤内

Ｅ Ｅ Ｅ －

－

シーケンスチェック

－ Ｅ Ｄ －

保護継電器の動作
－ Ｄ －

絶縁抵抗
－

－

－

汚れ、異物がないこと。
小動物等の侵入がないこと。
雨水の侵入や結露がないこ
と。

異常及び損傷がないこと。

発錆・汚れがないこと。

正常に動作すること。

ハンドル、蝶番、ストッパ等に
緩みがないこと。
軽く開閉できること。
施錠・解錠が容易であるこ
と。
換気口フィルタに目づまりが
ないこと。

Ｄ

－ Ｅ

扉の開閉、施錠

－ － Ｈ － Ｈ Ｈ

動作確認

ＥＥ Ｅ Ｅ Ｅ

－

点検部位 機器コード 点検項目

盤面 発錆、汚れ
－ － Ｅ

全般
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動作確認 Ｓ 聴診 －

除塵機遠方操作盤機器名 製造者 荏原電産 番号（号機） － 機種形式 －

分解 Ｅ

増締 Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。点検対象外

致命的な影響のある機器・部品

※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）
△

現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ 交換 Ｃ 目視清掃 Ｗ

致
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ

Ｄ

点検実施日

作業責任者

※4　傾　向　管　理

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目

1　監視操作制御設備
1－7　低圧電動機制御盤

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分

施工業者名

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準

基準値以下に低下していな
いこと。

絶縁抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

緩みがないこと。接続部
－ － Ｔ － － Ｔ

汚れがないこと。
油漏れ、振動、変形、過熱に
よる変色がないこと。

汚れ、油漏れ、振動、過
熱、変形

－ Ｅ Ｅ － Ｅ Ｅ

進相用コンデンサ

致

致

致

計器用変成器

電磁接触器

配線用漏電遮断
器

低
　
　
圧
　
　
電
　
　
動
　
　
機
　
　
制
　
　
御
　
　
盤

緩みがないこと。
断線のないこと。

機器外箱の接地
－ － Ｅ － － Ｅ

基準値以下であること。接地抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

絶縁抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

Ｅ

基準値以下に低下していな
いこと。

緩みがないこと。
断線のないこと。

接続部
－ － Ｔ － － Ｔ

ヒュ－ズの異常
－ Ｅ Ｅ － －

異常音のないこと。異常音
－ Ｓ Ｓ － － Ｓ

接地線の接続状態
－ － Ｅ － － Ｅ

Ｅ

異常音のないこと。異常音
－ Ｓ Ｓ － － Ｓ

計器用変圧器及び変流器に
汚れ、腐食、過熱による変色
がないこと。

汚れ、腐食、過熱

－ Ｅ Ｅ － Ｅ

緩みがないこと。

ヒューズホルダに緩みがない
こと。
ヒューズ切れがないこと。

変色がないこと。

取付部に緩みがないこと。
汚れがないこと。

緩みがないこと。

テスト釦による動作確認

接続部
－ Ｔ － Ｅ Ｔ

Ｄ

接触面の状態
－ － Ｅ － － Ｅ

Ｅ

Ｅ Ｔ

変色
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

取付状態、汚れ
Ｅ Ｅ Ｅ － Ｅ

接続部
－ － Ｔ －

開閉動作及び開閉表示に異
常がないこと。

開閉動作
－ － Ｄ － － Ｄ

－ Ｓ （Ｓ） － － Ｓ
閉路中に異常音がないこと。

動作不良、誤動作がないこ
と。

接触面に荒れがないこと。

緩みがないこと。

Ｅ Ｅ
取付部に緩みがないこと。
汚れがないこと。

Ｅ Ｅ

－

－

Ｅ －

接続部
－

－

変色がないこと。

動作状態
－ Ｄ － － Ｄ

取付状態、汚れ

異常音

Ｅ Ｅ

Ｅ
変色

Ｅ Ｅ －

取付状態、汚れ

開閉動作

－ － Ｅ Ｔ
緩みがないこと。

－ － Ｄ － － Ｄ
開閉動作及び開閉表示に異
常がないこと。

Ｅ Ｅ
取付部に緩みがないこと。
汚れがないこと。

変色
Ｅ Ｅ Ｅ － Ｅ

変色がないこと。

配線用遮断器
Ｅ Ｅ Ｅ －
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－ － Ｅ
取付、接続部に緩みがない
こと。

Ｅ
ランプテストで正常に点灯す
ること。

Ｅ －

（Ｅ） Ｅ － Ｅ
運転時間に正確に追随して
いること。

－ － － Ｅ
所定の設定値にセットされて
いること。

－

Ｅ －

Ｅ

－ － Ｄ － － Ｄ
設定時間で正常に動作する
こと。

Ｅ

取付、接続部に緩みがない
こと。
汚れがないこと。
破損がないこと。

－ －

取付状態

動作確認

設定値の確認

表示器・表示灯

運転時間計

タイマ

点灯状態

取付状態、汚れ

指示状態
－ Ｅ

－ －

Ｅ Ｅ Ｅ（Ｅ） Ｅ

動作確認 Ｓ 聴診 －

系統機器盤機器名 製造者 荏原電産 番号（号機） － 機種形式 －

※4

取付、接続部に緩みがない
こと。
目盛板、カバーに汚れ、破
損がないこと。

装
置
区
分

運
転
時
点
検

臨
時
点
検

Ｄ －

点　検　方　法　※2

Ｅ

取付状態、汚れ

－ － Ｅ

摘　　要
傾
向
管
理

系
　
　
統
　
　
機
　
　
器
　
　
盤
　
　

（
リ
レ
ー

型
・
Ｐ
Ｌ
Ｃ
型

）

※1

致

装
置
・
機
器

の
特
性

致

指示計

操作スイッチ

盤内器具

点検部位 機器コード

盤面

全般

－

端子、端子台の状態

－ － Ｅ Ｅ Ｅ

Ｅ Ｅ Ｅ

絶縁抵抗
－ － Ｍ － Ｍ

－

－ － Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

機器取付状態、配線状
態

Ａ
零点及び指示計値が正常な
こと。

Ｈ （Ｈ）

取付・接続部に緩み、汚れ
がないこと。
変色、接続部の荒れがない
こと。

Ｈ

Ｅ

－Ｅ Ｅ

分解 Ｅ

増締 Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。点検対象外

Ｅ － － Ｅ

動作確認（零点及び指示）
－ Ｅ

－

動作確認
－

致命的な影響のある機器・部品

※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）
△

現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ 交換 Ｃ 目視清掃 Ｗ

致
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ

Ｄ

点検実施日

作業責任者

※4　傾　向　管　理

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目

1　監視操作制御設備
1－8　系統機器盤

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分

施工業者名

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準

－

取付状態、汚れ

異物、塵埃が付着していな
いこと。
接続部に緩みがないこと。
過熱による変色がないこと。
絶縁物の破損、変形がない
こと。

脱落、読取不良のないこと。端子符号の脱落
－ － Ｅ － － Ｅ

－ Ｈ
動作不良、誤動作がないこ
と。

Ｅ

汚れ、異物がないこと。
小動物等の侵入がないこと。
雨水の浸入や結露がないこ
と。

動作確認は２年毎に実施す
る。

－ Ｍ －

Ｄ

－ Ｄ

ハンドル、蝶番、ストッパ等に
緩みがないこと。
軽く開閉できること。
施錠・解錠が容易であるこ
と。
換気口フィルタに目づまりが
ないこと。

盤内機器の取付、筐体に緩
みがないこと。

汚れがないこと。
亀裂がないこと。
接続部に緩みがないこと。
過熱による変色がないこと。

整定値での動作が正常なこ
と。

－ Ｅ

基準値以下に低下していな
いこと。

基準値以下であること。

渋滞・誤動作がないこと。
故障信号等は、模擬信号を
入力し正しく動作すること。

－ Ｍ

－

汚れ、異物

接地抵抗

盤内

Ｅ Ｅ Ｅ －

－

シーケンスチェック

－ Ｅ Ｄ －

保護継電器の動作
－ － Ｄ －

点検項目

異常及び損傷がないこと。

発錆・汚れがないこと。

Ｅ
異常、損傷

Ｅ

管理
運転
点検

動作確認
－ Ｄ Ｄ

発錆、汚れ
－

正常に動作すること。

年
点
検

扉の開閉、施錠

－ － Ｈ － Ｈ Ｈ

－

Ｄ

Ｅ

目視
点検

－ Ｅ

判定方法
※3

点検結果

定期点検
定
期
整
備

－ Ｅ

月点検
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動作確認 Ｓ 聴診 －

系統機器盤機器名 製造者 荏原電産 番号（号機） － 機種形式 －

分解 Ｅ

増締 Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。点検対象外

致命的な影響のある機器・部品

※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）
△

現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ 交換 Ｃ 目視清掃 Ｗ

致
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ

Ｄ

点検実施日

作業責任者

※4　傾　向　管　理

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目

1　監視操作制御設備
1－8　系統機器盤

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分

施工業者名

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準

取付、接続部に緩みがない
こと。
汚れがないこと。
変色がないこと。

取付状態、汚れ、変色

－ － Ｅ － － Ｅ

進相用コンデンサ

補助継電器

系
　
　
統
　
　
機
　
　
器
　
　
盤
　
　

（
リ
レ
ー

型
・
Ｐ
Ｌ
Ｃ
型

）

ヒュ－ズの異常

－ Ｅ Ｅ －

致

致

致

計器用変成器

致

－

汚れ、腐食、過熱

取付状態、汚れ
Ｅ

基準値以下に低下していな
いこと。

絶縁抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

緩みがないこと。接続部
－ － Ｔ － － Ｔ

汚れがないこと。
油漏れ、振動、変形、過熱に
よる変色がないこと。

汚れ、油漏れ、振動、過
熱、変形

－ Ｅ Ｅ － Ｅ Ｅ

正常に動作すること。 シーケンスチェックによる動作状態
－ － Ｄ － － Ｄ

緩みがないこと。
断線がないこと。

機器外箱の接地
－ － Ｅ － － Ｅ

基準値以下であること。接地抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

絶縁抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

－ Ｅ

基準値以下に低下していな
いこと。

異常音のないこと。異常音
－ Ｓ Ｓ － － Ｓ

緩みがないこと。
断線のないこと。

接地線の接続状態
－ － Ｅ

緩みがないこと。

Ｅ Ｅ － Ｅ Ｅ

－ Ｅ

Ｅ

異常音
－ Ｓ Ｓ － － Ｓ

接続部
－ － Ｔ － － Ｔ

－ Ｅ Ｅ － Ｅ

Ｅ Ｔ
緩みがないこと。

テスト釦による動作

変色がないこと。

取付部に緩みがないこと。
汚れがないこと。

計器用変圧器及び変流器に
汚れ、腐食、過熱による変色
がないこと。

ヒューズホルダに緩みがない
こと。ヒューズ切れがないこ
と。

異常音のないこと。

動作不良、誤動作がないこ
と。

Ｅ
接触面に荒れがないこと。

電磁接触器

配線用漏電遮断
器

接続部
－ Ｔ － － Ｔ

緩みがないこと。

Ｄ

接触面の状態
－ － Ｅ － －

接続部
－ － Ｔ －

開閉動作及び開閉表示に異
常がないこと。

開閉動作
－ － Ｄ － － Ｄ

変色
Ｅ Ｅ Ｅ － Ｅ Ｅ

－ Ｓ （Ｓ） － － Ｓ
閉路中に異常音がないこと。

動作状態
－ Ｄ － － Ｄ

取付状態、汚れ

異常音

Ｅ Ｅ

Ｅ
変色

Ｅ Ｅ － － Ｅ
変色がないこと。

Ｅ Ｅ
取付部に緩みがないこと。
汚れがないこと。

配線用遮断器
Ｅ Ｅ Ｅ －

－

－

Ｅ －

接続部
－

－

取付状態、汚れ

開閉動作

－ Ｔ － Ｔ
緩みがないこと。

－ － Ｄ － － Ｄ
開閉動作及び開閉表示に異
常がないこと。

Ｅ Ｅ
取付、接続部に緩みがない
こと。汚れがないこと。

変色
Ｅ Ｅ Ｅ － Ｅ

変色がないこと。
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動作確認 Ｓ 聴診 －

系統機器盤機器名 製造者 荏原電産 番号（号機） － 機種形式 －

分解 Ｅ

増締 Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。点検対象外

致命的な影響のある機器・部品

※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）
△

現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ 交換 Ｃ 目視清掃 Ｗ

致
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ

Ｄ

点検実施日

作業責任者

※4　傾　向　管　理

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目

1　監視操作制御設備
1－8　系統機器盤

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分

施工業者名

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準

推奨交換時期を超過してい
ないこと。

内蔵電池
－ － Ｅ － － Ｘ

シーケンスチェックが正常に
行えること。
通常の操作制御信号以外の
故障信号等は模擬入力し正
しく動作すること。
ＣRＴと連携する場合は、ＣR
Ｔモニタ出力とPLＣ出力信号
が一致していること。

シーケンスチェックによる出力信号の確認

－ － Ｄ － － Ｄ

シーケンスチェックが正常に
行えること。
通常の操作制御信号以外の
故障信号等は模擬入力し正
しく動作すること。
ＣRＴと連携する場合は、PL
Ｃ入力信号とＣRＴモニタ出
力が一致していること。

シーケンスチェックによる入力信号の確認

－ － Ｄ － － Ｄ

PLＣ 電源電圧に異常がないこと。電源電圧の確認
－ － Ｅ － － Ｅ
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－ － Ｅ

電源電圧に異常がないこと。電源電圧の確認
－ － Ｅ － － Ｅ

カメラ

ランプテストで正常に点灯す
ること。

点灯状態
Ｅ Ｅ （Ｅ） Ｅ Ｅ Ｅ

取付、接続部に緩みがない
こと。
汚れがないこと。
破損がないこと。

取付状態、汚れ

－ － Ｅ

致

Ｃ
　
　
　
Ｃ
　
　
　
Ｔ
　
　
　
Ｖ
　
　
　
設
　
　
　
備

脱落、読取不良のないこと。

汚れがないこと。
亀裂がないこと。
接続部に緩みがないこと。
過熱による変色がないこと。

異物、塵埃が付着していな
いこと。
接続部に緩みがないこと。
過熱による変色がないこと。
絶縁物の破損、変形がない
こと。

端子符号の脱落
－

端子、端子台の状態

－ － Ｅ Ｅ Ｅ－

－ － Ｅ

盤内機器の取付、筐体に緩
みがないこと。

－ 機種形式 カメラ：PTC-113Ⅱ-HDIP ソフト：Kx-View-Pro4機器名

清掃 Ｗ

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ

Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 －

点検実施日

作業責任者

※4　傾　向　管　理

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目

1　監視操作制御設備
1－11　ＣＣＴV設備

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分

施工業者名

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準

致
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

致命的な影響のある機器・部品

※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）
△

汚れがないこと。
亀裂がないこと。
接続部に緩みがないこと。
過熱による変色がないこと。

内部配線、取付の確認

－ － Ｅ － － Ｅ

カメラケースに腐食、水漏
れ、変形、破損がないこと。

腐食、水漏れの確認
－ － Ｅ － － Ｅ

モニタの画像表示が正常な
こと。

映像信号の確認
－ － Ａ － － Ａ

レンズの動作（ズーム、
フォーカス、アイリス）が正常
なこと。
ヒータの動作が正常なこと。
デフロスタの動作が正常なこ
と。
ファンの動作が正常なこと。

動作確認（カメラ、ヒータ、
デフロスタ、ファン、ワイ
パ）

－ Ｄ Ｄ － － Ｄ

－ － Ｅ

取付、接続部に緩みがない
こと。
目盛板、カバーに汚れ、破
損がないこと。

取付状態、汚れ

Ｅ

動作確認（零点及び指示）
－

取付状態、汚れ

－ －

零点及び指示計値が正常な
こと。

Ｅ Ｅ

Ｅ Ｅ Ｅ － Ａ
指示計

表示器・表示灯

－ Ｅ

操作スイッチ 動作確認
－ Ｈ

Ｅ

Ｈ

－ － Ｅ

盤内器具 機器取付状態、配線状
態

－ － Ｅ Ｅ

取付・接続部に緩み、汚れ
がないこと。
変色、接点部の荒れがない
こと。

（Ｈ） － Ｈ
動作不良、誤動作がないこ
と。

摘　　要
傾
向
管
理

装
置
・
機
器

の
特
性

全般

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ

点　検　方　法　※2 ※4※1

運
転
時
点
検

臨
時
点
検

異常及び損傷がないこと。

正常に動作すること。
Ｄ －

Ｅ Ｅ

CCTV監視設備制御装置

装
置
区
分

分解 Ｅ

増締 Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。点検対象外

現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ 交換 Ｃ 目視

製造者 カメラ：ミカミ　ソフト：ネットカムシステムズ 番号（号機）

汚れ、異物がないこと。
小動物等の侵入がないこと。
雨水の浸入や結露がないこ
と。

接地抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

基準値以下に低下していな
いこと。

基準値以下であること。

盤内

Ｅ Ｅ Ｅ －

－

－ Ｅ

絶縁抵抗
－ － Ｍ － Ｍ

汚れ、異物

盤面 発錆、汚れ
－ － Ｅ －

ハンドル、蝶番、ストッパ等に
緩みがないこと。
軽く開閉できること。
施錠・解錠が容易であるこ
と。
換気口フィルタに目づまりが
ないこと。

扉の開閉、施錠

－ － Ｈ － Ｈ Ｈ

判定方法
※3

点検結果

定期点検
定
期
整
備

－ Ｅ

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

発錆・汚れがないこと。

動作確認
－ Ｄ Ｄ

点検部位 機器コード 点検項目

Ｄ

Ｅ Ｅ Ｅ
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－ 機種形式 カメラ：PTC-113Ⅱ-HDIP ソフト：Kx-View-Pro4機器名

清掃 Ｗ

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ

Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 －

点検実施日

作業責任者

※4　傾　向　管　理

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目

1　監視操作制御設備
1－11　ＣＣＴV設備

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分

施工業者名

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準

致
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

致命的な影響のある機器・部品

※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）
△

CCTV監視設備制御装置

分解 Ｅ

増締 Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。点検対象外

現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ 交換 Ｃ 目視

製造者 カメラ：ミカミ　ソフト：ネットカムシステムズ 番号（号機）

コネクタに緩み、抜けがない
こと。
汚れがないこと。
亀裂がないこと。

ケ－ブル接続状態

－ － Ｅ － － Ｅ

画像、画質が正常なこと。モニタ表示の確認
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

カメラ

拡声部

ビデオ

操作部

モニタ

マイク

Ｃ
　
　
　
Ｃ
　
　
　
Ｔ
　
　
　
Ｖ
　
　
　
設
　
　
　
備

スピーカの音量、音質が正
常なこと。

拡音動作の確認
－ Ｓ Ｓ － － Ｓ

規定値内であること。電源電圧の確認
－ － Ｅ － － Ｅ

コネクタに緩み、抜けがない
こと。
汚れがないこと。
亀裂がないこと。

ケ－ブル接続状態

－ － Ｅ － － Ｅ

コネクタに緩み、抜けがない
こと。
汚れがないこと。
亀裂がないこと。

ケ－ブル接続状態

－ － Ｅ － － Ｅ

コネクタに緩み、抜けがない
こと。
汚れがないこと。
亀裂がないこと。

ケ－ブル接続状態

－ － Ｅ － － Ｅ

カメラ、モニタ、ビデオ、マイ
ク、拡声部の操作が正常に
行えること。

制御信号の確認

－ － Ｄ － － Ｄ

音声に歪み、ノイズがないこ
と。

歪みの確認
－ － Ｓ － － Ｓ

音量、音質が正常なこと。入力信号の確認
－ － Ａ － － Ａ

正常に点灯すること。
照度が正常なこと。

照明装置の確認
－ Ｄ Ｄ － － Ｄ

録画、再生が正常であるこ
と。

録画、再生の確認
－ － Ｄ － － Ｄ

発錆・汚れがないこと。錆、汚れの確認
－ － Ｅ － － Ｅ

コネクタに緩み、抜けがない
こと。
汚れがないこと。
亀裂がないこと。

ケ－ブル接続状態

－ － Ｅ － － Ｅ
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入
　
出
　
力
　
装
　
置
　
盤

致

致

指示計

操作スイッチ

タイマ

表示器・表示灯

Ｅ Ｅ

取付状態、汚れ

－ Ｅ －

動作確認（零点及び指示）
－ Ｅ

－

（Ｈ） Ｈ

Ａ
零点及び指示計値が正常な
こと。

－ Ｈ

脱落、読取不良のないこと。

－ Ｈ
動作不良、誤動作がないこ
と。

動作確認

取付状態、汚れ

Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

取付・接続部に緩み、汚れ
がないこと。
変色、接続部の荒れがない
こと。

端子符号の脱落
－ － Ｅ

盤内機器の取付、筐体に緩
みがないこと。

汚れがないこと。
亀裂がないこと。
接続部に緩みがないこと。
過熱による変色がないこと。

異物、塵埃が付着していな
いこと。
接続部に緩みがないこと。
過熱による変色がないこと。
絶縁物の破損、変形がない
こと。

－ － Ｅ

盤内器具

－ － Ｅ Ｅ

－

Ｅ Ｅ

端子、端子台の状態

－ － Ｅ Ｅ Ｅ

機器取付状態、配線状
態

Ｅ
所定の設定値にセットされて
いること。

－ Ｅ

－ D － － D

－ － Ｅ － －

動作確認
－

設定値の確認

－ － Ｅ

設定時間で正常に動作する
こと。

点灯状態
Ｅ Ｅ （Ｅ） Ｅ

取付状態、汚れ

－

取付、接続部に緩みがない
こと。
汚れがないこと。
破損がないこと。

－

－ Ｅ

取付、接続部に緩みがない
こと。
目盛板、カバーに汚れ、破
損がないこと。

Ｅ Ｅ
ランプテストで正常に点灯す
ること。

装
置
・
機
器

の
特
性

全般

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ

Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 －

入出力盤

装
置
区
分

機器名

※1

製造者 荏原電産

定期点検

点検部位 機器コード
月点検

年
点
検

目視
点検

Ｍ

番号（号機） －

※4

清掃 Ｗ

測定 Ｔ

分解 Ｅ

増締 Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。点検対象外

判定方法
※3

点検結果

現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。

機種形式 －

定
期
整
備

待機系設備

点検区分

施工業者名

点検実施日

作業責任者

－ D

－ M

1　監視操作制御設備
1－13　入出力装置盤

設備区分 レベルⅠ 稼働形態

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準

致
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

致命的な影響のある機器・部品

※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）
△

Ｘ 交換 Ｃ 目視

Ａ 調整

※4　傾　向　管　理

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目

摘　　要
傾
向
管
理

汚れ、異物

接地抵抗

異常及び損傷がないこと。

発錆・汚れがないこと。

正常に動作すること。
Ｄ －

盤内

Ｅ Ｅ Ｅ －

－

シ－ケンスチェック

－ Ｅ D －

絶縁抵抗
－ － M

－

－

－ M －

汚れ、異物がないこと。
小動物等の侵入がないこと。
雨水の浸入や結露がないこ
と。

Ｈ Ｈ

基準値以下に低下していな
いこと。

基準値以下であること。

M

ハンドル、蝶番、ストッパ等に
緩みがないこと。
軽く開閉できること。
施錠・解錠が容易であるこ
と。
換気口フィルタに目づまりが
ないこと。

渋滞・誤動作がないこと。
故障信号等は、模擬入力し
正しく動作すること。

－ Ｅ

Ｄ

Ｅ ＥＥ

－ Ｅ

－

管理
運転
点検

動作確認
－ Ｄ Ｄ

点検項目

点　検　方　法　※2

運
転
時
点
検

臨
時
点
検

盤面 発錆、汚れ
－ － Ｅ －

扉の開閉、施錠

－ － Ｈ
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Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 －

入出力盤機器名 製造者 荏原電産

Ｍ

番号（号機） －

清掃 Ｗ

測定 Ｔ

分解 Ｅ

増締 Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。点検対象外

現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。

機種形式 －

待機系設備

点検区分

施工業者名

点検実施日

作業責任者

1　監視操作制御設備
1－13　入出力装置盤

設備区分 レベルⅠ 稼働形態

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準

致
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

致命的な影響のある機器・部品

※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）
△

Ｘ 交換 Ｃ 目視

Ａ 調整

※4　傾　向　管　理

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目

電源電圧の確認
－ － Ｅ － － Ｅ

入
　
出
　
力
　
装
　
置
　
盤

ＰＬＣ

変換器

出力信号の確認

－ － D － － D

内蔵電池
－ － Ｅ － － ×

模擬信号を変換器へ入力
し、出力信号が追随して変
化すること。

電源電圧に異常がないこと。

規定値内であること。

推奨交換時期を超過してい
ないこと。

出力信号の確認

－ － D － － D

シーケンスチェックが正常に
行えること。
通常の操作制御信号以外の
故障信号等は模擬入力し正
しく動作すること。
CRTと連携する場合は、
CRTモニタ出力とPLC出力
信号が一致していること。

シーケンスチェックが正常に
行えること。
通常の操作制御信号以外の
故障信号等は模擬入力し正
しく動作すること。
CRTと連携する場合は、PLC
入力信号とCRTモニタ出力
が一致していること。

入力信号の確認

－ － D － － D

入力信号の確認

－ － D － － D

センサーからの信号が変換
器へ正常に入力されている
こと。

電源電圧の確認
－ － Ｅ － － Ｅ
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（Ｅ） －
ケーブルホルダ

導通
－ － Ｄ －

サーマルプロテクタ

Ｘ

入力電流
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

絶縁抵抗
－

－

電圧
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

－－

コラムパイプ

ボルト・ナット
－

Ｅ

－

摩耗
－

インペラ

ケーシング 腐食
－

腐食・塗装
Ｅ

吊り金具
－

－ Ｅ

メカニカルシール

軸受

－ Ｍ

－

－

損傷、劣化
Ｅ

摩耗（スリーブ）
－ － －

キャブタイヤケー
ブル

浸水検知器

－ － （Ｅ）

Ｅ

 計器類（圧力、水位他）

－

－

－

－

－Ｅ Ｅ

軸 腐食
－ －

シール状態
Ｅ Ｅ

電動機

油量、質
－

摩耗
－ －

－

－

接地抵抗

腐食

－

圧力計の零指針

水位計指示
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

Ｅ Ｅ

水
中
ポ
ン
プ
ユ
ニ

ッ
ト

計
装
機
器

致

致

致

致

致

致

致

致

致

致

致

－ Ｈ －

腐食

－

Ｅ －

欠損
－ － Ｅ

導通
－ － Ｄ

圧力計指示

Ｅ

－

－

摩耗
－ －

摩耗
－ －－ －

－ － Ｅ －
油量、質

－

Ｍ －

－ Ｘ

－ Ｘ

－ Ｘ

－ Ａ

Ｅ

－

指示が正常であること。

導通チェックし動作すること。

導通チェックし動作すること。

通常に比べて異常な動作が
ないこと。

指針は零を指していること。

Ｘ

Ｗ

異常な摩耗がないこと。

著しい損傷・劣化がないこ
と。

水漏れのないこと。
異常な劣化がないこと。

異常な摩耗がないこと。

異常な腐食がないこと。

－ Ｘ

Ｍ

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

Ｍ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｍ

Ｗ

Ｍ

Ｍ

Ｘ

－ Ｈ

－ Ｅ

－ Ｅ

－ Ｍ

－ Ｘ

塗装
－ － Ｅ －

空気抜弁
Ｅ Ｅ Ｅ

発錆、汚れ
－ Ｅ －

Ｅ

－

－ Ｘ
塗装の剥離や劣化のないこ
と。

錆・汚れがないこと。

（Ｓ） Ｓ － Ｓ
異常音がないこと。異常音

－ Ｓ

清掃 Ｗ

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ

機器名

※1

全
般

装
置
・
機
器

の
特
性

主ポンプ全般

Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 －

主ポンプ

装
置
区
分

異常及び損傷がないこと。
Ｅ Ｅ

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

点検部位 機器コード 点検項目 判定方法
※3

点検結果

定期点検
定
期
整
備

運
転
時
点
検

臨
時
点
検

製造者 荏原製作所 番号（号機） 1号 機種形式 φ７００コラム式水中モータポンプ

点　検　方　法　※2 ※4

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

摘　　要
傾
向
管
理

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準

致
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

分解 Ｅ

増締 Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。点検対象外

致命的な影響のある機器・部品

※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）
△

現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ 交換 Ｃ 目視

2　主ポンプ設備
2－4　コラム形水中モータポンプ

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分

施工業者名

点検実施日

作業責任者

※4　傾　向　管　理

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目

◯

注油を行う。

適正油量であり、劣化してい
ないこと。

機能を損なう摩耗がないこ
と。

基準値以下に低下していな
いこと。

定格電圧付近であること。

著しい変形、摩耗、欠損がな
いこと。

ボルト・ナットに緩みがないこ
と。を確認する。

異常な腐食がないこと。

異常な摩耗がないこと。

異常な腐食がないこと。

定格電流値以内であること。
◯

Ｅ

異常な欠損がないこと。

基準値以下であること。

－ Ｅ

－ Ｅ

ケーブル支持台
Ｅ － Ｅ

引上装置
Ｅ Ｅ Ｅ －

水漏れ

Ｅ Ｅ －

－

－ Ｅ －

Ｅ （Ｅ）

異常な腐食がないこと。

異常な摩耗がないこと。

－ Ｅ

－ Ｅ

－

－ Ｅ －

－ Ｅ －

異常な腐食や塗装の劣化が
ないこと。

異常な腐食や塗装の劣化が
ないこと。

異常な腐食や塗装の劣化が
ないこと。

異常な水漏れがないこと。

－ Ｍ

－ Ｗ

－ Ｃ

振動（振幅）
－ － － －

異常な振動がないこと。

動作に異常がないこと。

－ Ｃ

Ｅ Ｅ －
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清掃 Ｗ

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ

機器名

Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 －

主ポンプ 製造者 荏原製作所 番号（号機） 1号 機種形式 φ７００コラム式水中モータポンプ

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準

致
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

分解 Ｅ

増締 Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。点検対象外

致命的な影響のある機器・部品

※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）
△

現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ 交換 Ｃ 目視

2　主ポンプ設備
2－4　コラム形水中モータポンプ

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分

施工業者名

点検実施日

作業責任者

※4　傾　向　管　理

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目

吸水槽
－ －

水位 － Ｅ

－ Ｃ

－ Ａ

土砂の堆積

Ｍ Ｅ

Ｍ －

吸
水
槽

土砂の堆積がポンプ運転に
支障がないこと。

運転可能な水位があること。
水位計の値に実水位と差が
ないこと。
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－ Ａ
指示が正常であること。

Ｘ
指針は零を指していること。

水位計指示
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

圧力計の零指針
Ｅ Ｅ Ｅ － －

－ Ｘ
通常に比べて異常な動作が
ないこと。計

装
機
器

 計器類（圧力、水位他） 圧力計指示
－ － （Ｅ） Ｅ

－ － Ｘ
導通チェックし動作すること。

水
中
ポ
ン
プ
ユ
ニ

ッ
ト

ケーブルホルダ シール状態
Ｅ Ｅ （Ｅ）

致
浸水検知器 導通

－ － Ｄ

－ Ｄ致
サーマルプロテクタ 導通

－

致

－ － Ｘ
導通チェックし動作すること。

－ － Ｘ
水漏れのないこと。
異常な劣化がないこと。

致
キャブタイヤケー
ブル

損傷、劣化
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｘ

著しい損傷・劣化がないこ
と。

致

軸 腐食
－ －

摩耗（スリーブ）
－ － － － － Ｍ

異常な摩耗がないこと。

－ － － Ｗ
異常な腐食がないこと。

致

軸受 油量、質
－

摩耗
－ － － － － Ｘ

－ Ｘ － － Ｘ
注油を行う。

異常な摩耗がないこと。

◯

電圧
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ － Ｍ

定格電圧付近であること。
◯

入力電流
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ － Ｍ

定格電流値以内であること。

腐食
－ － Ｅ － － Ｗ

異常な腐食がないこと。
致

電動機 絶縁抵抗
－ － Ｍ

接地抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

基準値以下であること。

－ － Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

致

メカニカルシール 油量、質
－ －

摩耗
－ － － － － Ｘ

機能を損なう摩耗がないこ
と。

Ｅ － － Ｘ
適正油量であり、劣化してい
ないこと。

－ － Ｅ
異常な腐食がないこと。

欠損
－ － Ｅ － － Ｍ

異常な欠損がないこと。

－ － Ｈ
ボルト・ナットに緩みがないこ
と。を確認する。

致

インペラ 腐食
－ －

摩耗
－ － Ｅ － － Ｅ

異常な摩耗がないこと。

Ｅ

－ － Ｅ
異常な腐食がないこと。

吊り金具
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい変形、摩耗、欠損がな
いこと。

摩耗
－ － Ｅ － － Ｅ

異常な摩耗がないこと。

致

ケーシング 腐食
－ － Ｅ

Ｅ （Ｅ）

ボルト・ナット
－ － Ｈ

－ － Ｅ
異常な水漏れがないこと。

致

コラムパイプ

水漏れ
Ｅ

引上装置
Ｅ Ｅ Ｅ －

異常な腐食や塗装の劣化が
ないこと。

－ Ｅ
異常な腐食や塗装の劣化が
ないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ － Ｗ
空気抜弁

ケーブル支持台
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

異常な腐食や塗装の劣化が
ないこと。

腐食・塗装
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｃ

Ｅ

Ｃ
錆・汚れがないこと。

動作に異常がないこと。

－

塗装の剥離や劣化のないこ
と。

－ Ｍ
異常な振動がないこと。

発錆、汚れ
－ － Ｅ － －

－ － Ｘ

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － Ｓ

異常音がないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
異常及び損傷がないこと。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

全
般

主ポンプ全般 異常、損傷
Ｅ Ｅ

塗装
－ － Ｅ

振動（振幅）
－ － －

機種形式 φ７００コラム式水中モータポンプ

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 主ポンプ 製造者 荏原製作所 番号（号機） 2号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－4　コラム形水中モータポンプ

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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機種形式 φ７００コラム式水中モータポンプ機器名 主ポンプ 製造者 荏原製作所 番号（号機） 2号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－4　コラム形水中モータポンプ

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

水位 － Ｅ Ｍ Ｅ － Ａ

－ Ｍ － － Ｃ
土砂の堆積がポンプ運転に
支障がないこと。

吸
水
槽

吸水槽 土砂の堆積
－

運転可能な水位があること。
水位計の値に実水位と差が
ないこと。
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－ Ａ
指示が正常であること。

Ｘ
指針は零を指していること。

水位計指示
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

圧力計の零指針
Ｅ Ｅ Ｅ － －

－ Ｘ
通常に比べて異常な動作が
ないこと。計

装
機
器

 計器類（圧力、水位他） 圧力計指示
－ － （Ｅ） Ｅ

－ － Ｘ
導通チェックし動作すること。

水
中
ポ
ン
プ
ユ
ニ

ッ
ト

ケーブルホルダ シール状態
Ｅ Ｅ （Ｅ）

致
浸水検知器 導通

－ － Ｄ

－ Ｄ致
サーマルプロテクタ 導通

－

致

－ － Ｘ
導通チェックし動作すること。

－ － Ｘ
水漏れのないこと。
異常な劣化がないこと。

致
キャブタイヤケー
ブル

損傷、劣化
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｘ

著しい損傷・劣化がないこ
と。

致

軸 腐食
－ －

摩耗（スリーブ）
－ － － － － Ｍ

異常な摩耗がないこと。

－ － － Ｗ
異常な腐食がないこと。

致

軸受 油量、質
－

摩耗
－ － － － － Ｘ

－ Ｘ － － Ｘ
注油を行う。

異常な摩耗がないこと。

◯

電圧
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ － Ｍ

定格電圧付近であること。
◯

入力電流
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ － Ｍ

定格電流値以内であること。

腐食
－ － Ｅ － － Ｗ

異常な腐食がないこと。
致

電動機 絶縁抵抗
－ － Ｍ

接地抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

基準値以下であること。

－ － Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

致

メカニカルシール 油量、質
－ －

摩耗
－ － － － － Ｘ

機能を損なう摩耗がないこ
と。

Ｅ － － Ｘ
適正油量であり、劣化してい
ないこと。

－ － Ｅ
異常な腐食がないこと。

欠損
－ － Ｅ － － Ｍ

異常な欠損がないこと。

－ － Ｈ
ボルト・ナットに緩みがないこ
と。を確認する。

致

インペラ 腐食
－ －

摩耗
－ － Ｅ － － Ｅ

異常な摩耗がないこと。

Ｅ

－ － Ｅ
異常な腐食がないこと。

吊り金具
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい変形、摩耗、欠損がな
いこと。

摩耗
－ － Ｅ － － Ｅ

異常な摩耗がないこと。

致

ケーシング 腐食
－ － Ｅ

Ｅ （Ｅ）

ボルト・ナット
－ － Ｈ

－ － Ｅ
異常な水漏れがないこと。

致

コラムパイプ

水漏れ
Ｅ

引上装置
Ｅ Ｅ Ｅ －

異常な腐食や塗装の劣化が
ないこと。

－ Ｅ
異常な腐食や塗装の劣化が
ないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ － Ｗ
空気抜弁

ケーブル支持台
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

異常な腐食や塗装の劣化が
ないこと。

腐食・塗装
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｃ

Ｅ

Ｃ
錆・汚れがないこと。

動作に異常がないこと。

－

塗装の剥離や劣化のないこ
と。

－ Ｍ
異常な振動がないこと。

発錆、汚れ
－ － Ｅ － －

－ － Ｘ

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － Ｓ

異常音がないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
異常及び損傷がないこと。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

全
般

主ポンプ全般 異常、損傷
Ｅ Ｅ

塗装
－ － Ｅ

振動（振幅）
－ － －

機種形式 φ７００コラム式水中モータポンプ

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 主ポンプ 製造者 荏原製作所 番号（号機） 3号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－4　コラム形水中モータポンプ

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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機種形式 φ７００コラム式水中モータポンプ機器名 主ポンプ 製造者 荏原製作所 番号（号機） 3号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－4　コラム形水中モータポンプ

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

水位 － Ｅ Ｍ Ｅ － Ａ

－ Ｍ － － Ｃ
土砂の堆積がポンプ運転に
支障がないこと。

吸
水
槽

吸水槽 土砂の堆積
－

運転可能な水位があること。
水位計の値に実水位と差が
ないこと。
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－ Ａ
指示が正常であること。

Ｘ
指針は零を指していること。

水位計指示
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

圧力計の零指針
Ｅ Ｅ Ｅ － －

－ Ｘ
通常に比べて異常な動作が
ないこと。計

装
機
器

 計器類（圧力、水位他） 圧力計指示
－ － （Ｅ） Ｅ

－ － Ｘ
導通チェックし動作すること。

水
中
ポ
ン
プ
ユ
ニ

ッ
ト

ケーブルホルダ シール状態
Ｅ Ｅ （Ｅ）

致
浸水検知器 導通

－ － Ｄ

－ Ｄ致
サーマルプロテクタ 導通

－

致

－ － Ｘ
導通チェックし動作すること。

－ － Ｘ
水漏れのないこと。
異常な劣化がないこと。

致
キャブタイヤケー
ブル

損傷、劣化
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｘ

著しい損傷・劣化がないこ
と。

致

軸 腐食
－ －

摩耗（スリーブ）
－ － － － － Ｍ

異常な摩耗がないこと。

－ － － Ｗ
異常な腐食がないこと。

致

軸受 油量、質
－

摩耗
－ － － － － Ｘ

－ Ｘ － － Ｘ
注油を行う。

異常な摩耗がないこと。

◯

電圧
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ － Ｍ

定格電圧付近であること。
◯

入力電流
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ － Ｍ

定格電流値以内であること。

腐食
－ － Ｅ － － Ｗ

異常な腐食がないこと。
致

電動機 絶縁抵抗
－ － Ｍ

接地抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

基準値以下であること。

－ － Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

致

メカニカルシール 油量、質
－ －

摩耗
－ － － － － Ｘ

機能を損なう摩耗がないこ
と。

Ｅ － － Ｘ
適正油量であり、劣化してい
ないこと。

－ － Ｅ
異常な腐食がないこと。

欠損
－ － Ｅ － － Ｍ

異常な欠損がないこと。

－ － Ｈ
ボルト・ナットに緩みがないこ
と。を確認する。

致

インペラ 腐食
－ －

摩耗
－ － Ｅ － － Ｅ

異常な摩耗がないこと。

Ｅ

－ － Ｅ
異常な腐食がないこと。

吊り金具
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい変形、摩耗、欠損がな
いこと。

摩耗
－ － Ｅ － － Ｅ

異常な摩耗がないこと。

致

ケーシング 腐食
－ － Ｅ

Ｅ （Ｅ）

ボルト・ナット
－ － Ｈ

－ － Ｅ
異常な水漏れがないこと。

致

コラムパイプ

水漏れ
Ｅ

引上装置
Ｅ Ｅ Ｅ －

異常な腐食や塗装の劣化が
ないこと。

－ Ｅ
異常な腐食や塗装の劣化が
ないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ － Ｗ
空気抜弁

ケーブル支持台
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

異常な腐食や塗装の劣化が
ないこと。

腐食・塗装
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｃ

Ｅ

Ｃ
錆・汚れがないこと。

動作に異常がないこと。

－

塗装の剥離や劣化のないこ
と。

－ Ｍ
異常な振動がないこと。

発錆、汚れ
－ － Ｅ － －

－ － Ｘ

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － Ｓ

異常音がないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
異常及び損傷がないこと。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

全
般

主ポンプ全般 異常、損傷
Ｅ Ｅ

塗装
－ － Ｅ

振動（振幅）
－ － －

機種形式 φ７００コラム式水中モータポンプ

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 主ポンプ 製造者 荏原製作所 番号（号機） 4号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－4　コラム形水中モータポンプ

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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機種形式 φ７００コラム式水中モータポンプ機器名 主ポンプ 製造者 荏原製作所 番号（号機） 4号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－4　コラム形水中モータポンプ

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

水位 － Ｅ Ｍ Ｅ － Ａ

－ Ｍ － － Ｃ
土砂の堆積がポンプ運転に
支障がないこと。

吸
水
槽

吸水槽 土砂の堆積
－

運転可能な水位があること。
水位計の値に実水位と差が
ないこと。
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－ Ａ
指示が正常であること。

Ｘ
指針は零を指していること。

水位計指示
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

圧力計の零指針
Ｅ Ｅ Ｅ － －

－ Ｘ
通常に比べて異常な動作が
ないこと。計

装
機
器

 計器類（圧力、水位他） 圧力計指示
－ － （Ｅ） Ｅ

－ － Ｘ
導通チェックし動作すること。

水
中
ポ
ン
プ
ユ
ニ

ッ
ト

ケーブルホルダ シール状態
Ｅ Ｅ （Ｅ）

致
浸水検知器 導通

－ － Ｄ

－ Ｄ致
サーマルプロテクタ 導通

－

致

－ － Ｘ
導通チェックし動作すること。

－ － Ｘ
水漏れのないこと。
異常な劣化がないこと。

致
キャブタイヤケー
ブル

損傷、劣化
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｘ

著しい損傷・劣化がないこ
と。

致

軸 腐食
－ －

摩耗（スリーブ）
－ － － － － Ｍ

異常な摩耗がないこと。

－ － － Ｗ
異常な腐食がないこと。

致

軸受 油量、質
－

摩耗
－ － － － － Ｘ

－ Ｘ － － Ｘ
注油を行う。

異常な摩耗がないこと。

◯

電圧
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ － Ｍ

定格電圧付近であること。
◯

入力電流
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ － Ｍ

定格電流値以内であること。

腐食
－ － Ｅ － － Ｗ

異常な腐食がないこと。
致

電動機 絶縁抵抗
－ － Ｍ

接地抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

基準値以下であること。

－ － Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

致

メカニカルシール 油量、質
－ －

摩耗
－ － － － － Ｘ

機能を損なう摩耗がないこ
と。

Ｅ － － Ｘ
適正油量であり、劣化してい
ないこと。

－ － Ｅ
異常な腐食がないこと。

欠損
－ － Ｅ － － Ｍ

異常な欠損がないこと。

－ － Ｈ
ボルト・ナットに緩みがないこ
と。を確認する。

致

インペラ 腐食
－ －

摩耗
－ － Ｅ － － Ｅ

異常な摩耗がないこと。

Ｅ

－ － Ｅ
異常な腐食がないこと。

吊り金具
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい変形、摩耗、欠損がな
いこと。

摩耗
－ － Ｅ － － Ｅ

異常な摩耗がないこと。

致

ケーシング 腐食
－ － Ｅ

Ｅ （Ｅ）

ボルト・ナット
－ － Ｈ

－ － Ｅ
異常な水漏れがないこと。

致

コラムパイプ

水漏れ
Ｅ

引上装置
Ｅ Ｅ Ｅ －

異常な腐食や塗装の劣化が
ないこと。

－ Ｅ
異常な腐食や塗装の劣化が
ないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ － Ｗ
空気抜弁

ケーブル支持台
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

異常な腐食や塗装の劣化が
ないこと。

腐食・塗装
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｃ

Ｅ

Ｃ
錆・汚れがないこと。

動作に異常がないこと。

－

塗装の剥離や劣化のないこ
と。

－ Ｍ
異常な振動がないこと。

発錆、汚れ
－ － Ｅ － －

－ － Ｘ

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － Ｓ

異常音がないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
異常及び損傷がないこと。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

全
般

主ポンプ全般 異常、損傷
Ｅ Ｅ

塗装
－ － Ｅ

振動（振幅）
－ － －

機種形式 φ７００コラム式水中モータポンプ

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 主ポンプ 製造者 荏原製作所 番号（号機） 5号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－4　コラム形水中モータポンプ

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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機種形式 φ７００コラム式水中モータポンプ機器名 主ポンプ 製造者 荏原製作所 番号（号機） 5号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－4　コラム形水中モータポンプ

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

水位 － Ｅ Ｍ Ｅ － Ａ

－ Ｍ － － Ｃ
土砂の堆積がポンプ運転に
支障がないこと。

吸
水
槽

吸水槽 土砂の堆積
－

運転可能な水位があること。
水位計の値に実水位と差が
ないこと。
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－ Ａ
指示が正常であること。

Ｘ
指針は零を指していること。

水位計指示
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

圧力計の零指針
Ｅ Ｅ Ｅ － －

－ Ｘ
通常に比べて異常な動作が
ないこと。計

装
機
器

 計器類（圧力、水位他） 圧力計指示
－ － （Ｅ） Ｅ

－ － Ｘ
導通チェックし動作すること。

水
中
ポ
ン
プ
ユ
ニ

ッ
ト

ケーブルホルダ シール状態
Ｅ Ｅ （Ｅ）

致
浸水検知器 導通

－ － Ｄ

－ Ｄ致
サーマルプロテクタ 導通

－

致

－ － Ｘ
導通チェックし動作すること。

－ － Ｘ
水漏れのないこと。
異常な劣化がないこと。

致
キャブタイヤケー
ブル

損傷、劣化
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｘ

著しい損傷・劣化がないこ
と。

致

軸 腐食
－ －

摩耗（スリーブ）
－ － － － － Ｍ

異常な摩耗がないこと。

－ － － Ｗ
異常な腐食がないこと。

致

軸受 油量、質
－

摩耗
－ － － － － Ｘ

－ Ｘ － － Ｘ
注油を行う。

異常な摩耗がないこと。

◯

電圧
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ － Ｍ

定格電圧付近であること。
◯

入力電流
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ － Ｍ

定格電流値以内であること。

腐食
－ － Ｅ － － Ｗ

異常な腐食がないこと。
致

電動機 絶縁抵抗
－ － Ｍ

接地抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

基準値以下であること。

－ － Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

致

メカニカルシール 油量、質
－ －

摩耗
－ － － － － Ｘ

機能を損なう摩耗がないこ
と。

Ｅ － － Ｘ
適正油量であり、劣化してい
ないこと。

－ － Ｅ
異常な腐食がないこと。

欠損
－ － Ｅ － － Ｍ

異常な欠損がないこと。

－ － Ｈ
ボルト・ナットに緩みがないこ
と。を確認する。

致

インペラ 腐食
－ －

摩耗
－ － Ｅ － － Ｅ

異常な摩耗がないこと。

Ｅ

－ － Ｅ
異常な腐食がないこと。

吊り金具
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい変形、摩耗、欠損がな
いこと。

摩耗
－ － Ｅ － － Ｅ

異常な摩耗がないこと。

致

ケーシング 腐食
－ － Ｅ

Ｅ （Ｅ）

ボルト・ナット
－ － Ｈ

－ － Ｅ
異常な水漏れがないこと。

致

コラムパイプ

水漏れ
Ｅ

引上装置
Ｅ Ｅ Ｅ －

異常な腐食や塗装の劣化が
ないこと。

－ Ｅ
異常な腐食や塗装の劣化が
ないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ － Ｗ
空気抜弁

ケーブル支持台
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

異常な腐食や塗装の劣化が
ないこと。

腐食・塗装
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｃ

Ｅ

Ｃ
錆・汚れがないこと。

動作に異常がないこと。

－

塗装の剥離や劣化のないこ
と。

－ Ｍ
異常な振動がないこと。

発錆、汚れ
－ － Ｅ － －

－ － Ｘ

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － Ｓ

異常音がないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
異常及び損傷がないこと。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

全
般

主ポンプ全般 異常、損傷
Ｅ Ｅ

塗装
－ － Ｅ

振動（振幅）
－ － －

機種形式 φ７００コラム式水中モータポンプ

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 主ポンプ 製造者 荏原製作所 番号（号機） 6号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－4　コラム形水中モータポンプ

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

57/196



機種形式 φ７００コラム式水中モータポンプ機器名 主ポンプ 製造者 荏原製作所 番号（号機） 6号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－4　コラム形水中モータポンプ

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

水位 － Ｅ Ｍ Ｅ － Ａ

－ Ｍ － － Ｃ
土砂の堆積がポンプ運転に
支障がないこと。

吸
水
槽

吸水槽 土砂の堆積
－

運転可能な水位があること。
水位計の値に実水位と差が
ないこと。
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－ Ａ
指示が正常であること。

Ｘ
指針は零を指していること。

水位計指示
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

圧力計の零指針
Ｅ Ｅ Ｅ － －

－ Ｘ
通常に比べて異常な動作が
ないこと。計

装
機
器

 計器類（圧力、水位他） 圧力計指示
－ － （Ｅ） Ｅ

－ － Ｘ
導通チェックし動作すること。

水
中
ポ
ン
プ
ユ
ニ

ッ
ト

ケーブルホルダ シール状態
Ｅ Ｅ （Ｅ）

致
浸水検知器 導通

－ － Ｄ

－ Ｄ致
サーマルプロテクタ 導通

－

致

－ － Ｘ
導通チェックし動作すること。

－ － Ｘ
水漏れのないこと。
異常な劣化がないこと。

致
キャブタイヤケー
ブル

損傷、劣化
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｘ

著しい損傷・劣化がないこ
と。

致

軸 腐食
－ －

摩耗（スリーブ）
－ － － － － Ｍ

異常な摩耗がないこと。

－ － － Ｗ
異常な腐食がないこと。

致

軸受 油量、質
－

摩耗
－ － － － － Ｘ

－ Ｘ － － Ｘ
注油を行う。

異常な摩耗がないこと。

◯

電圧
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ － Ｍ

定格電圧付近であること。
◯

入力電流
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ － Ｍ

定格電流値以内であること。

腐食
－ － Ｅ － － Ｗ

異常な腐食がないこと。
致

電動機 絶縁抵抗
－ － Ｍ

接地抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

基準値以下であること。

－ － Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

致

メカニカルシール 油量、質
－ －

摩耗
－ － － － － Ｘ

機能を損なう摩耗がないこ
と。

Ｅ － － Ｘ
適正油量であり、劣化してい
ないこと。

－ － Ｅ
異常な腐食がないこと。

欠損
－ － Ｅ － － Ｍ

異常な欠損がないこと。

－ － Ｈ
ボルト・ナットに緩みがないこ
と。を確認する。

致

インペラ 腐食
－ －

摩耗
－ － Ｅ － － Ｅ

異常な摩耗がないこと。

Ｅ

－ － Ｅ
異常な腐食がないこと。

吊り金具
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい変形、摩耗、欠損がな
いこと。

摩耗
－ － Ｅ － － Ｅ

異常な摩耗がないこと。

致

ケーシング 腐食
－ － Ｅ

Ｅ （Ｅ）

ボルト・ナット
－ － Ｈ

－ － Ｅ
異常な水漏れがないこと。

致

コラムパイプ

水漏れ
Ｅ

引上装置
Ｅ Ｅ Ｅ －

異常な腐食や塗装の劣化が
ないこと。

－ Ｅ
異常な腐食や塗装の劣化が
ないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ － Ｗ
空気抜弁

ケーブル支持台
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

異常な腐食や塗装の劣化が
ないこと。

腐食・塗装
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｃ

Ｅ

Ｃ
錆・汚れがないこと。

動作に異常がないこと。

－

塗装の剥離や劣化のないこ
と。

－ Ｍ
異常な振動がないこと。

発錆、汚れ
－ － Ｅ － －

－ － Ｘ

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － Ｓ

異常音がないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
異常及び損傷がないこと。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

全
般

主ポンプ全般 異常、損傷
Ｅ Ｅ

塗装
－ － Ｅ

振動（振幅）
－ － －

機種形式 φ７００コラム式水中モータポンプ

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 主ポンプ 製造者 荏原製作所 番号（号機） 7号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－4　コラム形水中モータポンプ

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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機種形式 φ７００コラム式水中モータポンプ機器名 主ポンプ 製造者 荏原製作所 番号（号機） 7号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－4　コラム形水中モータポンプ

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

水位 － Ｅ Ｍ Ｅ － Ａ

－ Ｍ － － Ｃ
土砂の堆積がポンプ運転に
支障がないこと。

吸
水
槽

吸水槽 土砂の堆積
－

運転可能な水位があること。
水位計の値に実水位と差が
ないこと。
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－ Ａ
指示が正常であること。

Ｘ
指針は零を指していること。

水位計指示
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

圧力計の零指針
Ｅ Ｅ Ｅ － －

－ Ｘ
通常に比べて異常な動作が
ないこと。計

装
機
器

 計器類（圧力、水位他） 圧力計指示
－ － （Ｅ） Ｅ

－ － Ｘ
導通チェックし動作すること。

水
中
ポ
ン
プ
ユ
ニ

ッ
ト

ケーブルホルダ シール状態
Ｅ Ｅ （Ｅ）

致
浸水検知器 導通

－ － Ｄ

－ Ｄ致
サーマルプロテクタ 導通

－

致

－ － Ｘ
導通チェックし動作すること。

－ － Ｘ
水漏れのないこと。
異常な劣化がないこと。

致
キャブタイヤケー
ブル

損傷、劣化
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｘ

著しい損傷・劣化がないこ
と。

致

軸 腐食
－ －

摩耗（スリーブ）
－ － － － － Ｍ

異常な摩耗がないこと。

－ － － Ｗ
異常な腐食がないこと。

致

軸受 油量、質
－

摩耗
－ － － － － Ｘ

－ Ｘ － － Ｘ
注油を行う。

異常な摩耗がないこと。

◯

電圧
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ － Ｍ

定格電圧付近であること。
◯

入力電流
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ － Ｍ

定格電流値以内であること。

腐食
－ － Ｅ － － Ｗ

異常な腐食がないこと。
致

電動機 絶縁抵抗
－ － Ｍ

接地抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

基準値以下であること。

－ － Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

致

メカニカルシール 油量、質
－ －

摩耗
－ － － － － Ｘ

機能を損なう摩耗がないこ
と。

Ｅ － － Ｘ
適正油量であり、劣化してい
ないこと。

－ － Ｅ
異常な腐食がないこと。

欠損
－ － Ｅ － － Ｍ

異常な欠損がないこと。

－ － Ｈ
ボルト・ナットに緩みがないこ
と。を確認する。

致

インペラ 腐食
－ －

摩耗
－ － Ｅ － － Ｅ

異常な摩耗がないこと。

Ｅ

－ － Ｅ
異常な腐食がないこと。

吊り金具
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい変形、摩耗、欠損がな
いこと。

摩耗
－ － Ｅ － － Ｅ

異常な摩耗がないこと。

致

ケーシング 腐食
－ － Ｅ

Ｅ （Ｅ）

ボルト・ナット
－ － Ｈ

－ － Ｅ
異常な水漏れがないこと。

致

コラムパイプ

水漏れ
Ｅ

引上装置
Ｅ Ｅ Ｅ －

異常な腐食や塗装の劣化が
ないこと。

－ Ｅ
異常な腐食や塗装の劣化が
ないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ － Ｗ
空気抜弁

ケーブル支持台
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

異常な腐食や塗装の劣化が
ないこと。

腐食・塗装
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｃ

Ｅ

Ｃ
錆・汚れがないこと。

動作に異常がないこと。

－

塗装の剥離や劣化のないこ
と。

－ Ｍ
異常な振動がないこと。

発錆、汚れ
－ － Ｅ － －

－ － Ｘ

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － Ｓ

異常音がないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
異常及び損傷がないこと。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

全
般

主ポンプ全般 異常、損傷
Ｅ Ｅ

塗装
－ － Ｅ

振動（振幅）
－ － －

機種形式 φ７００コラム式水中モータポンプ

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 主ポンプ 製造者 荏原製作所 番号（号機） 8号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－4　コラム形水中モータポンプ

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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機種形式 φ７００コラム式水中モータポンプ機器名 主ポンプ 製造者 荏原製作所 番号（号機） 8号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－4　コラム形水中モータポンプ

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

水位 － Ｅ Ｍ Ｅ － Ａ

－ Ｍ － － Ｃ
土砂の堆積がポンプ運転に
支障がないこと。

吸
水
槽

吸水槽 土砂の堆積
－

運転可能な水位があること。
水位計の値に実水位と差が
ないこと。
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－ Ａ
指示が正常であること。

Ｘ
指針は零を指していること。

水位計指示
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

圧力計の零指針
Ｅ Ｅ Ｅ － －

－ Ｘ
通常に比べて異常な動作が
ないこと。計

装
機
器

 計器類（圧力、水位他） 圧力計指示
－ － （Ｅ） Ｅ

－ － Ｘ
導通チェックし動作すること。

水
中
ポ
ン
プ
ユ
ニ

ッ
ト

ケーブルホルダ シール状態
Ｅ Ｅ （Ｅ）

致
浸水検知器 導通

－ － Ｄ

－ Ｄ致
サーマルプロテクタ 導通

－

致

－ － Ｘ
導通チェックし動作すること。

－ － Ｘ
水漏れのないこと。
異常な劣化がないこと。

致
キャブタイヤケー
ブル

損傷、劣化
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｘ

著しい損傷・劣化がないこ
と。

致

軸 腐食
－ －

摩耗（スリーブ）
－ － － － － Ｍ

異常な摩耗がないこと。

－ － － Ｗ
異常な腐食がないこと。

致

軸受 油量、質
－

摩耗
－ － － － － Ｘ

－ Ｘ － － Ｘ
注油を行う。

異常な摩耗がないこと。

◯

電圧
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ － Ｍ

定格電圧付近であること。
◯

入力電流
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ － Ｍ

定格電流値以内であること。

腐食
－ － Ｅ － － Ｗ

異常な腐食がないこと。
致

電動機 絶縁抵抗
－ － Ｍ

接地抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

基準値以下であること。

－ － Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

致

メカニカルシール 油量、質
－ －

摩耗
－ － － － － Ｘ

機能を損なう摩耗がないこ
と。

Ｅ － － Ｘ
適正油量であり、劣化してい
ないこと。

－ － Ｅ
異常な腐食がないこと。

欠損
－ － Ｅ － － Ｍ

異常な欠損がないこと。

－ － Ｈ
ボルト・ナットに緩みがないこ
と。を確認する。

致

インペラ 腐食
－ －

摩耗
－ － Ｅ － － Ｅ

異常な摩耗がないこと。

Ｅ

－ － Ｅ
異常な腐食がないこと。

吊り金具
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい変形、摩耗、欠損がな
いこと。

摩耗
－ － Ｅ － － Ｅ

異常な摩耗がないこと。

致

ケーシング 腐食
－ － Ｅ

Ｅ （Ｅ）

ボルト・ナット
－ － Ｈ

－ － Ｅ
異常な水漏れがないこと。

致

コラムパイプ

水漏れ
Ｅ

引上装置
Ｅ Ｅ Ｅ －

異常な腐食や塗装の劣化が
ないこと。

－ Ｅ
異常な腐食や塗装の劣化が
ないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ － Ｗ
空気抜弁

ケーブル支持台
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

異常な腐食や塗装の劣化が
ないこと。

腐食・塗装
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｃ

Ｅ

Ｃ
錆・汚れがないこと。

動作に異常がないこと。

－

塗装の剥離や劣化のないこ
と。

－ Ｍ
異常な振動がないこと。

発錆、汚れ
－ － Ｅ － －

－ － Ｘ

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － Ｓ

異常音がないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
異常及び損傷がないこと。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

全
般

主ポンプ全般 異常、損傷
Ｅ Ｅ

塗装
－ － Ｅ

振動（振幅）
－ － －

機種形式 φ７００コラム式水中モータポンプ

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 主ポンプ 製造者 荏原製作所 番号（号機） 9号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－4　コラム形水中モータポンプ

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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機種形式 φ７００コラム式水中モータポンプ機器名 主ポンプ 製造者 荏原製作所 番号（号機） 9号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－4　コラム形水中モータポンプ

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

水位 － Ｅ Ｍ Ｅ － Ａ

－ Ｍ － － Ｃ
土砂の堆積がポンプ運転に
支障がないこと。

吸
水
槽

吸水槽 土砂の堆積
－

運転可能な水位があること。
水位計の値に実水位と差が
ないこと。
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－ Ａ
指示が正常であること。

Ｘ
指針は零を指していること。

水位計指示
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

圧力計の零指針
Ｅ Ｅ Ｅ － －

－ Ｘ
通常に比べて異常な動作が
ないこと。計

装
機
器

 計器類（圧力、水位他） 圧力計指示
－ － （Ｅ） Ｅ

－ － Ｘ
導通チェックし動作すること。

水
中
ポ
ン
プ
ユ
ニ

ッ
ト

ケーブルホルダ シール状態
Ｅ Ｅ （Ｅ）

致
浸水検知器 導通

－ － Ｄ

－ Ｄ致
サーマルプロテクタ 導通

－

致

－ － Ｘ
導通チェックし動作すること。

－ － Ｘ
水漏れのないこと。
異常な劣化がないこと。

致
キャブタイヤケー
ブル

損傷、劣化
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｘ

著しい損傷・劣化がないこ
と。

致

軸 腐食
－ －

摩耗（スリーブ）
－ － － － － Ｍ

異常な摩耗がないこと。

－ － － Ｗ
異常な腐食がないこと。

致

軸受 油量、質
－

摩耗
－ － － － － Ｘ

－ Ｘ － － Ｘ
注油を行う。

異常な摩耗がないこと。

◯

電圧
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ － Ｍ

定格電圧付近であること。
◯

入力電流
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ － Ｍ

定格電流値以内であること。

腐食
－ － Ｅ － － Ｗ

異常な腐食がないこと。
致

電動機 絶縁抵抗
－ － Ｍ

接地抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

基準値以下であること。

－ － Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

致

メカニカルシール 油量、質
－ －

摩耗
－ － － － － Ｘ

機能を損なう摩耗がないこ
と。

Ｅ － － Ｘ
適正油量であり、劣化してい
ないこと。

－ － Ｅ
異常な腐食がないこと。

欠損
－ － Ｅ － － Ｍ

異常な欠損がないこと。

－ － Ｈ
ボルト・ナットに緩みがないこ
と。を確認する。

致

インペラ 腐食
－ －

摩耗
－ － Ｅ － － Ｅ

異常な摩耗がないこと。

Ｅ

－ － Ｅ
異常な腐食がないこと。

吊り金具
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい変形、摩耗、欠損がな
いこと。

摩耗
－ － Ｅ － － Ｅ

異常な摩耗がないこと。

致

ケーシング 腐食
－ － Ｅ

Ｅ （Ｅ）

ボルト・ナット
－ － Ｈ

－ － Ｅ
異常な水漏れがないこと。

致

コラムパイプ

水漏れ
Ｅ

引上装置
Ｅ Ｅ Ｅ －

異常な腐食や塗装の劣化が
ないこと。

－ Ｅ
異常な腐食や塗装の劣化が
ないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ － Ｗ
空気抜弁

ケーブル支持台
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

異常な腐食や塗装の劣化が
ないこと。

腐食・塗装
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｃ

Ｅ

Ｃ
錆・汚れがないこと。

動作に異常がないこと。

－

塗装の剥離や劣化のないこ
と。

－ Ｍ
異常な振動がないこと。

発錆、汚れ
－ － Ｅ － －

－ － Ｘ

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － Ｓ

異常音がないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
異常及び損傷がないこと。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

全
般

主ポンプ全般 異常、損傷
Ｅ Ｅ

塗装
－ － Ｅ

振動（振幅）
－ － －

機種形式 φ７００コラム式水中モータポンプ

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 主ポンプ 製造者 荏原製作所 番号（号機） 10号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－4　コラム形水中モータポンプ

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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機種形式 φ７００コラム式水中モータポンプ機器名 主ポンプ 製造者 荏原製作所 番号（号機） 10号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－4　コラム形水中モータポンプ

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

水位 － Ｅ Ｍ Ｅ － Ａ

－ Ｍ － － Ｃ
土砂の堆積がポンプ運転に
支障がないこと。

吸
水
槽

吸水槽 土砂の堆積
－

運転可能な水位があること。
水位計の値に実水位と差が
ないこと。
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動作確認 Ｓ 聴診 －

吐出管

装
置
区
分

寒冷地実施

異常及び損傷がないこと。

塗装の劣化・剥離がないこ
と。

機器名

※1

主
配
管

主配管

摘　　要

水漏れがないこと。漏れ
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ

塗装の剥離および劣化がな
いこと。

塗装
－ － Ｅ － － X

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい腐食が発生していな
いこと。

装
置
・
機
器

の
特
性

全般

塗装
－ － Ｅ

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ

点検部位 機器コード 点検項目

Ｅ Ｅ Ｅ

配管内に水が溜まっていな
いこと。

水抜き
Ａ － Ａ － － －

－ － X

製造者 北上鐵工 番号（号機） 1号 機種形式 －

点　検　方　法　※2 ※4

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

判定方法
※3

点検結果

定期点検
定
期
整
備

運
転
時
点
検

臨
時
点
検

傾
向
管
理

分解 Ｅ

増締 Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。点検対象外

致命的な影響のある機器・部品

※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）
△

現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ 交換 Ｃ 目視清掃 Ｗ

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ

Ｄ

点検実施日

作業責任者

※4　傾　向　管　理

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目

2　主ポンプ設備
2－6　主配管・弁類（主配管）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分

施工業者名

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準

致
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。
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－ Ｅ － － X

Ｅ － Ｅ
水漏れがないこと。

塗装の剥離および劣化がな
いこと。

寒冷地実施

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい腐食が発生していな
いこと。

－ － －
配管内に水が溜まっていな
いこと。

塗装
－ － Ｅ － － X

塗装の劣化・剥離がないこ
と。

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
異常及び損傷がないこと。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

主
配
管

全般 異常、損傷
Ｅ Ｅ

主配管 水抜き
Ａ － Ａ

漏れ
－ Ｅ （Ｅ）

塗装
－

機種形式 －

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 吐出管 製造者 北上鐵工 番号（号機） 2号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－6　主配管・弁類（主配管）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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－ Ｅ － － X

Ｅ － Ｅ
水漏れがないこと。

塗装の剥離および劣化がな
いこと。

寒冷地実施

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい腐食が発生していな
いこと。

－ － －
配管内に水が溜まっていな
いこと。

塗装
－ － Ｅ － － X

塗装の劣化・剥離がないこ
と。

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
異常及び損傷がないこと。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

主
配
管

全般 異常、損傷
Ｅ Ｅ

主配管 水抜き
Ａ － Ａ

漏れ
－ Ｅ （Ｅ）

塗装
－

機種形式 －

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 吐出管 製造者 北上鐵工 番号（号機） 3号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－6　主配管・弁類（主配管）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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－ Ｅ － － X

Ｅ － Ｅ
水漏れがないこと。

塗装の剥離および劣化がな
いこと。

寒冷地実施

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい腐食が発生していな
いこと。

－ － －
配管内に水が溜まっていな
いこと。

塗装
－ － Ｅ － － X

塗装の劣化・剥離がないこ
と。

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
異常及び損傷がないこと。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

主
配
管

全般 異常、損傷
Ｅ Ｅ

主配管 水抜き
Ａ － Ａ

漏れ
－ Ｅ （Ｅ）

塗装
－

機種形式 －

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 吐出管 製造者 北上鐵工 番号（号機） 4号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－6　主配管・弁類（主配管）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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－ Ｅ － － X

Ｅ － Ｅ
水漏れがないこと。

塗装の剥離および劣化がな
いこと。

寒冷地実施

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい腐食が発生していな
いこと。

－ － －
配管内に水が溜まっていな
いこと。

塗装
－ － Ｅ － － X

塗装の劣化・剥離がないこ
と。

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
異常及び損傷がないこと。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

主
配
管

全般 異常、損傷
Ｅ Ｅ

主配管 水抜き
Ａ － Ａ

漏れ
－ Ｅ （Ｅ）

塗装
－

機種形式 －

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 吐出管 製造者 北上鐵工 番号（号機） 5号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－6　主配管・弁類（主配管）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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－ Ｅ － － X

Ｅ － Ｅ
水漏れがないこと。

塗装の剥離および劣化がな
いこと。

寒冷地実施

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい腐食が発生していな
いこと。

－ － －
配管内に水が溜まっていな
いこと。

塗装
－ － Ｅ － － X

塗装の劣化・剥離がないこ
と。

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
異常及び損傷がないこと。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

主
配
管

全般 異常、損傷
Ｅ Ｅ

主配管 水抜き
Ａ － Ａ

漏れ
－ Ｅ （Ｅ）

塗装
－

機種形式 －

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 吐出管 製造者 北上鐵工 番号（号機） 6号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－6　主配管・弁類（主配管）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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－ Ｅ － － X

Ｅ － Ｅ
水漏れがないこと。

塗装の剥離および劣化がな
いこと。

寒冷地実施

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい腐食が発生していな
いこと。

－ － －
配管内に水が溜まっていな
いこと。

塗装
－ － Ｅ － － X

塗装の劣化・剥離がないこ
と。

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
異常及び損傷がないこと。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

主
配
管

全般 異常、損傷
Ｅ Ｅ

主配管 水抜き
Ａ － Ａ

漏れ
－ Ｅ （Ｅ）

塗装
－

機種形式 －

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 吐出管 製造者 北上鐵工 番号（号機） 7号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－6　主配管・弁類（主配管）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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－ Ｅ － － X

Ｅ － Ｅ
水漏れがないこと。

塗装の剥離および劣化がな
いこと。

寒冷地実施

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい腐食が発生していな
いこと。

－ － －
配管内に水が溜まっていな
いこと。

塗装
－ － Ｅ － － X

塗装の劣化・剥離がないこ
と。

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
異常及び損傷がないこと。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

主
配
管

全般 異常、損傷
Ｅ Ｅ

主配管 水抜き
Ａ － Ａ

漏れ
－ Ｅ （Ｅ）

塗装
－

機種形式 －

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 吐出管 製造者 北上鐵工 番号（号機） 8号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－6　主配管・弁類（主配管）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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－ Ｅ － － X

Ｅ － Ｅ
水漏れがないこと。

塗装の剥離および劣化がな
いこと。

寒冷地実施

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい腐食が発生していな
いこと。

－ － －
配管内に水が溜まっていな
いこと。

塗装
－ － Ｅ － － X

塗装の劣化・剥離がないこ
と。

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
異常及び損傷がないこと。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

主
配
管

全般 異常、損傷
Ｅ Ｅ

主配管 水抜き
Ａ － Ａ

漏れ
－ Ｅ （Ｅ）

塗装
－

機種形式 －

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 吐出管 製造者 北上鐵工 番号（号機） 9号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－6　主配管・弁類（主配管）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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－ Ｅ － － X

Ｅ － Ｅ
水漏れがないこと。

塗装の剥離および劣化がな
いこと。

寒冷地実施

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい腐食が発生していな
いこと。

－ － －
配管内に水が溜まっていな
いこと。

塗装
－ － Ｅ － － X

塗装の劣化・剥離がないこ
と。

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
異常及び損傷がないこと。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

主
配
管

全般 異常、損傷
Ｅ Ｅ

主配管 水抜き
Ａ － Ａ

漏れ
－ Ｅ （Ｅ）

塗装
－

機種形式 －

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 吐出管 製造者 北上鐵工 番号（号機） 10号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－6　主配管・弁類（主配管）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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－ Ｅ － － X

Ｅ － Ｅ
水漏れがないこと。

塗装の剥離および劣化がな
いこと。

寒冷地実施

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい腐食が発生していな
いこと。

－ － －
配管内に水が溜まっていな
いこと。

塗装
－ － Ｅ － － X

塗装の劣化・剥離がないこ
と。

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
異常及び損傷がないこと。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

主
配
管

全般 異常、損傷
Ｅ Ｅ

主配管 水抜き
Ａ － Ａ

漏れ
－ Ｅ （Ｅ）

塗装
－

機種形式 SUS304

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 管理運転用配管 製造者 北上鐵工 番号（号機） －

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－6　主配管・弁類（主配管）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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開閉時間が規定値以内であ
ること。

開閉時間
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ － －

入力電流が規定値以内であ
ること。

入力電流
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ － －

異常な発熱がないこと。温度
－ Ｈ （Ｈ） － － Ｈ

作動
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｘ

異常なトルクがかからない限
り動作しないこと。

作動
－ － － － － Ｘ

全閉、全開位置でリミットス
イッチが正しく動作すること。

トルクスイッチ

電
動
式
弁

致

電動機

機器名

※1

電
動
式
弁

全般

致

グランドパッキン

致

減速機構及び弁
軸

開度計

致
リミットスイッチ

弁箱

絶縁抵抗値が規定値以上で
あること。

（自）盤において測定絶縁抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

作動
－ （Ｅ） － － Ｅ

弁体の動きと指針の動きが
一致していること。

Ｅ

－ Ａ
全閉時の指針の位置が0%開
度を示していること。

潤滑油量
－ －

零指針
－ －

－ Ｈ Ｈ

Ｘ

水漏れ
－ －

Ｅ Ｅ

ネジ部のカジリ、摩耗がない
こと。

致

弁体

－

－
水密ゴム

異常音
－ Ｈ （Ｓ） Ｓ

Ｅ － －

開閉動作中に異常音を発生
しないこと。

－ Ｈ

－ Ｓ

回転体の滑らかさ
Ｈ

－ － － － － Ｘ

著しい劣化のないこと。劣化
－ － － － － Ｅ

規定量が給油されているこ
と。

弁座部から異常な水漏れの
ないこと。

劣化
－ － － － Ｘ

－ ＸＥ
異常な水漏れがないこと。

塗装

損傷
－ － － － － Ｅ

損傷のないこと。

塗装の劣化・剥離がないこ
と。

劣化
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい腐食が発生していな
いこと。

腐食
－

塗装
－

－ － － － Ｅ

－ Ｅ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

－ － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ － Ｘ

腐食、錆がないこと。

完全に水が抜けていること。 寒冷地実施水抜き
Ａ － Ａ － － －

－ － Ｘ

正常に動作すること。動作確認
－ Ｄ － Ｄ － －

腐食
－ － Ｅ

異常及び損傷がないこと。異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

塗装の劣化・剥離がないこ
と。

塗装
－ － Ｅ

聴診 －

装
置
区
分

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

点検部位 機器コード 点検項目

定期点検装
置
・
機
器

の
特
性

点　検　方　法　※2

Ｄ

※4

判定方法
※3

点検結果

定
期
整
備

摘　　要
傾
向
管
理

吐出弁 製造者 前澤工業 番号（号機） 1号

運
転
時
点
検

臨
時
点
検

現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ 交換 Ｃ 目視

Ａ

機種形式 φ700電動蝶形弁

分解 Ｅ

増締 Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。点検対象外

清掃 Ｗ

調整 Ｍ 測定 Ｔ

動作確認 Ｓ

点検実施日

作業責任者

※4　傾　向　管　理

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目

2　主ポンプ設備
2－7　主配管・弁類（吐出し弁）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分

施工業者名

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準

致
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

致命的な影響のある機器・部品

※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）
△

78/196



開閉時間が規定値以内であ
ること。

－
入力電流が規定値以内であ
ること。

（自）盤において測定

温度
－ Ｈ （Ｈ） － － Ｈ

－ Ｍ － － Ｍ
絶縁抵抗値が規定値以上で
あること。

異常な発熱がないこと。電
動
式
弁

致

電動機 絶縁抵抗
－

－ Ｘ
異常なトルクがかからない限
り動作しないこと。

開閉時間
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

入力電流
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ －

－ －

致
リミットスイッチ 作動

－ Ｅ

トルクスイッチ 作動
－ － － －

（Ｅ） Ｅ － Ｘ
全閉、全開位置でリミットス
イッチが正しく動作すること。

Ｈ －

作動
－ Ｅ （Ｅ） － － Ｅ

－ Ｅ Ｅ － Ａ
全閉時の指針の位置が0%開
度を示していること。

弁体の動きと指針の動きが
一致していること。

開度計 零指針
－

回転体の滑らかさ
－ Ｈ Ｈ

Ｘ
規定量が給油されているこ
と。

Ｈ
ネジ部のカジリ、摩耗がない
こと。

異常音
－ Ｈ （Ｓ） Ｓ致

減速機構及び弁
軸

潤滑油量
－ － Ｅ － －

－ － Ｘ
異常な水漏れがないこと。

－ Ｓ
開閉動作中に異常音を発生
しないこと。

グランドパッキン 水漏れ
－ － Ｅ

－ －

－ － Ｅ
損傷のないこと。

水密ゴム 劣化
－ － － Ｘ

弁座部から異常な水漏れの
ないこと。

－ Ｅ
著しい腐食が発生していな
いこと。

塗装
－ － － － － Ｘ

塗装の劣化・剥離がないこ
と。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁体 腐食
－

劣化
－ － － － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ －

－ － －
完全に水が抜けていること。

劣化
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁箱 水抜き
Ａ －

寒冷地実施

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

腐食、錆がないこと。

Ａ

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

－ Ｄ － －
正常に動作すること。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

電
動
式
弁

全般 動作確認
－ Ｄ

－

塗装
－ － Ｅ

塗装
－ － Ｅ

損傷
－ － －

機種形式 φ700電動蝶形弁

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 吐出弁 製造者 前澤工業 番号（号機） 2号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－7　主配管・弁類（吐出し弁）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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開閉時間が規定値以内であ
ること。

－
入力電流が規定値以内であ
ること。

（自）盤において測定

温度
－ Ｈ （Ｈ） － － Ｈ

－ Ｍ － － Ｍ
絶縁抵抗値が規定値以上で
あること。

異常な発熱がないこと。電
動
式
弁

致

電動機 絶縁抵抗
－

－ Ｘ
異常なトルクがかからない限
り動作しないこと。

開閉時間
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

入力電流
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ －

－ －

致
リミットスイッチ 作動

－ Ｅ

トルクスイッチ 作動
－ － － －

（Ｅ） Ｅ － Ｘ
全閉、全開位置でリミットス
イッチが正しく動作すること。

Ｈ －

作動
－ Ｅ （Ｅ） － － Ｅ

－ Ｅ Ｅ － Ａ
全閉時の指針の位置が0%開
度を示していること。

弁体の動きと指針の動きが
一致していること。

開度計 零指針
－

回転体の滑らかさ
－ Ｈ Ｈ

Ｘ
規定量が給油されているこ
と。

Ｈ
ネジ部のカジリ、摩耗がない
こと。

異常音
－ Ｈ （Ｓ） Ｓ致

減速機構及び弁
軸

潤滑油量
－ － Ｅ － －

－ － Ｘ
異常な水漏れがないこと。

－ Ｓ
開閉動作中に異常音を発生
しないこと。

グランドパッキン 水漏れ
－ － Ｅ

－ －

－ － Ｅ
損傷のないこと。

水密ゴム 劣化
－ － － Ｘ

弁座部から異常な水漏れの
ないこと。

－ Ｅ
著しい腐食が発生していな
いこと。

塗装
－ － － － － Ｘ

塗装の劣化・剥離がないこ
と。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁体 腐食
－

劣化
－ － － － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ －

－ － －
完全に水が抜けていること。

劣化
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁箱 水抜き
Ａ －

寒冷地実施

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

腐食、錆がないこと。

Ａ

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

－ Ｄ － －
正常に動作すること。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

電
動
式
弁

全般 動作確認
－ Ｄ

－

塗装
－ － Ｅ

塗装
－ － Ｅ

損傷
－ － －

機種形式 φ700電動蝶形弁

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 吐出弁 製造者 前澤工業 番号（号機） 3号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－7　主配管・弁類（吐出し弁）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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開閉時間が規定値以内であ
ること。

－
入力電流が規定値以内であ
ること。

（自）盤において測定

温度
－ Ｈ （Ｈ） － － Ｈ

－ Ｍ － － Ｍ
絶縁抵抗値が規定値以上で
あること。

異常な発熱がないこと。電
動
式
弁

致

電動機 絶縁抵抗
－

－ Ｘ
異常なトルクがかからない限
り動作しないこと。

開閉時間
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

入力電流
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ －

－ －

致
リミットスイッチ 作動

－ Ｅ

トルクスイッチ 作動
－ － － －

（Ｅ） Ｅ － Ｘ
全閉、全開位置でリミットス
イッチが正しく動作すること。

Ｈ －

作動
－ Ｅ （Ｅ） － － Ｅ

－ Ｅ Ｅ － Ａ
全閉時の指針の位置が0%開
度を示していること。

弁体の動きと指針の動きが
一致していること。

開度計 零指針
－

回転体の滑らかさ
－ Ｈ Ｈ

Ｘ
規定量が給油されているこ
と。

Ｈ
ネジ部のカジリ、摩耗がない
こと。

異常音
－ Ｈ （Ｓ） Ｓ致

減速機構及び弁
軸

潤滑油量
－ － Ｅ － －

－ － Ｘ
異常な水漏れがないこと。

－ Ｓ
開閉動作中に異常音を発生
しないこと。

グランドパッキン 水漏れ
－ － Ｅ

－ －

－ － Ｅ
損傷のないこと。

水密ゴム 劣化
－ － － Ｘ

弁座部から異常な水漏れの
ないこと。

－ Ｅ
著しい腐食が発生していな
いこと。

塗装
－ － － － － Ｘ

塗装の劣化・剥離がないこ
と。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁体 腐食
－

劣化
－ － － － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ －

－ － －
完全に水が抜けていること。

劣化
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁箱 水抜き
Ａ －

寒冷地実施

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

腐食、錆がないこと。

Ａ

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

－ Ｄ － －
正常に動作すること。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

電
動
式
弁

全般 動作確認
－ Ｄ

－

塗装
－ － Ｅ

塗装
－ － Ｅ

損傷
－ － －

機種形式 φ700電動蝶形弁

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 吐出弁 製造者 前澤工業 番号（号機） ４号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－7　主配管・弁類（吐出し弁）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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開閉時間が規定値以内であ
ること。

－
入力電流が規定値以内であ
ること。

（自）盤において測定

温度
－ Ｈ （Ｈ） － － Ｈ

－ Ｍ － － Ｍ
絶縁抵抗値が規定値以上で
あること。

異常な発熱がないこと。電
動
式
弁

致

電動機 絶縁抵抗
－

－ Ｘ
異常なトルクがかからない限
り動作しないこと。

開閉時間
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

入力電流
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ －

－ －

致
リミットスイッチ 作動

－ Ｅ

トルクスイッチ 作動
－ － － －

（Ｅ） Ｅ － Ｘ
全閉、全開位置でリミットス
イッチが正しく動作すること。

Ｈ －

作動
－ Ｅ （Ｅ） － － Ｅ

－ Ｅ Ｅ － Ａ
全閉時の指針の位置が0%開
度を示していること。

弁体の動きと指針の動きが
一致していること。

開度計 零指針
－

回転体の滑らかさ
－ Ｈ Ｈ

Ｘ
規定量が給油されているこ
と。

Ｈ
ネジ部のカジリ、摩耗がない
こと。

異常音
－ Ｈ （Ｓ） Ｓ致

減速機構及び弁
軸

潤滑油量
－ － Ｅ － －

－ － Ｘ
異常な水漏れがないこと。

－ Ｓ
開閉動作中に異常音を発生
しないこと。

グランドパッキン 水漏れ
－ － Ｅ

－ －

－ － Ｅ
損傷のないこと。

水密ゴム 劣化
－ － － Ｘ

弁座部から異常な水漏れの
ないこと。

－ Ｅ
著しい腐食が発生していな
いこと。

塗装
－ － － － － Ｘ

塗装の劣化・剥離がないこ
と。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁体 腐食
－

劣化
－ － － － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ －

－ － －
完全に水が抜けていること。

劣化
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁箱 水抜き
Ａ －

寒冷地実施

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

腐食、錆がないこと。

Ａ

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

－ Ｄ － －
正常に動作すること。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

電
動
式
弁

全般 動作確認
－ Ｄ

－

塗装
－ － Ｅ

塗装
－ － Ｅ

損傷
－ － －

機種形式 φ700電動蝶形弁

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 吐出弁 製造者 前澤工業 番号（号機） 5号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－7　主配管・弁類（吐出し弁）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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開閉時間が規定値以内であ
ること。

－
入力電流が規定値以内であ
ること。

（自）盤において測定

温度
－ Ｈ （Ｈ） － － Ｈ

－ Ｍ － － Ｍ
絶縁抵抗値が規定値以上で
あること。

異常な発熱がないこと。電
動
式
弁

致

電動機 絶縁抵抗
－

－ Ｘ
異常なトルクがかからない限
り動作しないこと。

開閉時間
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

入力電流
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ －

－ －

致
リミットスイッチ 作動

－ Ｅ

トルクスイッチ 作動
－ － － －

（Ｅ） Ｅ － Ｘ
全閉、全開位置でリミットス
イッチが正しく動作すること。

Ｈ －

作動
－ Ｅ （Ｅ） － － Ｅ

－ Ｅ Ｅ － Ａ
全閉時の指針の位置が0%開
度を示していること。

弁体の動きと指針の動きが
一致していること。

開度計 零指針
－

回転体の滑らかさ
－ Ｈ Ｈ

Ｘ
規定量が給油されているこ
と。

Ｈ
ネジ部のカジリ、摩耗がない
こと。

異常音
－ Ｈ （Ｓ） Ｓ致

減速機構及び弁
軸

潤滑油量
－ － Ｅ － －

－ － Ｘ
異常な水漏れがないこと。

－ Ｓ
開閉動作中に異常音を発生
しないこと。

グランドパッキン 水漏れ
－ － Ｅ

－ －

－ － Ｅ
損傷のないこと。

水密ゴム 劣化
－ － － Ｘ

弁座部から異常な水漏れの
ないこと。

－ Ｅ
著しい腐食が発生していな
いこと。

塗装
－ － － － － Ｘ

塗装の劣化・剥離がないこ
と。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁体 腐食
－

劣化
－ － － － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ －

－ － －
完全に水が抜けていること。

劣化
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁箱 水抜き
Ａ －

寒冷地実施

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

腐食、錆がないこと。

Ａ

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

－ Ｄ － －
正常に動作すること。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

電
動
式
弁

全般 動作確認
－ Ｄ

－

塗装
－ － Ｅ

塗装
－ － Ｅ

損傷
－ － －

機種形式 φ700電動蝶形弁

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 吐出弁 製造者 前澤工業 番号（号機） 6号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－7　主配管・弁類（吐出し弁）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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開閉時間が規定値以内であ
ること。

－
入力電流が規定値以内であ
ること。

（自）盤において測定

温度
－ Ｈ （Ｈ） － － Ｈ

－ Ｍ － － Ｍ
絶縁抵抗値が規定値以上で
あること。

異常な発熱がないこと。電
動
式
弁

致

電動機 絶縁抵抗
－

－ Ｘ
異常なトルクがかからない限
り動作しないこと。

開閉時間
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

入力電流
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ －

－ －

致
リミットスイッチ 作動

－ Ｅ

トルクスイッチ 作動
－ － － －

（Ｅ） Ｅ － Ｘ
全閉、全開位置でリミットス
イッチが正しく動作すること。

Ｈ －

作動
－ Ｅ （Ｅ） － － Ｅ

－ Ｅ Ｅ － Ａ
全閉時の指針の位置が0%開
度を示していること。

弁体の動きと指針の動きが
一致していること。

開度計 零指針
－

回転体の滑らかさ
－ Ｈ Ｈ

Ｘ
規定量が給油されているこ
と。

Ｈ
ネジ部のカジリ、摩耗がない
こと。

異常音
－ Ｈ （Ｓ） Ｓ致

減速機構及び弁
軸

潤滑油量
－ － Ｅ － －

－ － Ｘ
異常な水漏れがないこと。

－ Ｓ
開閉動作中に異常音を発生
しないこと。

グランドパッキン 水漏れ
－ － Ｅ

－ －

－ － Ｅ
損傷のないこと。

水密ゴム 劣化
－ － － Ｘ

弁座部から異常な水漏れの
ないこと。

－ Ｅ
著しい腐食が発生していな
いこと。

塗装
－ － － － － Ｘ

塗装の劣化・剥離がないこ
と。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁体 腐食
－

劣化
－ － － － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ －

－ － －
完全に水が抜けていること。

劣化
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁箱 水抜き
Ａ －

寒冷地実施

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

腐食、錆がないこと。

Ａ

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

－ Ｄ － －
正常に動作すること。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

電
動
式
弁

全般 動作確認
－ Ｄ

－

塗装
－ － Ｅ

塗装
－ － Ｅ

損傷
－ － －

機種形式 φ700電動蝶形弁

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 吐出弁 製造者 前澤工業 番号（号機） 7号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－7　主配管・弁類（吐出し弁）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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開閉時間が規定値以内であ
ること。

－
入力電流が規定値以内であ
ること。

（自）盤において測定

温度
－ Ｈ （Ｈ） － － Ｈ

－ Ｍ － － Ｍ
絶縁抵抗値が規定値以上で
あること。

異常な発熱がないこと。電
動
式
弁

致

電動機 絶縁抵抗
－

－ Ｘ
異常なトルクがかからない限
り動作しないこと。

開閉時間
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

入力電流
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ －

－ －

致
リミットスイッチ 作動

－ Ｅ

トルクスイッチ 作動
－ － － －

（Ｅ） Ｅ － Ｘ
全閉、全開位置でリミットス
イッチが正しく動作すること。

Ｈ －

作動
－ Ｅ （Ｅ） － － Ｅ

－ Ｅ Ｅ － Ａ
全閉時の指針の位置が0%開
度を示していること。

弁体の動きと指針の動きが
一致していること。

開度計 零指針
－

回転体の滑らかさ
－ Ｈ Ｈ

Ｘ
規定量が給油されているこ
と。

Ｈ
ネジ部のカジリ、摩耗がない
こと。

異常音
－ Ｈ （Ｓ） Ｓ致

減速機構及び弁
軸

潤滑油量
－ － Ｅ － －

－ － Ｘ
異常な水漏れがないこと。

－ Ｓ
開閉動作中に異常音を発生
しないこと。

グランドパッキン 水漏れ
－ － Ｅ

－ －

－ － Ｅ
損傷のないこと。

水密ゴム 劣化
－ － － Ｘ

弁座部から異常な水漏れの
ないこと。

－ Ｅ
著しい腐食が発生していな
いこと。

塗装
－ － － － － Ｘ

塗装の劣化・剥離がないこ
と。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁体 腐食
－

劣化
－ － － － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ －

－ － －
完全に水が抜けていること。

劣化
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁箱 水抜き
Ａ －

寒冷地実施

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

腐食、錆がないこと。

Ａ

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

－ Ｄ － －
正常に動作すること。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

電
動
式
弁

全般 動作確認
－ Ｄ

－

塗装
－ － Ｅ

塗装
－ － Ｅ

損傷
－ － －

機種形式 φ700電動蝶形弁

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 吐出弁 製造者 前澤工業 番号（号機） 8号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－7　主配管・弁類（吐出し弁）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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開閉時間が規定値以内であ
ること。

－
入力電流が規定値以内であ
ること。

（自）盤において測定

温度
－ Ｈ （Ｈ） － － Ｈ

－ Ｍ － － Ｍ
絶縁抵抗値が規定値以上で
あること。

異常な発熱がないこと。電
動
式
弁

致

電動機 絶縁抵抗
－

－ Ｘ
異常なトルクがかからない限
り動作しないこと。

開閉時間
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

入力電流
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ －

－ －

致
リミットスイッチ 作動

－ Ｅ

トルクスイッチ 作動
－ － － －

（Ｅ） Ｅ － Ｘ
全閉、全開位置でリミットス
イッチが正しく動作すること。

Ｈ －

作動
－ Ｅ （Ｅ） － － Ｅ

－ Ｅ Ｅ － Ａ
全閉時の指針の位置が0%開
度を示していること。

弁体の動きと指針の動きが
一致していること。

開度計 零指針
－

回転体の滑らかさ
－ Ｈ Ｈ

Ｘ
規定量が給油されているこ
と。

Ｈ
ネジ部のカジリ、摩耗がない
こと。

異常音
－ Ｈ （Ｓ） Ｓ致

減速機構及び弁
軸

潤滑油量
－ － Ｅ － －

－ － Ｘ
異常な水漏れがないこと。

－ Ｓ
開閉動作中に異常音を発生
しないこと。

グランドパッキン 水漏れ
－ － Ｅ

－ －

－ － Ｅ
損傷のないこと。

水密ゴム 劣化
－ － － Ｘ

弁座部から異常な水漏れの
ないこと。

－ Ｅ
著しい腐食が発生していな
いこと。

塗装
－ － － － － Ｘ

塗装の劣化・剥離がないこ
と。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁体 腐食
－

劣化
－ － － － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ －

－ － －
完全に水が抜けていること。

劣化
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁箱 水抜き
Ａ －

寒冷地実施

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

腐食、錆がないこと。

Ａ

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

－ Ｄ － －
正常に動作すること。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

電
動
式
弁

全般 動作確認
－ Ｄ

－

塗装
－ － Ｅ

塗装
－ － Ｅ

損傷
－ － －

機種形式 φ700電動蝶形弁

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 吐出弁 製造者 前澤工業 番号（号機） 9号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－7　主配管・弁類（吐出し弁）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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開閉時間が規定値以内であ
ること。

－
入力電流が規定値以内であ
ること。

（自）盤において測定

温度
－ Ｈ （Ｈ） － － Ｈ

－ Ｍ － － Ｍ
絶縁抵抗値が規定値以上で
あること。

異常な発熱がないこと。電
動
式
弁

致

電動機 絶縁抵抗
－

－ Ｘ
異常なトルクがかからない限
り動作しないこと。

開閉時間
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

入力電流
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ －

－ －

致
リミットスイッチ 作動

－ Ｅ

トルクスイッチ 作動
－ － － －

（Ｅ） Ｅ － Ｘ
全閉、全開位置でリミットス
イッチが正しく動作すること。

Ｈ －

作動
－ Ｅ （Ｅ） － － Ｅ

－ Ｅ Ｅ － Ａ
全閉時の指針の位置が0%開
度を示していること。

弁体の動きと指針の動きが
一致していること。

開度計 零指針
－

回転体の滑らかさ
－ Ｈ Ｈ

Ｘ
規定量が給油されているこ
と。

Ｈ
ネジ部のカジリ、摩耗がない
こと。

異常音
－ Ｈ （Ｓ） Ｓ致

減速機構及び弁
軸

潤滑油量
－ － Ｅ － －

－ － Ｘ
異常な水漏れがないこと。

－ Ｓ
開閉動作中に異常音を発生
しないこと。

グランドパッキン 水漏れ
－ － Ｅ

－ －

－ － Ｅ
損傷のないこと。

水密ゴム 劣化
－ － － Ｘ

弁座部から異常な水漏れの
ないこと。

－ Ｅ
著しい腐食が発生していな
いこと。

塗装
－ － － － － Ｘ

塗装の劣化・剥離がないこ
と。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁体 腐食
－

劣化
－ － － － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ －

－ － －
完全に水が抜けていること。

劣化
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁箱 水抜き
Ａ －

寒冷地実施

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

腐食、錆がないこと。

Ａ

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

－ Ｄ － －
正常に動作すること。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

電
動
式
弁

全般 動作確認
－ Ｄ

－

塗装
－ － Ｅ

塗装
－ － Ｅ

損傷
－ － －

機種形式 φ700電動蝶形弁

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 吐出弁 製造者 前澤工業 番号（号機） 10号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－7　主配管・弁類（吐出し弁）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

87/196



開閉時間が規定値以内であ
ること。

－
入力電流が規定値以内であ
ること。

（自）盤において測定

温度
－ Ｈ （Ｈ） － － Ｈ

－ Ｍ － － Ｍ
絶縁抵抗値が規定値以上で
あること。

異常な発熱がないこと。電
動
式
弁

致

電動機 絶縁抵抗
－

－ Ｘ
異常なトルクがかからない限
り動作しないこと。

開閉時間
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

入力電流
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ －

－ －

致
リミットスイッチ 作動

－ Ｅ

トルクスイッチ 作動
－ － － －

（Ｅ） Ｅ － Ｘ
全閉、全開位置でリミットス
イッチが正しく動作すること。

Ｈ －

作動
－ Ｅ （Ｅ） － － Ｅ

－ Ｅ Ｅ － Ａ
全閉時の指針の位置が0%開
度を示していること。

弁体の動きと指針の動きが
一致していること。

開度計 零指針
－

回転体の滑らかさ
－ Ｈ Ｈ

Ｘ
規定量が給油されているこ
と。

Ｈ
ネジ部のカジリ、摩耗がない
こと。

異常音
－ Ｈ （Ｓ） Ｓ致

減速機構及び弁
軸

潤滑油量
－ － Ｅ － －

－ － Ｘ
異常な水漏れがないこと。

－ Ｓ
開閉動作中に異常音を発生
しないこと。

グランドパッキン 水漏れ
－ － Ｅ

－ －

－ － Ｅ
損傷のないこと。

水密ゴム 劣化
－ － － Ｘ

弁座部から異常な水漏れの
ないこと。

－ Ｅ
著しい腐食が発生していな
いこと。

塗装
－ － － － － Ｘ

塗装の劣化・剥離がないこ
と。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁体 腐食
－

劣化
－ － － － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ －

－ － －
完全に水が抜けていること。

劣化
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁箱 水抜き
Ａ －

寒冷地実施

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

腐食、錆がないこと。

Ａ

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

－ Ｄ － －
正常に動作すること。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

電
動
式
弁

全般 動作確認
－ Ｄ

－

塗装
－ － Ｅ

塗装
－ － Ｅ

損傷
－ － －

機種形式 φ200電動仕切弁

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 管理運転弁 製造者 前澤工業 番号（号機） 1号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－7　主配管・弁類（吐出し弁）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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開閉時間が規定値以内であ
ること。

－
入力電流が規定値以内であ
ること。

（自）盤において測定

温度
－ Ｈ （Ｈ） － － Ｈ

－ Ｍ － － Ｍ
絶縁抵抗値が規定値以上で
あること。

異常な発熱がないこと。電
動
式
弁

致

電動機 絶縁抵抗
－

－ Ｘ
異常なトルクがかからない限
り動作しないこと。

開閉時間
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

入力電流
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ －

－ －

致
リミットスイッチ 作動

－ Ｅ

トルクスイッチ 作動
－ － － －

（Ｅ） Ｅ － Ｘ
全閉、全開位置でリミットス
イッチが正しく動作すること。

Ｈ －

作動
－ Ｅ （Ｅ） － － Ｅ

－ Ｅ Ｅ － Ａ
全閉時の指針の位置が0%開
度を示していること。

弁体の動きと指針の動きが
一致していること。

開度計 零指針
－

回転体の滑らかさ
－ Ｈ Ｈ

Ｘ
規定量が給油されているこ
と。

Ｈ
ネジ部のカジリ、摩耗がない
こと。

異常音
－ Ｈ （Ｓ） Ｓ致

減速機構及び弁
軸

潤滑油量
－ － Ｅ － －

－ － Ｘ
異常な水漏れがないこと。

－ Ｓ
開閉動作中に異常音を発生
しないこと。

グランドパッキン 水漏れ
－ － Ｅ

－ －

－ － Ｅ
損傷のないこと。

水密ゴム 劣化
－ － － Ｘ

弁座部から異常な水漏れの
ないこと。

－ Ｅ
著しい腐食が発生していな
いこと。

塗装
－ － － － － Ｘ

塗装の劣化・剥離がないこ
と。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁体 腐食
－

劣化
－ － － － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ －

－ － －
完全に水が抜けていること。

劣化
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁箱 水抜き
Ａ －

寒冷地実施

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

腐食、錆がないこと。

Ａ

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

－ Ｄ － －
正常に動作すること。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

電
動
式
弁

全般 動作確認
－ Ｄ

－

塗装
－ － Ｅ

塗装
－ － Ｅ

損傷
－ － －

機種形式 φ200電動仕切弁

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 管理運転弁 製造者 前澤工業 番号（号機） 2号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－7　主配管・弁類（吐出し弁）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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開閉時間が規定値以内であ
ること。

－
入力電流が規定値以内であ
ること。

（自）盤において測定

温度
－ Ｈ （Ｈ） － － Ｈ

－ Ｍ － － Ｍ
絶縁抵抗値が規定値以上で
あること。

異常な発熱がないこと。電
動
式
弁

致

電動機 絶縁抵抗
－

－ Ｘ
異常なトルクがかからない限
り動作しないこと。

開閉時間
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

入力電流
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ －

－ －

致
リミットスイッチ 作動

－ Ｅ

トルクスイッチ 作動
－ － － －

（Ｅ） Ｅ － Ｘ
全閉、全開位置でリミットス
イッチが正しく動作すること。

Ｈ －

作動
－ Ｅ （Ｅ） － － Ｅ

－ Ｅ Ｅ － Ａ
全閉時の指針の位置が0%開
度を示していること。

弁体の動きと指針の動きが
一致していること。

開度計 零指針
－

回転体の滑らかさ
－ Ｈ Ｈ

Ｘ
規定量が給油されているこ
と。

Ｈ
ネジ部のカジリ、摩耗がない
こと。

異常音
－ Ｈ （Ｓ） Ｓ致

減速機構及び弁
軸

潤滑油量
－ － Ｅ － －

－ － Ｘ
異常な水漏れがないこと。

－ Ｓ
開閉動作中に異常音を発生
しないこと。

グランドパッキン 水漏れ
－ － Ｅ

－ －

－ － Ｅ
損傷のないこと。

水密ゴム 劣化
－ － － Ｘ

弁座部から異常な水漏れの
ないこと。

－ Ｅ
著しい腐食が発生していな
いこと。

塗装
－ － － － － Ｘ

塗装の劣化・剥離がないこ
と。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁体 腐食
－

劣化
－ － － － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ －

－ － －
完全に水が抜けていること。

劣化
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁箱 水抜き
Ａ －

寒冷地実施

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

腐食、錆がないこと。

Ａ

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

－ Ｄ － －
正常に動作すること。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

電
動
式
弁

全般 動作確認
－ Ｄ

－

塗装
－ － Ｅ

塗装
－ － Ｅ

損傷
－ － －

機種形式 φ200電動仕切弁

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 管理運転弁 製造者 前澤工業 番号（号機） 3号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－7　主配管・弁類（吐出し弁）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

90/196



開閉時間が規定値以内であ
ること。

－
入力電流が規定値以内であ
ること。

（自）盤において測定

温度
－ Ｈ （Ｈ） － － Ｈ

－ Ｍ － － Ｍ
絶縁抵抗値が規定値以上で
あること。

異常な発熱がないこと。電
動
式
弁

致

電動機 絶縁抵抗
－

－ Ｘ
異常なトルクがかからない限
り動作しないこと。

開閉時間
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

入力電流
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ －

－ －

致
リミットスイッチ 作動

－ Ｅ

トルクスイッチ 作動
－ － － －

（Ｅ） Ｅ － Ｘ
全閉、全開位置でリミットス
イッチが正しく動作すること。

Ｈ －

作動
－ Ｅ （Ｅ） － － Ｅ

－ Ｅ Ｅ － Ａ
全閉時の指針の位置が0%開
度を示していること。

弁体の動きと指針の動きが
一致していること。

開度計 零指針
－

回転体の滑らかさ
－ Ｈ Ｈ

Ｘ
規定量が給油されているこ
と。

Ｈ
ネジ部のカジリ、摩耗がない
こと。

異常音
－ Ｈ （Ｓ） Ｓ致

減速機構及び弁
軸

潤滑油量
－ － Ｅ － －

－ － Ｘ
異常な水漏れがないこと。

－ Ｓ
開閉動作中に異常音を発生
しないこと。

グランドパッキン 水漏れ
－ － Ｅ

－ －

－ － Ｅ
損傷のないこと。

水密ゴム 劣化
－ － － Ｘ

弁座部から異常な水漏れの
ないこと。

－ Ｅ
著しい腐食が発生していな
いこと。

塗装
－ － － － － Ｘ

塗装の劣化・剥離がないこ
と。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁体 腐食
－

劣化
－ － － － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ －

－ － －
完全に水が抜けていること。

劣化
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁箱 水抜き
Ａ －

寒冷地実施

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

腐食、錆がないこと。

Ａ

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

－ Ｄ － －
正常に動作すること。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

電
動
式
弁

全般 動作確認
－ Ｄ

－

塗装
－ － Ｅ

塗装
－ － Ｅ

損傷
－ － －

機種形式 φ200電動仕切弁

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 管理運転弁 製造者 前澤工業 番号（号機） 4号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－7　主配管・弁類（吐出し弁）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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開閉時間が規定値以内であ
ること。

－
入力電流が規定値以内であ
ること。

（自）盤において測定

温度
－ Ｈ （Ｈ） － － Ｈ

－ Ｍ － － Ｍ
絶縁抵抗値が規定値以上で
あること。

異常な発熱がないこと。電
動
式
弁

致

電動機 絶縁抵抗
－

－ Ｘ
異常なトルクがかからない限
り動作しないこと。

開閉時間
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

入力電流
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ －

－ －

致
リミットスイッチ 作動

－ Ｅ

トルクスイッチ 作動
－ － － －

（Ｅ） Ｅ － Ｘ
全閉、全開位置でリミットス
イッチが正しく動作すること。

Ｈ －

作動
－ Ｅ （Ｅ） － － Ｅ

－ Ｅ Ｅ － Ａ
全閉時の指針の位置が0%開
度を示していること。

弁体の動きと指針の動きが
一致していること。

開度計 零指針
－

回転体の滑らかさ
－ Ｈ Ｈ

Ｘ
規定量が給油されているこ
と。

Ｈ
ネジ部のカジリ、摩耗がない
こと。

異常音
－ Ｈ （Ｓ） Ｓ致

減速機構及び弁
軸

潤滑油量
－ － Ｅ － －

－ － Ｘ
異常な水漏れがないこと。

－ Ｓ
開閉動作中に異常音を発生
しないこと。

グランドパッキン 水漏れ
－ － Ｅ

－ －

－ － Ｅ
損傷のないこと。

水密ゴム 劣化
－ － － Ｘ

弁座部から異常な水漏れの
ないこと。

－ Ｅ
著しい腐食が発生していな
いこと。

塗装
－ － － － － Ｘ

塗装の劣化・剥離がないこ
と。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁体 腐食
－

劣化
－ － － － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ －

－ － －
完全に水が抜けていること。

劣化
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁箱 水抜き
Ａ －

寒冷地実施

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

腐食、錆がないこと。

Ａ

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

－ Ｄ － －
正常に動作すること。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

電
動
式
弁

全般 動作確認
－ Ｄ

－

塗装
－ － Ｅ

塗装
－ － Ｅ

損傷
－ － －

機種形式 φ200電動仕切弁

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 管理運転弁 製造者 前澤工業 番号（号機） 5号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－7　主配管・弁類（吐出し弁）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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開閉時間が規定値以内であ
ること。

－
入力電流が規定値以内であ
ること。

（自）盤において測定

温度
－ Ｈ （Ｈ） － － Ｈ

－ Ｍ － － Ｍ
絶縁抵抗値が規定値以上で
あること。

異常な発熱がないこと。電
動
式
弁

致

電動機 絶縁抵抗
－

－ Ｘ
異常なトルクがかからない限
り動作しないこと。

開閉時間
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

入力電流
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ －

－ －

致
リミットスイッチ 作動

－ Ｅ

トルクスイッチ 作動
－ － － －

（Ｅ） Ｅ － Ｘ
全閉、全開位置でリミットス
イッチが正しく動作すること。

Ｈ －

作動
－ Ｅ （Ｅ） － － Ｅ

－ Ｅ Ｅ － Ａ
全閉時の指針の位置が0%開
度を示していること。

弁体の動きと指針の動きが
一致していること。

開度計 零指針
－

回転体の滑らかさ
－ Ｈ Ｈ

Ｘ
規定量が給油されているこ
と。

Ｈ
ネジ部のカジリ、摩耗がない
こと。

異常音
－ Ｈ （Ｓ） Ｓ致

減速機構及び弁
軸

潤滑油量
－ － Ｅ － －

－ － Ｘ
異常な水漏れがないこと。

－ Ｓ
開閉動作中に異常音を発生
しないこと。

グランドパッキン 水漏れ
－ － Ｅ

－ －

－ － Ｅ
損傷のないこと。

水密ゴム 劣化
－ － － Ｘ

弁座部から異常な水漏れの
ないこと。

－ Ｅ
著しい腐食が発生していな
いこと。

塗装
－ － － － － Ｘ

塗装の劣化・剥離がないこ
と。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁体 腐食
－

劣化
－ － － － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ －

－ － －
完全に水が抜けていること。

劣化
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁箱 水抜き
Ａ －

寒冷地実施

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

腐食、錆がないこと。

Ａ

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

－ Ｄ － －
正常に動作すること。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

電
動
式
弁

全般 動作確認
－ Ｄ

－

塗装
－ － Ｅ

塗装
－ － Ｅ

損傷
－ － －

機種形式 φ200電動仕切弁

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 管理運転弁 製造者 前澤工業 番号（号機） 6号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－7　主配管・弁類（吐出し弁）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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開閉時間が規定値以内であ
ること。

－
入力電流が規定値以内であ
ること。

（自）盤において測定

温度
－ Ｈ （Ｈ） － － Ｈ

－ Ｍ － － Ｍ
絶縁抵抗値が規定値以上で
あること。

異常な発熱がないこと。電
動
式
弁

致

電動機 絶縁抵抗
－

－ Ｘ
異常なトルクがかからない限
り動作しないこと。

開閉時間
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

入力電流
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ －

－ －

致
リミットスイッチ 作動

－ Ｅ

トルクスイッチ 作動
－ － － －

（Ｅ） Ｅ － Ｘ
全閉、全開位置でリミットス
イッチが正しく動作すること。

Ｈ －

作動
－ Ｅ （Ｅ） － － Ｅ

－ Ｅ Ｅ － Ａ
全閉時の指針の位置が0%開
度を示していること。

弁体の動きと指針の動きが
一致していること。

開度計 零指針
－

回転体の滑らかさ
－ Ｈ Ｈ

Ｘ
規定量が給油されているこ
と。

Ｈ
ネジ部のカジリ、摩耗がない
こと。

異常音
－ Ｈ （Ｓ） Ｓ致

減速機構及び弁
軸

潤滑油量
－ － Ｅ － －

－ － Ｘ
異常な水漏れがないこと。

－ Ｓ
開閉動作中に異常音を発生
しないこと。

グランドパッキン 水漏れ
－ － Ｅ

－ －

－ － Ｅ
損傷のないこと。

水密ゴム 劣化
－ － － Ｘ

弁座部から異常な水漏れの
ないこと。

－ Ｅ
著しい腐食が発生していな
いこと。

塗装
－ － － － － Ｘ

塗装の劣化・剥離がないこ
と。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁体 腐食
－

劣化
－ － － － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ －

－ － －
完全に水が抜けていること。

劣化
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁箱 水抜き
Ａ －

寒冷地実施

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

腐食、錆がないこと。

Ａ

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

－ Ｄ － －
正常に動作すること。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

電
動
式
弁

全般 動作確認
－ Ｄ

－

塗装
－ － Ｅ

塗装
－ － Ｅ

損傷
－ － －

機種形式 φ200電動仕切弁

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 管理運転弁 製造者 前澤工業 番号（号機） 7号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－7　主配管・弁類（吐出し弁）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

94/196



開閉時間が規定値以内であ
ること。

－
入力電流が規定値以内であ
ること。

（自）盤において測定

温度
－ Ｈ （Ｈ） － － Ｈ

－ Ｍ － － Ｍ
絶縁抵抗値が規定値以上で
あること。

異常な発熱がないこと。電
動
式
弁

致

電動機 絶縁抵抗
－

－ Ｘ
異常なトルクがかからない限
り動作しないこと。

開閉時間
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

入力電流
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ －

－ －

致
リミットスイッチ 作動

－ Ｅ

トルクスイッチ 作動
－ － － －

（Ｅ） Ｅ － Ｘ
全閉、全開位置でリミットス
イッチが正しく動作すること。

Ｈ －

作動
－ Ｅ （Ｅ） － － Ｅ

－ Ｅ Ｅ － Ａ
全閉時の指針の位置が0%開
度を示していること。

弁体の動きと指針の動きが
一致していること。

開度計 零指針
－

回転体の滑らかさ
－ Ｈ Ｈ

Ｘ
規定量が給油されているこ
と。

Ｈ
ネジ部のカジリ、摩耗がない
こと。

異常音
－ Ｈ （Ｓ） Ｓ致

減速機構及び弁
軸

潤滑油量
－ － Ｅ － －

－ － Ｘ
異常な水漏れがないこと。

－ Ｓ
開閉動作中に異常音を発生
しないこと。

グランドパッキン 水漏れ
－ － Ｅ

－ －

－ － Ｅ
損傷のないこと。

水密ゴム 劣化
－ － － Ｘ

弁座部から異常な水漏れの
ないこと。

－ Ｅ
著しい腐食が発生していな
いこと。

塗装
－ － － － － Ｘ

塗装の劣化・剥離がないこ
と。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁体 腐食
－

劣化
－ － － － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ －

－ － －
完全に水が抜けていること。

劣化
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁箱 水抜き
Ａ －

寒冷地実施

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

腐食、錆がないこと。

Ａ

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

－ Ｄ － －
正常に動作すること。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

電
動
式
弁

全般 動作確認
－ Ｄ

－

塗装
－ － Ｅ

塗装
－ － Ｅ

損傷
－ － －

機種形式 φ200電動仕切弁

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 管理運転弁 製造者 前澤工業 番号（号機） 8号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－7　主配管・弁類（吐出し弁）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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開閉時間が規定値以内であ
ること。

－
入力電流が規定値以内であ
ること。

（自）盤において測定

温度
－ Ｈ （Ｈ） － － Ｈ

－ Ｍ － － Ｍ
絶縁抵抗値が規定値以上で
あること。

異常な発熱がないこと。電
動
式
弁

致

電動機 絶縁抵抗
－

－ Ｘ
異常なトルクがかからない限
り動作しないこと。

開閉時間
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

入力電流
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ －

－ －

致
リミットスイッチ 作動

－ Ｅ

トルクスイッチ 作動
－ － － －

（Ｅ） Ｅ － Ｘ
全閉、全開位置でリミットス
イッチが正しく動作すること。

Ｈ －

作動
－ Ｅ （Ｅ） － － Ｅ

－ Ｅ Ｅ － Ａ
全閉時の指針の位置が0%開
度を示していること。

弁体の動きと指針の動きが
一致していること。

開度計 零指針
－

回転体の滑らかさ
－ Ｈ Ｈ

Ｘ
規定量が給油されているこ
と。

Ｈ
ネジ部のカジリ、摩耗がない
こと。

異常音
－ Ｈ （Ｓ） Ｓ致

減速機構及び弁
軸

潤滑油量
－ － Ｅ － －

－ － Ｘ
異常な水漏れがないこと。

－ Ｓ
開閉動作中に異常音を発生
しないこと。

グランドパッキン 水漏れ
－ － Ｅ

－ －

－ － Ｅ
損傷のないこと。

水密ゴム 劣化
－ － － Ｘ

弁座部から異常な水漏れの
ないこと。

－ Ｅ
著しい腐食が発生していな
いこと。

塗装
－ － － － － Ｘ

塗装の劣化・剥離がないこ
と。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁体 腐食
－

劣化
－ － － － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ －

－ － －
完全に水が抜けていること。

劣化
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁箱 水抜き
Ａ －

寒冷地実施

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

腐食、錆がないこと。

Ａ

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

－ Ｄ － －
正常に動作すること。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

電
動
式
弁

全般 動作確認
－ Ｄ

－

塗装
－ － Ｅ

塗装
－ － Ｅ

損傷
－ － －

機種形式 φ200電動仕切弁

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 管理運転弁 製造者 前澤工業 番号（号機） 9号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－7　主配管・弁類（吐出し弁）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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開閉時間が規定値以内であ
ること。

－
入力電流が規定値以内であ
ること。

（自）盤において測定

温度
－ Ｈ （Ｈ） － － Ｈ

－ Ｍ － － Ｍ
絶縁抵抗値が規定値以上で
あること。

異常な発熱がないこと。電
動
式
弁

致

電動機 絶縁抵抗
－

－ Ｘ
異常なトルクがかからない限
り動作しないこと。

開閉時間
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

入力電流
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ －

－ －

致
リミットスイッチ 作動

－ Ｅ

トルクスイッチ 作動
－ － － －

（Ｅ） Ｅ － Ｘ
全閉、全開位置でリミットス
イッチが正しく動作すること。

Ｈ －

作動
－ Ｅ （Ｅ） － － Ｅ

－ Ｅ Ｅ － Ａ
全閉時の指針の位置が0%開
度を示していること。

弁体の動きと指針の動きが
一致していること。

開度計 零指針
－

回転体の滑らかさ
－ Ｈ Ｈ

Ｘ
規定量が給油されているこ
と。

Ｈ
ネジ部のカジリ、摩耗がない
こと。

異常音
－ Ｈ （Ｓ） Ｓ致

減速機構及び弁
軸

潤滑油量
－ － Ｅ － －

－ － Ｘ
異常な水漏れがないこと。

－ Ｓ
開閉動作中に異常音を発生
しないこと。

グランドパッキン 水漏れ
－ － Ｅ

－ －

－ － Ｅ
損傷のないこと。

水密ゴム 劣化
－ － － Ｘ

弁座部から異常な水漏れの
ないこと。

－ Ｅ
著しい腐食が発生していな
いこと。

塗装
－ － － － － Ｘ

塗装の劣化・剥離がないこ
と。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁体 腐食
－

劣化
－ － － － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ －

－ － －
完全に水が抜けていること。

劣化
－ － Ｅ － － Ｅ

著しい劣化のないこと。

－ － Ｘ
塗装の劣化・剥離がないこ
と。

致

弁箱 水抜き
Ａ －

寒冷地実施

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

腐食、錆がないこと。

Ａ

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

－ Ｄ － －
正常に動作すること。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

電
動
式
弁

全般 動作確認
－ Ｄ

－

塗装
－ － Ｅ

塗装
－ － Ｅ

損傷
－ － －

機種形式 φ200電動仕切弁

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 管理運転弁 製造者 前澤工業 番号（号機） 10号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

2　主ポンプ設備
2－7　主配管・弁類（吐出し弁）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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－ Ｅ －

Ｅ －－

－ Ｅ －

表示がなされていること。

漏れがないこと。

Ｅ Ｅ
著しい損傷がないこと。

－ Ｅ
剥離や劣化がないこと。

緩みがないこと。

－

－ Ｅ
著しい腐食がないこと。

－

著しい損傷がないこと。

著しい損傷がないこと。

著しい亀裂がないこと。

滞油、滞水がないこと。

有害な堆積がないこと。

Ｅ

－ Ｅ

－

－ Ｅ

－ － Ｅ

－ － Ｅ

－

－ Ｅ Ｅ

Ｅ

－ Ｅ

－ － Ｅ

－ － Ｅ

－

－ － Ｅ

－ Ｅ

－ － Ｅ

－ － Ｅ

－

－ Ｈ

－ － Ｅ

Ｅ － Ｅ

－

－ Ｅ

運
転
時
点
検

臨
時
点
検

Ｅ Ｅ Ｅ

－ ＳＳ

－ － Ｅ

－ － Ｅ

－ Ｅ

－ － Ｅ

－ Ｅ Ｅ

－

有害な崩没がないこと。

有害な不等沈下がないこと。

漏れがないこと。

緩みがないこと。

著しい腐食がないこと。

著しい損傷がないこと。

脱落がないこと。

目詰まりがないこと。

しっかりと閉まること。

著しい変形がないこと。

著しい損傷がないこと。

－ Ｅ

－

致

配管 漏洩の有無

損傷

塗装状況

腐食

－

－

－

－

固定の適否
－

変形

損傷

土砂等の堆積

－

－

注入口ピット 損傷

亀裂

－

－

滞油、滞水
－

土砂等の堆積
－

油種別表示の有無
－

－

注入口 蓋の開閉状況
－

損傷
－

位置固定の良否
－

腐食
－

損傷
－

引火防止網の脱落
－

目づまり
－

計量口 蓋の閉鎖状況
－

変形
－

損傷
－

油量（漏れ） 

漏洩検知管

燃
料
貯
油
槽

（
地
下
タ
ン
ク

）

本体上部スラブ
－

－

取付部の緩み

－ Ｅ

－ － Ｃ

Ｅ

－ －

塗装

Ｅ

Ｅ

－ Ｅ

－

－

Ｅ

－

－

－

－

－

－

－

－

－

Ｅ

致

油面計

Ｅ －

損傷

汚れ

指示状況

－

－

－

Ｅ

通気管

装
置
・
機
器

の
特
性

燃料系統全般

異常音
－ Ｓ （Ｓ）

亀裂

崩没
－

不等沈下
－ － Ｅ

致
タンク本体
(20kℓ SF二重殻)

漏洩の有無
－ Ｅ

Ｅ Ｅ

－

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ

機器名

※1

全
般

摘　　要
傾
向
管
理

Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 －

燃料系統

装
置
区
分

異常及び損傷がないこと。

異常音のないこと。

－

機器コード 点検項目 判定方法
※3

点検結果

定期点検
定
期
整
備

4　系統機器設備
4－1　燃料系統

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分

施工業者名

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準

致
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

分解 Ｅ

増締 Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。点検対象外

致命的な影響のある機器・部品

※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）
△

製造者

Ｘ 交換 Ｃ 目視清掃 Ｗ

－ Ｈ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

点検部位

点検実施日

作業責任者

※4　傾　向　管　理

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目

Ｘ
塗装の剥離や劣化のないこ
と。

有害な亀裂がないこと。

現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。

－

地下タンク：サンテック 番号（号機） － 機種形式 －

点　検　方　法　※2 ※4

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

異常、損傷
Ｅ

－

Ｅ

Ｅ

Ｅ

－

Ｅ

Ｅ

－

－

－

－

－ Ｅ

－ Ｅ

－ Ｅ

Ｅ－

－

－

－ Ｅ

－ Ｅ

－ Ｅ

Ｅ Ｅ

－

汚れのないこと。

指示値が正常なこと。

変形による漏れがないこと。

損傷による漏れがないこと。

有害な堆積がないこと。

しっかりと閉まること。

－ Ｅ

－ － Ｅ

－ － Ｅ

漏れがないこと。

緩みがないこと。

著しい損傷がないこと。
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Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ

機器名

Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 －

燃料系統

4　系統機器設備
4－1　燃料系統

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分

施工業者名

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準

致
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

分解 Ｅ

増締 Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。点検対象外

致命的な影響のある機器・部品

※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）
△

製造者

Ｘ 交換 Ｃ 目視清掃 Ｗ

点検実施日

作業責任者

※4　傾　向　管　理

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない

と数年のうちに支障が生じる恐れがある。

地下タンク：サンテック 番号（号機） － 機種形式 －

－ Ｅ － － Ｅ

Ｅ Ｅ

－ Ｘ

－ Ｈ

－ Ｅ

Ｅ

－ － － － Ｅ

－ Ｅ －

－ Ｈ －

Ｅ －－

Ｅ

－ Ｅ －

Ｅ －

－ Ｘ

－

－ Ｅ － － Ｅ

－

Ｅ －

－ － － － Ｃ

Ｅ

Ｅ －

－ Ｅ

Ｄ

Ｅ － － Ｅ

Ｅ －

－ Ｍ

Ｅ

Ａ

Ｅ Ｅ Ｅ － Ｅ

－ － Ｅ

－ － ＥＥ

Ｅ － － Ｅ

Ｅ －

－

－ Ｅ －

Ｅ － Ｅ Ｅ

－ － Ｄ

Ｅ － － Ｅ

－ － ＥＥ

Ｅ － － Ｅ

Ｍ －

－ Ｅ

－ Ｅ

－ Ｅ

Ｅ

腐食 －

腐食 －

油量 Ｅ

内部清掃 －

塗装 －

取付部の緩み －

損傷 －

－汚れ

指示状況 Ｅ

漏れ －

端子の緩み
－

損傷
－

結合部の緩み
－

－
接地抵抗値の適否

記載事項の適否
－

損傷
－

汚れ
－

設置数
－

外観的機能の適否
－

ドレン抜き －

Ｅ漏れ

損傷

端子箱の損傷

損傷

漏れ
－

－

－

開閉機能の適否
－

－

土砂の堆積
－

燃
料
小
出
槽

致

致

致

標識表示板

 配管用点検ボックス

燃
料
貯
油
槽

（
地
下
タ
ン
ク

）

致

配管用バルブ

 配管用電気防食設備

接地

位置
－

劣化 －

塗装 －

消火器

本体
(2,150ℓ)

油面計

配管・弁

著しい腐食がないこと。

著しい劣化がないこと。

腐食及び劣化がないこと。

腐食及び劣化がないこと。

緩みがないこと。

著しい損傷がないこと。

－

指示値が正常なこと。

漏れがないこと。

緩みがないこと。

基準値以下であること。

適正であること。

著しい損傷がないこと。

－

漏れがないこと。

著しい腐食がないこと。

油面計により確認し、異常に
下がっていないこと。

漏れがないこと。

著しい損傷がないこと。

開閉がスムースにできるこ
と。

著しい損傷がないこと。

有害な堆積がないこと。

緩みがないこと。

適正であること。

適正であること。

水分が混入していないこと。

－ －

－ － Ａ

－ － Ｅ

Ｅ

適正であること。
－ Ｅ

著しい汚れがないこと。

－

－

－

－

－

－

－
損傷がないこと。

－

－

－

－

－

－

－

－

Ｅ

Ｅ

Ｅ Ｅ
損傷がないこと。

Ｅ － Ｅ Ｅ
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Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ

機器名

Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 －

燃料系統

4　系統機器設備
4－1　燃料系統

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分

施工業者名

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準

致
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

分解 Ｅ

増締 Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。点検対象外

致命的な影響のある機器・部品

※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）
△

製造者

Ｘ 交換 Ｃ 目視清掃 Ｗ

点検実施日

作業責任者

※4　傾　向　管　理

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない

と数年のうちに支障が生じる恐れがある。

地下タンク：サンテック 番号（号機） － 機種形式 －

ボルト、ナットの緩みがない
こと。

ゴムリングが風化や大きく摩
耗していないこと。

断線していないこと。

（Ｅ） Ｅ
指示値が正常なこと。

－ Ｓ

－ Ｍ

－ Ｍ
定格電流値以内であること。

腐食及び劣化がないこと。

著しい腐食がないこと。

－

－ Ａ

Ｅ ＥＥ

Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｈ

Ｓ （Ｓ） Ｓ

－ （Ｈ） －

（Ｍ） －

漏れがないこと。

異常な振動がないこと。

有害な堆積がないこと。

損傷がないこと。

損傷がないこと。

損傷がないこと。

定格電圧付近であること。

規定量であること。

規定圧力であること。

軽く回転し、固かったりムラ
がないこと。

緩み、腐食、損傷等がないこ
と。

基準値以下に低下していな
いこと。 盤で測定

緩みがないこと。

基準値以下であること。

損傷、亀裂がないこと。

滞油、滞水がないこと。

有害な堆積がないこと。

－ Ｍ

Ｅ Ｅ

－ Ｅ

－

－ Ｈ － － Ｈ

－ Ｍ －

－ Ｅ －

Ｅ －

Ｈ

－ Ｍ

－ Ｅ

－

－ Ｅ － － Ｘ

－ Ｈ －

－ Ｅ －

Ｅ －

Ｅ Ｅ

－

－ Ｅ － － Ｅ

－

－ －－

－ Ｅ － － Ｅ

－ Ｅ － Ｅ Ｅ

Ｅ Ｅ

Ｅ －

－ （Ｅ） － Ｅ Ｅ

－

－ Ｅ

－ Ｍ

－ Ｅ

－

Ｈ Ｈ － － Ｈ

－ Ｅ －

－ Ｍ －

Ｅ －

軸受温度 －

－ Ｘ

Ｍ

Ｍ （Ｍ） － － Ｍ

Ｅ

－ －

－ Ｅ － － Ｅ

（Ｍ） Ｍ

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｗ

Ｅ －

－ － －

全般 －

－ケーシング内注油

漏れ －

振動 －

異常音 －

－

腐食 －

塗装 －

－軸継手締り具合

軸継手カップリングゴムの摩耗 －

接地線の断線有無 －

接地取付部の緩み等の有無 －燃
料
移
送
ポ
ン
プ

燃
料
移
送
ポ
ン
プ

電流 －

電圧 －

圧力計 －

－吐出し量

土砂の堆積

屋根・壁・床・
防火戸等損傷

－

接地抵抗 －

損傷、亀裂 －

滞水、滞油 －

－

建築及び附属設備

防油提
損傷 －

滞水、滞油 －

土砂の堆積 －

ポンプ・電動機
（軸継手、接地を
含む）

囲い
床
ためます
油分離槽

換気・排出設備の損傷
機能の適否

－

異常音がないこと。

異常な温度上昇がないこと。

ポンプ・電動機
（軸継手、接地を
含む）

吐出し圧力 －

回転の滑らかさ －

固定ボルトの腐食及び緩み －

絶縁抵抗

汚れ・傷・腐食等がないこと。
異常な摩耗や損傷がないこ
と。

油が充填されていること。

－
避雷導線の断線及び壁
体等との接触の有無

－ － Ｅ －
許可外物件がないこと。

そ
の
他

接地抵抗の適否
8箇所

避雷設備

－ － Ｍ － － Ｍ

滞油、滞水がないこと。
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保護リレ－の動作

警報装置の異常

センサの動作

－

－

－

零点及び指示計値が正常で
あること。

調整は2年毎に実施する。

取付・接続部に緩み、汚れ
がないこと。
目盛板、カバーに汚れ、破
損がないこと。

取付・接続部に緩み、汚れ
がないこと。
変色、接点部の荒れがない
こと。

基準値以下であること。

盤内器具の取付、筐体に緩
みがないこと。

汚れがないこと。
亀裂がないこと。
接続部に緩みがないこと。
加熱による変色がないこと。

発錆、汚れがないこと。

ハンドル、蝶番、ストッパ等に
緩みがないこと。
軽く開閉できること。
施錠、解錠が容易であるこ
と。
換気口フィルタに目づまりが
ないこと。

汚れ、異物がないこと。
小動物等の侵入がないこと。
雨水の侵入や結露がないこ
と。

盤内の温度、湿度が基準値
以下であること。

基準値以下に低下していな
いこと。

－ Ｅ － － Ｘ
塗装の剥離や劣化がないこ
と。

Ｈ Ｈ

－ Ｍ

－ － Ｅ

－ － Ｍ

－

異物、塵埃が付着していな
いこと。
接続部に緩みがないこと。
加熱による変色がないこと。
絶縁部の破損、変形がない
こと。

調整 Ｍ 測定 Ｔ

機器名

※1

全
般

正常に動作すること。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

塗装
－

盤面
－

－

－

－

摘　　要
傾
向
管
理

Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 －

自家発電機（搭載盤）

装
置
区
分

点検部位 機器コード 点検項目 判定方法
※3

点検結果

定期点検
定
期
整
備

製造者 AIRMAN 番号（号機） 1号 機種形式 SDG500S-3A6

点　検　方　法　※2 ※4

異常及び損傷がないこと。

動作確認
－ Ｄ Ｄ

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準

致
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

分解 Ｅ

増締 Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。点検対象外

致命的な影響のある機器・部品

※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）
△

現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ 交換 Ｃ 目視清掃 Ｗ

Ａ

5　電源設備
5－1　自家発電設備（自家発電機盤）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分

施工業者名

点検実施日

作業責任者

※4　傾　向　管　理

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目

脱落、読取不良のないこと。

動作不良、誤操作がないこ
と。

致

保護装置

自
家
発
電
機
盤

指示計

盤内器具

致

操作スイッチ

致

Ｅ Ｅ

保護リレー、センサの動作で
正常に動作すること。

温度、圧力、速度、フロース
イッチ等の保護センサが正
常に動作すること。

設定値での動作が正常であ
ること。

ランプテストで正常に点灯す
ること。

取付、接続部に緩みがない
こと。
汚れがないこと。破損がない 動作確認は2年毎に実施す

る。

－ Ｄ － － Ｄ

動作確認（零点及び指
示）

取付状態、汚れ

－

－

表示器・表示灯 点灯状態

取付状態、汚れ

－

－

Ａ

－ －

－ Ｄ － － Ｄ

Ｅ Ｅ Ｅ

－ Ｅ － － Ｅ

Ｅ Ｅ Ｅ

－ Ｅ － － Ａ

（Ｈ）

－ Ｅ

－

－

Ｅ Ｅ Ｅ －

－

－

－
動作確認

Ｈ

取付状態、汚れ

取付状態

配線状態

端子　端子台の状態

端子符号の脱落

－

絶縁抵抗
－ － Ｍ

－ Ｍ

Ｅ

盤内

接地抵抗
－

－ （Ｍ）

－

汚れ、異物、変色

Ｅ

温度、湿度
－

Ｅ

－ Ｅ

－ Ｅ

－ － Ｅ

－ Ｅ

－ Ｈ

Ｅ Ｅ

Ｅ Ｅ

－ － Ｍ

Ｅ Ｅ Ｅ

Ｅ

－

装
置
・
機
器

の
特
性

自家発電機盤全
般

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ

発錆、汚れ

扉の開閉、施錠

Ｈ

－ Ｅ Ｅ

－ － Ｅ

Ｈ

運
転
時
点
検

臨
時
点
検

Ｄ － Ｄ

Ｅ ＥＥ

－ － Ｅ
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調整 Ｍ 測定 Ｔ

機器名

Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 －

自家発電機（搭載盤） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 1号 機種形式 SDG500S-3A6

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準

致
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

分解 Ｅ

増締 Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。点検対象外

致命的な影響のある機器・部品

※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）
△

現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ 交換 Ｃ 目視清掃 Ｗ

Ａ

5　電源設備
5－1　自家発電設備（自家発電機盤）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分

施工業者名

点検実施日

作業責任者

※4　傾　向　管　理

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目

遮断器

－ Ｄ

（Ｄ） － － －

－ Ｄ

－

－ － － Ｍ

（Ｄ） －

（Ｄ） －

（Ｓ） － － Ｓ

遮断器の汚れ、発錆

碍子ひび割れ（外部）

油量、油の汚れ

遮断動作速度

Ｅ

Ｅ

Ｅ

－

－

遮断器の油洩れ（外部）

接触子の接触面状態

Ｍ －

－

Ｅ － － Ｅ

－ － ＨＨ

管理運転を行い、渋滞・誤動
作がないこと。
電圧、周波数、電流、電力
等の値が正常なこと。
連動、単独操作を行い、渋
滞・誤操作がないこと。
上記以外の故障信号等は、
模擬入力し正しく動作するこ
と。
電圧、周波数、電流、電力
等の値が正常なこと。

絶縁耐力が基準値以上のこ
と。

直流又は交流の指定電圧を
印加し、漏れ電流が規定値
以下のこと。

真空式の場合

開閉動作及び開閉表示に異
常がないこと。

接触部に異常がないこと。

発錆、汚れがないこと。

加熱による変色がないこと。

異常音がないこと。

ひび割れがないこと。

油入りの場合油漏れがないこと。

真空式の場合は、閉路状態
のワイプばね部のマークで
判定する。
気中又は油入式の場合は、
接触面に荒れがないこと。

規定油量であること。油が変
色していないこと。

投入・開極時間及び三相不
揃い時間を測定し、規定値
以内のこと。

測定は3年毎に実施する。

油入りの場合

過熱
－

異常音
－

設定器･リレ－等接触部
の確認

－

動作試験

－

－ －

Ｈ

Ｓ

－

Ｄ

真空度

開閉動作
－ －

遮断器

配線･漏電用遮断器

計器用変成器

ＡVR

全般

致

自
家
発
電
機
盤

致

致

致

致

発錆、汚れ
－ －

発錆、汚れがないこと。

油入りの場合

－ －

絶縁油耐圧
－ －

－ Ｍ

－ Ｍ

－ －－

－ Ｅ － － Ｅ

Ｅ Ｅ － － Ｅ

Ｅ Ｅ

Ｅ Ｅ －

Ｅ Ｅ － － Ｅ

－ Ｅ
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設定値での動作が正常であ
ること。

保護リレー、センサの動作で
正常に動作すること。

－ － Ｄ

温度、圧力、速度、フロース
イッチ等の保護センサが正
常に動作すること。

－ Ｅ Ｅ － － Ｅ

－ Ｄ － － Ｄ

取付、接続部に緩みがない
こと。
汚れがないこと。破損がない

－ －

致

保護装置 保護リレ－の動作
－

取付状態、汚れ
－ － Ｅ

センサの動作

－ － Ｄ

動作確認は2年毎に実施す
る。

警報装置の異常

表示器・表示灯 点灯状態
－ Ｅ Ｅ Ｅ

Ｅ

Ｅ Ｅ
ランプテストで正常に点灯す
ること。

調整は2年毎に実施する。
－ Ａ

零点及び指示計値が正常で
あること。

－ － Ａ

取付・接続部に緩み、汚れ
がないこと。
目盛板、カバーに汚れ、破
損がないこと。

－ － Ｅ

取付・接続部に緩み、汚れ
がないこと。
変色、接点部の荒れがない
こと。

Ｈ

Ｅ

－ Ｈ
動作不良、誤操作がないこ
と。

指示計 動作確認（零点及び指
示）

－ Ｅ Ｅ

致

操作スイッチ

取付状態、汚れ

－ － Ｅ

（Ｈ）

取付状態、汚れ

－ － Ｅ

動作確認
－ Ｈ

－

汚れがないこと。
亀裂がないこと。
接続部に緩みがないこと。
加熱による変色がないこと。

－

－ － Ｅ － Ｅ Ｅ

異物、塵埃が付着していな
いこと。
接続部に緩みがないこと。
加熱による変色がないこと。
絶縁部の破損、変形がない
こと。

－ － Ｅ
脱落、読取不良のないこと。

盤内器具 取付状態
－

配線状態

－ － Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

－ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
盤内器具の取付、筐体に緩
みがないこと。

Ｅ
端子符号の脱落

端子　端子台の状態

絶縁抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

基準値以下に低下していな
いこと。

接地抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

基準値以下であること。

致

盤内 汚れ、異物、変色

Ｅ Ｅ

温度、湿度
－ － （Ｍ） － － Ｍ

盤内の温度、湿度が基準値
以下であること。

Ｅ － － Ｅ

汚れ、異物がないこと。
小動物等の侵入がないこと。
雨水の侵入や結露がないこ
と。

Ｅ － － Ｅ
発錆、汚れがないこと。

ハンドル、蝶番、ストッパ等に
緩みがないこと。
軽く開閉できること。
施錠、解錠が容易であるこ
と。
換気口フィルタに目づまりが
ないこと。

－ － Ｘ
塗装の剥離や劣化がないこ
と。

自
家
発
電
機
盤

盤面 発錆、汚れ
－

扉の開閉、施錠

－ － Ｈ － Ｈ Ｈ

－

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

Ｄ Ｄ － Ｄ
正常に動作すること。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

全
般

自家発電機盤全
般

動作確認
－ Ｄ

塗装
－ － Ｅ

機種形式 SDG500S-3A6

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 自家発電機（搭載盤） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 2号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

5　電源設備
5－1　自家発電設備（自家発電機盤）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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機種形式 SDG500S-3A6機器名 自家発電機（搭載盤） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 2号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

5　電源設備
5－1　自家発電設備（自家発電機盤）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

遮断器

－

管理運転を行い、渋滞・誤動
作がないこと。
電圧、周波数、電流、電力
等の値が正常なこと。
連動、単独操作を行い、渋
滞・誤操作がないこと。
上記以外の故障信号等は、
模擬入力し正しく動作するこ
と。
電圧、周波数、電流、電力
等の値が正常なこと。

全般 動作試験

－ Ｄ （Ｄ） － －

－ － Ｄ
接触部に異常がないこと。

致
ＡVR 設定器･リレ－等接触部

の確認
－ － （Ｄ）

異常音
－ Ｓ （Ｓ） － － Ｓ

異常音がないこと。

過熱
－ Ｈ Ｈ － － Ｈ

加熱による変色がないこと。

－ － Ｅ
発錆、汚れがないこと。

真空式の場合

致
配線･漏電用遮断器 開閉動作

－ － （Ｄ） － － Ｄ
開閉動作及び開閉表示に異
常がないこと。

測定は3年毎に実施する。

絶縁油耐圧
－ － － － － Ｍ

－ Ｍ － － Ｍ

投入・開極時間及び三相不
揃い時間を測定し、規定値
以内のこと。

絶縁耐力が基準値以上のこ
と。

油入りの場合

自
家
発
電
機
盤

致

遮断器 遮断動作速度

－

－ Ｅ
規定油量であること。油が変
色していないこと。

真空度

－ － － － － Ｍ

直流又は交流の指定電圧を
印加し、漏れ電流が規定値
以下のこと。

致

計器用変成器 発錆、汚れ
－ － Ｅ

油入りの場合

接触子の接触面状態

－ － Ｅ － －

油入りの場合

Ｅ

真空式の場合は、閉路状態
のワイプばね部のマークで
判定する。
気中又は油入式の場合は、
接触面に荒れがないこと。

油量、油の汚れ
－ － Ｅ －

遮断器の油洩れ（外部）
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

油漏れがないこと。

致

遮断器の汚れ、発錆
Ｅ Ｅ

碍子ひび割れ（外部）
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

ひび割れがないこと。

Ｅ － － Ｅ
発錆、汚れがないこと。
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設定値での動作が正常であ
ること。

保護リレー、センサの動作で
正常に動作すること。

－ － Ｄ

温度、圧力、速度、フロース
イッチ等の保護センサが正
常に動作すること。

－ Ｅ Ｅ － － Ｅ

－ Ｄ － － Ｄ

取付、接続部に緩みがない
こと。
汚れがないこと。破損がない

－ －

致

保護装置 保護リレ－の動作
－

取付状態、汚れ
－ － Ｅ

センサの動作

－ － Ｄ

動作確認は2年毎に実施す
る。

警報装置の異常

表示器・表示灯 点灯状態
－ Ｅ Ｅ Ｅ

Ｅ

Ｅ Ｅ
ランプテストで正常に点灯す
ること。

調整は2年毎に実施する。
－ Ａ

零点及び指示計値が正常で
あること。

－ － Ａ

取付・接続部に緩み、汚れ
がないこと。
目盛板、カバーに汚れ、破
損がないこと。

－ － Ｅ

取付・接続部に緩み、汚れ
がないこと。
変色、接点部の荒れがない
こと。

Ｈ

Ｅ

－ Ｈ
動作不良、誤操作がないこ
と。

指示計 動作確認（零点及び指
示）

－ Ｅ Ｅ

致

操作スイッチ

取付状態、汚れ

－ － Ｅ

（Ｈ）

取付状態、汚れ

－ － Ｅ

動作確認
－ Ｈ

－

汚れがないこと。
亀裂がないこと。
接続部に緩みがないこと。
加熱による変色がないこと。

－

－ － Ｅ － Ｅ Ｅ

異物、塵埃が付着していな
いこと。
接続部に緩みがないこと。
加熱による変色がないこと。
絶縁部の破損、変形がない
こと。

－ － Ｅ
脱落、読取不良のないこと。

盤内器具 取付状態
－

配線状態

－ － Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

－ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
盤内器具の取付、筐体に緩
みがないこと。

Ｅ
端子符号の脱落

端子　端子台の状態

絶縁抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

基準値以下に低下していな
いこと。

接地抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

基準値以下であること。

致

盤内 汚れ、異物、変色

Ｅ Ｅ

温度、湿度
－ － （Ｍ） － － Ｍ

盤内の温度、湿度が基準値
以下であること。

Ｅ － － Ｅ

汚れ、異物がないこと。
小動物等の侵入がないこと。
雨水の侵入や結露がないこ
と。

Ｅ － － Ｅ
発錆、汚れがないこと。

ハンドル、蝶番、ストッパ等に
緩みがないこと。
軽く開閉できること。
施錠、解錠が容易であるこ
と。
換気口フィルタに目づまりが
ないこと。

－ － Ｘ
塗装の剥離や劣化がないこ
と。

自
家
発
電
機
盤

盤面 発錆、汚れ
－

扉の開閉、施錠

－ － Ｈ － Ｈ Ｈ

－

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

Ｄ Ｄ － Ｄ
正常に動作すること。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

全
般

自家発電機盤全
般

動作確認
－ Ｄ

塗装
－ － Ｅ

機種形式 SDG500S-3A6

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 自家発電機（搭載盤） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 3号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

5　電源設備
5－1　自家発電設備（自家発電機盤）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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機種形式 SDG500S-3A6機器名 自家発電機（搭載盤） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 3号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

5　電源設備
5－1　自家発電設備（自家発電機盤）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

遮断器

－

管理運転を行い、渋滞・誤動
作がないこと。
電圧、周波数、電流、電力
等の値が正常なこと。
連動、単独操作を行い、渋
滞・誤操作がないこと。
上記以外の故障信号等は、
模擬入力し正しく動作するこ
と。
電圧、周波数、電流、電力
等の値が正常なこと。

全般 動作試験

－ Ｄ （Ｄ） － －

－ － Ｄ
接触部に異常がないこと。

致
ＡVR 設定器･リレ－等接触部

の確認
－ － （Ｄ）

異常音
－ Ｓ （Ｓ） － － Ｓ

異常音がないこと。

過熱
－ Ｈ Ｈ － － Ｈ

加熱による変色がないこと。

－ － Ｅ
発錆、汚れがないこと。

真空式の場合

致
配線･漏電用遮断器 開閉動作

－ － （Ｄ） － － Ｄ
開閉動作及び開閉表示に異
常がないこと。

測定は3年毎に実施する。

絶縁油耐圧
－ － － － － Ｍ

－ Ｍ － － Ｍ

投入・開極時間及び三相不
揃い時間を測定し、規定値
以内のこと。

絶縁耐力が基準値以上のこ
と。

油入りの場合

自
家
発
電
機
盤

致

遮断器 遮断動作速度

－

－ Ｅ
規定油量であること。油が変
色していないこと。

真空度

－ － － － － Ｍ

直流又は交流の指定電圧を
印加し、漏れ電流が規定値
以下のこと。

致

計器用変成器 発錆、汚れ
－ － Ｅ

油入りの場合

接触子の接触面状態

－ － Ｅ － －

油入りの場合

Ｅ

真空式の場合は、閉路状態
のワイプばね部のマークで
判定する。
気中又は油入式の場合は、
接触面に荒れがないこと。

油量、油の汚れ
－ － Ｅ －

遮断器の油洩れ（外部）
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

油漏れがないこと。

致

遮断器の汚れ、発錆
Ｅ Ｅ

碍子ひび割れ（外部）
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

ひび割れがないこと。

Ｅ － － Ｅ
発錆、汚れがないこと。
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設定値での動作が正常であ
ること。

保護リレー、センサの動作で
正常に動作すること。

－ － Ｄ

温度、圧力、速度、フロース
イッチ等の保護センサが正
常に動作すること。

－ Ｅ Ｅ － － Ｅ

－ Ｄ － － Ｄ

取付、接続部に緩みがない
こと。
汚れがないこと。破損がない

－ －

致

保護装置 保護リレ－の動作
－

取付状態、汚れ
－ － Ｅ

センサの動作

－ － Ｄ

動作確認は2年毎に実施す
る。

警報装置の異常

表示器・表示灯 点灯状態
－ Ｅ Ｅ Ｅ

Ｅ

Ｅ Ｅ
ランプテストで正常に点灯す
ること。

調整は2年毎に実施する。
－ Ａ

零点及び指示計値が正常で
あること。

－ － Ａ

取付・接続部に緩み、汚れ
がないこと。
目盛板、カバーに汚れ、破
損がないこと。

－ － Ｅ

取付・接続部に緩み、汚れ
がないこと。
変色、接点部の荒れがない
こと。

Ｈ

Ｅ

－ Ｈ
動作不良、誤操作がないこ
と。

指示計 動作確認（零点及び指
示）

－ Ｅ Ｅ

致

操作スイッチ

取付状態、汚れ

－ － Ｅ

（Ｈ）

取付状態、汚れ

－ － Ｅ

動作確認
－ Ｈ

－

汚れがないこと。
亀裂がないこと。
接続部に緩みがないこと。
加熱による変色がないこと。

－

－ － Ｅ － Ｅ Ｅ

異物、塵埃が付着していな
いこと。
接続部に緩みがないこと。
加熱による変色がないこと。
絶縁部の破損、変形がない
こと。

－ － Ｅ
脱落、読取不良のないこと。

盤内器具 取付状態
－

配線状態

－ － Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

－ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
盤内器具の取付、筐体に緩
みがないこと。

Ｅ
端子符号の脱落

端子　端子台の状態

絶縁抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

基準値以下に低下していな
いこと。

接地抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

基準値以下であること。

致

盤内 汚れ、異物、変色

Ｅ Ｅ

温度、湿度
－ － （Ｍ） － － Ｍ

盤内の温度、湿度が基準値
以下であること。

Ｅ － － Ｅ

汚れ、異物がないこと。
小動物等の侵入がないこと。
雨水の侵入や結露がないこ
と。

Ｅ － － Ｅ
発錆、汚れがないこと。

ハンドル、蝶番、ストッパ等に
緩みがないこと。
軽く開閉できること。
施錠、解錠が容易であるこ
と。
換気口フィルタに目づまりが
ないこと。

－ － Ｘ
塗装の剥離や劣化がないこ
と。

自
家
発
電
機
盤

盤面 発錆、汚れ
－

扉の開閉、施錠

－ － Ｈ － Ｈ Ｈ

－

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

Ｄ Ｄ － Ｄ
正常に動作すること。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

全
般

自家発電機盤全
般

動作確認
－ Ｄ

塗装
－ － Ｅ

機種形式 SDG500S-3A6

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 自家発電機（搭載盤） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 4号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

5　電源設備
5－1　自家発電設備（自家発電機盤）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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機種形式 SDG500S-3A6機器名 自家発電機（搭載盤） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 4号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

5　電源設備
5－1　自家発電設備（自家発電機盤）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

遮断器

－

管理運転を行い、渋滞・誤動
作がないこと。
電圧、周波数、電流、電力
等の値が正常なこと。
連動、単独操作を行い、渋
滞・誤操作がないこと。
上記以外の故障信号等は、
模擬入力し正しく動作するこ
と。
電圧、周波数、電流、電力
等の値が正常なこと。

全般 動作試験

－ Ｄ （Ｄ） － －

－ － Ｄ
接触部に異常がないこと。

致
ＡVR 設定器･リレ－等接触部

の確認
－ － （Ｄ）

異常音
－ Ｓ （Ｓ） － － Ｓ

異常音がないこと。

過熱
－ Ｈ Ｈ － － Ｈ

加熱による変色がないこと。

－ － Ｅ
発錆、汚れがないこと。

真空式の場合

致
配線･漏電用遮断器 開閉動作

－ － （Ｄ） － － Ｄ
開閉動作及び開閉表示に異
常がないこと。

測定は3年毎に実施する。

絶縁油耐圧
－ － － － － Ｍ

－ Ｍ － － Ｍ

投入・開極時間及び三相不
揃い時間を測定し、規定値
以内のこと。

絶縁耐力が基準値以上のこ
と。

油入りの場合

自
家
発
電
機
盤

致

遮断器 遮断動作速度

－

－ Ｅ
規定油量であること。油が変
色していないこと。

真空度

－ － － － － Ｍ

直流又は交流の指定電圧を
印加し、漏れ電流が規定値
以下のこと。

致

計器用変成器 発錆、汚れ
－ － Ｅ

油入りの場合

接触子の接触面状態

－ － Ｅ － －

油入りの場合

Ｅ

真空式の場合は、閉路状態
のワイプばね部のマークで
判定する。
気中又は油入式の場合は、
接触面に荒れがないこと。

油量、油の汚れ
－ － Ｅ －

遮断器の油洩れ（外部）
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

油漏れがないこと。

致

遮断器の汚れ、発錆
Ｅ Ｅ

碍子ひび割れ（外部）
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

ひび割れがないこと。

Ｅ － － Ｅ
発錆、汚れがないこと。
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設定値での動作が正常であ
ること。

保護リレー、センサの動作で
正常に動作すること。

－ － Ｄ

温度、圧力、速度、フロース
イッチ等の保護センサが正
常に動作すること。

－ Ｅ Ｅ － － Ｅ

－ Ｄ － － Ｄ

取付、接続部に緩みがない
こと。
汚れがないこと。破損がない

－ －

致

保護装置 保護リレ－の動作
－

取付状態、汚れ
－ － Ｅ

センサの動作

－ － Ｄ

動作確認は2年毎に実施す
る。

警報装置の異常

表示器・表示灯 点灯状態
－ Ｅ Ｅ Ｅ

Ｅ

Ｅ Ｅ
ランプテストで正常に点灯す
ること。

調整は2年毎に実施する。
－ Ａ

零点及び指示計値が正常で
あること。

－ － Ａ

取付・接続部に緩み、汚れ
がないこと。
目盛板、カバーに汚れ、破
損がないこと。

－ － Ｅ

取付・接続部に緩み、汚れ
がないこと。
変色、接点部の荒れがない
こと。

Ｈ

Ｅ

－ Ｈ
動作不良、誤操作がないこ
と。

指示計 動作確認（零点及び指
示）

－ Ｅ Ｅ

致

操作スイッチ

取付状態、汚れ

－ － Ｅ

（Ｈ）

取付状態、汚れ

－ － Ｅ

動作確認
－ Ｈ

－

汚れがないこと。
亀裂がないこと。
接続部に緩みがないこと。
加熱による変色がないこと。

－

－ － Ｅ － Ｅ Ｅ

異物、塵埃が付着していな
いこと。
接続部に緩みがないこと。
加熱による変色がないこと。
絶縁部の破損、変形がない
こと。

－ － Ｅ
脱落、読取不良のないこと。

盤内器具 取付状態
－

配線状態

－ － Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

－ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
盤内器具の取付、筐体に緩
みがないこと。

Ｅ
端子符号の脱落

端子　端子台の状態

絶縁抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

基準値以下に低下していな
いこと。

接地抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

基準値以下であること。

致

盤内 汚れ、異物、変色

Ｅ Ｅ

温度、湿度
－ － （Ｍ） － － Ｍ

盤内の温度、湿度が基準値
以下であること。

Ｅ － － Ｅ

汚れ、異物がないこと。
小動物等の侵入がないこと。
雨水の侵入や結露がないこ
と。

Ｅ － － Ｅ
発錆、汚れがないこと。

ハンドル、蝶番、ストッパ等に
緩みがないこと。
軽く開閉できること。
施錠、解錠が容易であるこ
と。
換気口フィルタに目づまりが
ないこと。

－ － Ｘ
塗装の剥離や劣化がないこ
と。

自
家
発
電
機
盤

盤面 発錆、汚れ
－

扉の開閉、施錠

－ － Ｈ － Ｈ Ｈ

－

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

Ｄ Ｄ － Ｄ
正常に動作すること。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

全
般

自家発電機盤全
般

動作確認
－ Ｄ

塗装
－ － Ｅ

機種形式 SDG500S-3A6

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 自家発電機（搭載盤） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 5号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

5　電源設備
5－1　自家発電設備（自家発電機盤）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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機種形式 SDG500S-3A6機器名 自家発電機（搭載盤） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 5号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

5　電源設備
5－1　自家発電設備（自家発電機盤）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

遮断器

－

管理運転を行い、渋滞・誤動
作がないこと。
電圧、周波数、電流、電力
等の値が正常なこと。
連動、単独操作を行い、渋
滞・誤操作がないこと。
上記以外の故障信号等は、
模擬入力し正しく動作するこ
と。
電圧、周波数、電流、電力
等の値が正常なこと。

全般 動作試験

－ Ｄ （Ｄ） － －

－ － Ｄ
接触部に異常がないこと。

致
ＡVR 設定器･リレ－等接触部

の確認
－ － （Ｄ）

異常音
－ Ｓ （Ｓ） － － Ｓ

異常音がないこと。

過熱
－ Ｈ Ｈ － － Ｈ

加熱による変色がないこと。

－ － Ｅ
発錆、汚れがないこと。

真空式の場合

致
配線･漏電用遮断器 開閉動作

－ － （Ｄ） － － Ｄ
開閉動作及び開閉表示に異
常がないこと。

測定は3年毎に実施する。

絶縁油耐圧
－ － － － － Ｍ

－ Ｍ － － Ｍ

投入・開極時間及び三相不
揃い時間を測定し、規定値
以内のこと。

絶縁耐力が基準値以上のこ
と。

油入りの場合

自
家
発
電
機
盤

致

遮断器 遮断動作速度

－

－ Ｅ
規定油量であること。油が変
色していないこと。

真空度

－ － － － － Ｍ

直流又は交流の指定電圧を
印加し、漏れ電流が規定値
以下のこと。

致

計器用変成器 発錆、汚れ
－ － Ｅ

油入りの場合

接触子の接触面状態

－ － Ｅ － －

油入りの場合

Ｅ

真空式の場合は、閉路状態
のワイプばね部のマークで
判定する。
気中又は油入式の場合は、
接触面に荒れがないこと。

油量、油の汚れ
－ － Ｅ －

遮断器の油洩れ（外部）
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

油漏れがないこと。

致

遮断器の汚れ、発錆
Ｅ Ｅ

碍子ひび割れ（外部）
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

ひび割れがないこと。

Ｅ － － Ｅ
発錆、汚れがないこと。
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調整

－

－ － － － Ｍ

－ Ｍ

Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ

油量
Ｅ

振動（速度）
－

温度
－

－
摩耗

動作確認
－

油量

台板
Ｅ

－

フィルタの状況

振動

異常音

油量

入口温度

本体

内部状況

ピストンの摩耗
－

ピストンリング摩耗
－

ピストン

Ｅ Ｅ

－ －

装
置
・
機
器

の
特
性

ディ－ゼル機関全
般

異常音
－ Ｓ （Ｓ）

締まり具合、損傷

水平度
致

致

ヘッドガスケットの劣化
－ － －

弁の摩耗ﾊﾞﾈのへたり
－ －

－

－

機
関
本
体

致

致

致

致

調速機

外部軸受

遠心クラッチ

摘　　要
傾
向
管
理

Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 －

自家発電機（ディーゼルエンジン）

装
置
区
分

異常及び損傷がないこと。

異常音のないこと。

－ Ｅ － － Ｘ
塗装の剥離や劣化のないこ
と。

点　検　方　法　※2 ※4

月点検

塗装
－

（歯車、軸受含む）

緩みがないこと。

摩耗がないこと。

計測値がメーカの規定値以
内であること。

◯

引っかかりがないこと。

清掃 Ｗ

測定 Ｔ

－

－

－ －

－ －

－ Ｔ

タペットの間隙
－ － Ａ

－

緩み、損傷がないこと。

運転に支障のないこと。

劣化がないこと。

摩耗、へたりがないこと。

タペットの間隙 ピストン圧縮・ＴＯＰでチェッ
ク

製造者 AIRMAN 番号（号機） 1号 機種形式 SDG500S-3A6

Ａ 調整 Ｍ

機器名

年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ

点検部位 機器コード 点検項目 判定方法
※3

点検結果

定期点検
定
期
整
備

増締 Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。点検対象外

※1

全
般

点検実施日

作業責任者

※4　傾　向　管　理

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目

5　電源設備
5－2　自家発電設備（ディーゼル機関）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分

施工業者名

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準

致
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

致命的な影響のある機器・部品

※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）
△

現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ 交換 Ｃ 目視分解 Ｅ

摩耗
－

－ － Ｍ

－ Ｗ

（フライホイール含む）

－

Ｅ Ｅ Ｅ － Ｘ
油量が適切であること。

－

－ － － － － Ｗ

異常な摩耗がないこと。 （ピストンピン、排気弁装置
部、排気弁本体含む）

異常な摩耗がないこと。

－ Ｅ

－ － － － Ｍ

－ －

調整

給油式の場合
Ｅ Ｅ Ｅ － Ｘ

油量が適切であること。

正常に動作すること。

Ｍ （Ｍ） Ｍ － Ｍ
異常な振動が発生していな
いこと。

Ｅ

Ｈ （Ｈ） Ｈ －

摩耗していないこと。

Ｍ
異常な温度になっていない
こと。

－ － －
摩耗していないこと。

過給器内部に腐食が発生し
ていないこと。

（ガバナバネ、速度設定ハン
ドル、軸受け、潤滑油、燃料
ラック、駆動歯車を含む）

－ －

傷、へこみがないこと。

－ － Ｅ

致

クランク室

デフレクション
－

クランクシャフトの固着
（ターニング）

－

致

過給機
－

－

－

Ｅ

摩耗がないこと。

摩耗がないこと。

摩耗がないこと。

摩耗がないこと。

◯Ｍ （Ｍ） － － Ｍ
異常な温度上昇がないこと。

シリンダヘッド

－

シリンダライナの摩耗
－

コンロッドメタルの摩耗
－

クランクシャフトの摩耗
－

クランクシャフトメタルの
摩耗

－

ボルトの緩み
－

カム軸の摩耗
－ － －

－ Ｍ

Ｄ

－ Ｍ

－ Ｍ

（連結棒本体、歯車、ピストン
ブッシュを含む）

－ Ｈ
異常な振動が発生していな
いこと。

－ － － －

－ Ｅ －

Ｓ （Ｓ） Ｓ － Ｓ
異常音が発生していないこ
と。

－ Ｍ

－ － Ｍ

－ － Ｍ

－

－

油ダメ付のみ 2年毎に交換
Ｅ Ｅ Ｅ － Ｘ

油量が適切であること。

－ Ｘ
異物がないこと。

Ｈ （Ｈ） Ｈ

－ － Ｍ

－ － Ｔ

－

運
転
時
点
検

臨
時
点
検

Ｅ Ｅ Ｅ

－ ＳＳ

Ｅ － －

－ － Ｍ

－ Ａ

－ － Ｘ

－ － Ｗ

－
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Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 －

自家発電機（ディーゼルエンジン）

清掃 Ｗ

測定 Ｔ

製造者 AIRMAN 番号（号機） 1号 機種形式 SDG500S-3A6

Ａ 調整 Ｍ

機器名

増締 Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。点検対象外

点検実施日

作業責任者

※4　傾　向　管　理

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目

5　電源設備
5－2　自家発電設備（ディーゼル機関）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分

施工業者名

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準

致
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

致命的な影響のある機器・部品

※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）
△

現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ 交換 Ｃ 目視分解 Ｅ

－

エア抜き
－ －

致

燃
料
系
統

致

致

致

－

突始め調整ボルト緩み
－ －

噴射時期
－

内部清掃
－

燃料濾過器

燃料噴射ポンプ
－ Ｈ

－

－

－

－ Ａ

Ｅ －

Ａ － － Ａ

－ － Ｗ

－ Ｘ

－

Ａ － － Ａ

（Ｅ） Ｅ

（Ｈ） Ｈ － Ｈ

－ － Ｗ

気泡がないこと。

漏れ（亀裂）がないこと。

異常な振動が発生していな
いこと。

付着物点検、ペ－パ－タイ
プは2年毎に交換

異物がないこと。

噴霧テスト 噴口詰り、後タレチェック

摩耗していないこと。

漏れがないこと。

異物がないこと。

緩みがないこと。

噴射時期が適切であること。

水分、異物がないこと。

気泡がないこと。

圧力が正常であること。圧力
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ － Ｍ

性状分析
－ － Ｍ － － Ｍ

漏水の確認
－ Ａ － － Ａ

ドレン排出

異常な温度上昇がないこと。
◯

温度
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ － Ｍ

漏れ（亀裂）
－

燃料供給ポンプ 摩耗
－ － －

燃料弁
－ －

－

管内エア抜き

振動
－ Ｈ

摩耗
－

高圧管
－ －

Ｅ

異物混入
－ Ｅ － － －

Ｔ Ｔ

噴霧テスト

漏れ
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ

エレメント
－

－ －

Ｅ －

Ｍ － － Ｍ

－

－ Ｘ

Ｃ

Ａ －

プランジャ・吐出し弁劣化
－ － － － － Ｗ

漏れ
Ｅ （Ｅ） Ｅ － ＥＥ

油量
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ － Ｘ

（Ｓ） Ｓ － Ｗ

作動

配管漏れ

初期潤滑油ポンプ 作動
－ Ｓ

Ｈ Ｈ － Ｈ

エア抜き
－ Ａ － － Ａ

ラックの動作、継手

振動
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｈ

絶縁抵抗
－ －

振動
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｈ

ペ－パ－タイプは油交換時
に交換

オイルパン内腐食
－

内部清掃
－

エレメント
－ －

潤
滑
油
系
統

致

－ Ｘ
油量が適切であること。 油交換時はタンク内清掃の

こと。　２年毎に交換

－ － Ｅ
腐食していないこと。

機関オイルパン オイルパン油量
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異物がないこと。

潤滑油

内部潤滑油ポンプ

潤滑油濾過器

潤滑油冷却器

致

致

致

引っかかりがないこと。

気泡がないこと。

劣化していないこと。

性状分析

（空気混入、タペット、カム
軸、燃料ラック、吸気弁本体
を含む）

油ダメ付のみ、2年毎に交換

漏れがないこと。

油量が適切であること。

水分チェック

摩耗していないこと。

劣化（エレメント）
－ － － － － Ｗ

ドレン
－

防蝕亜鉛の消耗
－ － Ｅ － － Ｅ

漏れがないこと。漏れ
Ｅ Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｗ

腐食していないこと。腐食（エレメント）
－ － － － － Ｗ

劣化していないこと。

Ｍ

消耗していないこと。

－ －

－ Ｃ － － Ｃ

－ － － Ｘ
異物がないこと。

異常な振動が発生していな
いこと。

配管漏れ
Ｅ Ｅ

漏れがないこと。

正常に作動すること。 （圧力調整弁、電動機含む）

Ｅ Ｅ Ｅ

－

Ｅ

絶縁劣化していないこと。
Ｍ －

（潤滑油系統含む）

－

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常な振動が発生していな
いこと。

Ｓ （Ｓ） Ｓ － Ｗ
正常に作動すること。

漏れがないこと。
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Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 －

自家発電機（ディーゼルエンジン）

清掃 Ｗ

測定 Ｔ

製造者 AIRMAN 番号（号機） 1号 機種形式 SDG500S-3A6

Ａ 調整 Ｍ

機器名

増締 Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。点検対象外

点検実施日

作業責任者

※4　傾　向　管　理

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目

5　電源設備
5－2　自家発電設備（ディーゼル機関）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分

施工業者名

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準

致
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

致命的な影響のある機器・部品

※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）
△

現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ 交換 Ｃ 目視分解 Ｅ

劣化
－ Ｅ

作動
－ Ｅ

劣化
－ －

作動
－ Ｄ

劣化
－ －

－ －

電磁弁･減圧弁

始動弁

作動確認
－ －

ＴPO始動（エアラン）

－ Ｅ
作動

－ Ｅ

－ －

温調弁 作動
－ Ｅ

Ｅ

水質検査

 分配弁･塞止弁・操縦弁

配管漏れ
－ Ｅ

配管腐食
－ －

－

－ Ｅ
作動

漏れ
－ Ｅ

配管劣化

配管振動

バルブ開閉

バルブ劣化
－ －

空気抜き
Ｅ Ｅ

－ Ｈ

致

致

致

致

致

致

空
気
始
動
系
統

電
気
始
動
系

致

致

冷
却
水
系
統

内部冷却水ポンプ

配管腐食
－ －

振動
－ Ｈ

－ －

漏れ
－

水質

－

－ －

ドレン量
－

配管
－

漏れ
Ｅ Ｅ

振動

－

摩耗、劣化

配管漏れ
Ｅ Ｅ

作動
－ Ｄ

Ｅ
空気漏れ

－

ブラシの状態
－ －

（ケ－ブル、切替開閉器、操
作開閉器、補助継電器、限
時継電器、制御電源、配線
用遮断器を含む）Ｅ

－ －
劣化していないこと。

Ｅ

正常に作動していること。

－ －

（Ｄ）

ＴPO始動（エアラン）

（Ｅ） Ｅ － Ｗ
正常に作動していること。

付属の場合

劣化していないこと。
付属の場合Ｅ － － Ｘ

Ｅ

（Ｅ） － － Ｘ
正常に作動していること。

Ｅ － － Ｅ

Ｅ － Ｘ（Ｅ）

Ｅ － － Ｘ

Ｅ Ｅ

（Ｅ） Ｅ － Ｅ

停止ソレノイド

停止用エアピストン

セルモ－タ

予熱栓

電磁スイッチ

－ － Ｅ
劣化していないこと。

Ｅ －

－ Ｗ

（Ｅ） Ｗ

Ｅ
劣化していないこと。

正常に作動していること。

漏れがないこと。

ブラシの状態確認

劣化
－ －

エア漏れ
－ Ｅ

エア漏れ
－ Ｈ

Ｄ － Ｄ

Ｅ

Ｅ －

Ｅ Ｅ

作動

劣化
－ －

作動
－ Ｅ

Ｄ － － Ｄ

Ｗ Ｄ

－ Ｘ

Ｅ － － Ｅ

Ｅ Ｅ

（Ｈ） Ｈ － Ｈ

－ － ＷＷ

Ｅ － Ｗ（Ｅ）

（Ｅ） Ｅ － Ｅ

－ －

Ｅ －

－ Ｍ

（Ｅ） Ｅ － Ｗ

Ｅ

－ － － Ｗ

Ｈ

－ Ｗ

（Ｈ）

Ｅ Ｅ － Ｅ

－ －

（Ｅ） Ｅ － Ｅ

（Ｅ）

－ Ｘ

Ｅ － － Ｅ

Ｈ － Ｈ（Ｈ）

－ － － Ｗ

（Ｅ） Ｅ

Ｈ －

Ｅ

異常な振動が発生していな
いこと。

摩耗、劣化していないこと。

漏れがないこと。
Ｅ

ドレン排出 多ければ測定

Ｅ － － Ｅ

－ Ｈ

（Ｅ） Ｅ Ｅ Ｅ

（Ｈ） Ｈ－ Ｈ

腐食
－

劣化していないこと。

漏れがないこと。

腐食していないこと。

30k用電磁弁は年点検で分
解

正常に作動していること。

劣化していないこと。

漏れがないこと。

不凍液、腐食防止剤を使用
している場合の濃度管理は1
年毎

正常に作動していること。

漏れがないこと。

水質

正常に作動していること。

漏れがないこと。

異常な振動が発生していな
いこと。

開閉できること。

劣化していないこと。

空気抜き

全シリンダ

正常に作動していること。

漏れがないこと。 始動15分後接続配管にて

機関装着後弁棒動き確認正常に作動していること。

腐食していないこと。

漏れがないこと。

異常な振動が発生していな
いこと。

腐食していないこと。
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Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 －

自家発電機（ディーゼルエンジン）

清掃 Ｗ

測定 Ｔ

製造者 AIRMAN 番号（号機） 1号 機種形式 SDG500S-3A6

Ａ 調整 Ｍ

機器名

増締 Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。点検対象外

点検実施日

作業責任者

※4　傾　向　管　理

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目

5　電源設備
5－2　自家発電設備（ディーゼル機関）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分

施工業者名

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準

致
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

致命的な影響のある機器・部品

※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）
△

現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ 交換 Ｃ 目視分解 Ｅ

－

腐食（エレメント）

防蝕亜鉛の消耗
－ －

漏れ
－ Ｅ

－ －

－

ドレン

アイソレ－ションの確認
－ －

弁状態の確認
－

劣化（エレメント）
－

－

電源の確認
－ －

腐食、劣化
－ －

－ Ｅ

－
取替部品の確認

－ Ｅ

キャップ耐圧
－

漏れ

劣化
－ －

ホ－ス劣化
－ －

ファンベルト
Ｅ Ｅ

冷却水圧力計指示
－

水量
Ｅ Ｅ

Ｅ

排気口の閉塞
－ －

－ Ｅ

Ｅ

油圧スイッチ作動
－ Ｅ

空気圧スイッチ作動

速度スイッチ作動

－ Ｅ
水温スイッチ作動

冷却水温度計指示
－ Ｅ

潤滑油温度計指示
－

－

劣化
－ －

漏れ

Ｅ

排気温度計指示
－ Ｅ

Ｅ

冷却水圧力計の零指針
Ｅ Ｅ

潤滑油圧力計指示
－ Ｅ

潤滑油圧力計のゼロ指針
Ｅ Ｅ

Ｅ
回転計指示

－

腐食
－ －

－ －
劣化

 ゲ－ジ類（温度、圧力、回転他）

消音器

フロ－スイッチ作動
－ Ｅ

－ Ｅ

漏れ
－ Ｅ

ドレン抜き
－ －

－ Ｅ

腐食
－

致

計
装
機
器

計
装
機
器

消
音
器
・
排
気
管

冷
却
装
置

致

致

致

ラジエ－タ

致

清水冷却器

致

空気冷却器

作業準備

排気管

－

－ － － Ｅ
取替部品の確認

－

（Ｅ） Ｅ － Ｅ
ドレン排出

－ － Ｅ
電源の確認

－ － Ｅ
アイソレ－ションの確認

－

－ － － Ｅ
弁状態の確認

－ － Ｗ
劣化していないこと。

－

Ｅ － － Ｅ
消耗していないこと。

－ － Ｗ
腐食、劣化していないこと。

Ｅ － － Ｘ
傷、緩みがないこと。

ベルト駆動の場合

Ｅ － Ｗ
漏れがないこと。

（Ｅ）

－ － － Ｗ
腐食していないこと。

（Ｅ）

Ｅ － － Ｅ
劣化していないこと。

－ － Ｘ
劣化していないこと。

Ｈ

Ｅ － Ｅ
水量が減っていないこと。

Ｅ

Ｅ Ｅ － Ｅ
漏れがないこと。

Ｅ － Ｘ
キャップが閉まっていること。

圧力キャップの場合

Ｅ － － Ｅ
劣化していないこと。

Ｅ － Ｅ
漏れがないこと。

（Ｅ）

Ｅ － － Ｅ
閉塞していないこと。

（Ｅ）

Ａ － － Ａ
ドレン排出

－ － Ｅ
腐食していないこと。

Ｅ

－ － Ｅ
腐食していないこと。

Ｅ

Ｅ － － Ｅ
劣化していないこと。

Ｅ － Ｅ
漏れがないこと。

（Ｅ） Ｅ － Ｘ
指示値が適切であること。

－ － Ｘ
指示値が適切であること。

変動チェック

Ｅ

（Ｅ） Ｅ － Ａ
指示値が適切であること。

（Ｅ）

（Ｅ） Ｅ － Ｘ
指示値が適切であること。

－ － Ｘ
指示値が適切であること。

Ｅ

Ｄ － － Ｘ
正常に作動していること。

Ｄ － － Ｘ
正常に作動していること。

Ｄ

Ｄ － － Ｘ
正常に作動していること。

Ｅ － Ｅ
指示値が適切であること。

バラツキチェック

Ｅ － Ｅ
指示値が適切であること。

（Ｅ）

（Ｅ） Ｅ － Ｅ
指示値が適切であること。

－ Ｘ
正常に作動していること。

Ｄ

Ｄ － － Ｘ
正常に作動していること。

－ － Ｘ
正常に作動していること。

 センサ類（温度、圧力、流れ）

油温スイッチ作動
－

－
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Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 －

自家発電機（ディーゼルエンジン）

清掃 Ｗ

測定 Ｔ

製造者 AIRMAN 番号（号機） 1号 機種形式 SDG500S-3A6

Ａ 調整 Ｍ

機器名

増締 Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。点検対象外

点検実施日

作業責任者

※4　傾　向　管　理

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目

5　電源設備
5－2　自家発電設備（ディーゼル機関）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分

施工業者名

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準

致
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

致命的な影響のある機器・部品

※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）
△

現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ 交換 Ｃ 目視分解 Ｅ

残油なしの確認
－

シリンダ安全弁
－ －

シリンダヘッド内の潤滑
油量の確認

－

－

調速機潤滑油量の確認
－ －

動弁装置への注油
－ －

シリンダヘッドの異物混入確認
－

－

－

給・排気弁
－ －

－

－

FO通油、FO噴射ポンプ
のエア抜き

カム・ピストンメタル部の
潤滑油量の確認

－ －

－ －

過給機潤滑油量の確認
－

アイソレ－ション解除の確
認

－

タ－ニングエアラン
－

－

－

－

－

摺合運転
－ －

各部漏れなしの確認
－ －

発熱状況の確認
－

オイルパン油量の確認
－ －

ＬＯ補給タンク油量の確認

給・排気レバ－
－ －

－ －

－

－

注油状況の確認
－ －

ライナ摺動部状況の確認
－ －

各部締付の確認
－ －

デフレクション計測
－ －

－ －

連接棒

デフレクション計測

クランクケ－スの異物混入確認
－

継手部締付状況の確認
－

芯出し
－

冷却水通水,エア抜き
－

始動空気槽元弁閉の確
認

－

主軸受
－

－

水抜きの確認

LO・FOタンク弁閉の確認
－ －

－

－

動弁装置
－ －

－－

運
転
準
備
及
び
運
転

定
期
整
備
作
業
準
備
及
び
組
立

始動空気槽の充気
－

－ －

－

－

タ－ニング装置の注油グ
リスアップ

－ －

－ －

－

－

低速摺合運転
－ －

ガバナ－リング注油

各部漏れなしの確認

始動状況確認

整備後の確認

整備後の運転準備

整備後の運転準備

整備後の運転

分解前作業

分解点検･手入れ・組立

－ － Ｄ
低速摺合運転

－

－ － － Ｄ
摺合運転

－ － Ｅ
漏れがないこと。

－ － － Ｅ
アイソレ－ション解除の確認

－ － Ａ
タ－ニングエアラン LOプライミングポンプ運転

－

－ － － Ｄ
始動状況確認

－

－ － － Ａ
始動空気槽の充気

－ － Ｅ
各部漏れなしの確認

－

－

－ － － Ｅ
油量が適切であること。

－ － Ａ
注油状況点検

－ － Ｅ
油量が適切であること。

－

－ － － Ａ
注油状況点検

－ － Ｍ
芯ずれ・面ぶれが許容値以
内であること。

－

－ － － Ａ
冷却水通水,エア抜き

－ － Ａ
気泡がないこと。

－ － － Ｅ
異物がないこと。

－ － Ｅ
異物がないこと。

－

－ － － Ｅ
ボルト締付力点検

－

－ － － Ｅ
油量が適切であること。

－ － Ｅ
注油状況点検

－

－ － Ｅ
油量が適切であること。

－

－ － － Ｅ
油量が適切であること。

－ － Ｅ
油量が適切であること。

－ － － Ｗ
点検、摺合せ

－ － Ｗ
弁端隙間、開閉時期

－

－ － － Ｍ
デフレクション計測

－

－ － － Ｗ
点検、摺合せ

－ － Ｘ
点検、摺合せ

－

－ － Ｈ
元弁閉の確認

－

－ － － Ｗ
メタル、ボルト締付力確認 代表の主軸受1ヶ所のみ

－ － Ｗ
ピンブッシュ、メタル、ボルト
締付力確認

－ － － Ｅ
水抜きの確認

－ － Ｅ
残油がないこと。

－

－ － － Ｈ
バルブ閉の確認

－ － Ｍ
デフレクション計測

－

－ － － Ｅ
ライナ摺動部状況の確認 内部点検

－ － Ｅ
ボルト締付力点検 内部点検

－

内部点検

－

－ － － Ｈ
異常な発熱がないこと。

－ － Ｅ
注油状況の確認 内部点検

－
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Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 －

自家発電機（ディーゼルエンジン）

清掃 Ｗ

測定 Ｔ

製造者 AIRMAN 番号（号機） 1号 機種形式 SDG500S-3A6

Ａ 調整 Ｍ

機器名

増締 Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。点検対象外

点検実施日

作業責任者

※4　傾　向　管　理

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目

5　電源設備
5－2　自家発電設備（ディーゼル機関）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分

施工業者名

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準

致
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

致命的な影響のある機器・部品

※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）
△

現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ 交換 Ｃ 目視分解 Ｅ

－

－

ミストの状況
－

給気管ドレン抜き
－

給気圧力
－

排気色
Ｅ

Ｅ

Ａ

異常音
－

Ｍ

Ｍ

－

－

Ｍ

Ｍ

－

Ｅ

冷却水管エア抜き
－

冷却水温度

各気筒排気温度

－

排気温度
－

発熱
－

ラック目盛
－

回転速度 －

始動時間 －

停止時間

－

過給機停止所要時間
－

燃料消費量
－

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ａ

Ｓ

断水
－ －

－ －
冷却水温

潤滑油圧
－ －

過速度
－ －

運
転
状
況

運
転
状
況

－ －

潤滑油プライミングポンプ
運転

－ Ｅ

タ－ニングによる燃料ガ
スの排出

－ Ａ

クランクケ－ス内軸受

運転後の確認

運転状況

 保護回路による機関の停止確認

（Ｍ） Ｍ － Ｍ
異常な温度上昇がないこと。

Ｈ － Ｈ
異常な発熱がないこと。 各ポンプ軸受部、クランクケ

－ス等

全シリンダ

（Ｈ）

（Ｅ） Ｅ － Ｅ
指示値が正常であること。

－ － Ｍ
過給機停止所要時間計測

（Ｍ）

－ － － Ｍ
燃料消費量が規定値以下で
あること。

Ｍ － Ｍ

異常な温度上昇または全気
筒で温度の異常なバラツキ
がないこと。 ◯（Ｍ）

Ａ － Ａ
タ－ニングによる燃料ガスの
排出

2回転またはエアラン運転後
Ａ

Ｈ Ｈ － Ｍ
異常な発熱がないこと。

Ａ － Ａ

Ｄ － － Ｍ
点検、テスト調整

－ － Ｄ
点検、テスト調整 単独運転にて

Ｄ

Ｅ Ｅ － Ｅ
プライミング状況の確認

（Ｍ） Ｍ － Ｍ
新設時など過去の計測結果
と比べて著しく異ならないこ
と。

（Ｍ）

Ｄ － － Ｄ
点検、テスト調整

－ － Ｍ
点検、テスト調整

Ｄ

Ｍ － Ｍ
新設時など過去の計測結果
と比べて著しく異ならないこ
と。

（Ａ）

（Ｍ） Ｍ － Ｍ
給気圧力に異常のないこと。

Ｍ － Ｍ 規定値付近であること。（Ｍ）

エア溜まりがないか。
（Ａ）

（Ｍ） Ｍ － Ｍ
異常な温度上昇がないこと。

◯

Ｅ － Ｅ
排気色の確認

（Ｅ）

（Ｅ） Ｅ － Ｅ
ミスト量の確認

Ａ － Ａ
ドレン状況の確認

（Ｓ） Ｓ － Ｓ
異常音がしていないこと。
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Ｍ
摩耗していないこと。

－

油量
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ － Ｘ

Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ
正常に動作すること。

Ｍ
摩耗していないこと。

致

遠心クラッチ 動作確認
－

異常な温度になっていない
こと。

摩耗
－ － － － －

致

外部軸受

油量が適切であること。 給油式の場合

摩耗
－ － － －

温度
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｍ

（フライホイール含む）

振動（速度）
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ － Ｍ

異常な振動が発生していな
いこと。

Ｅ Ｅ － Ｘ
油量が適切であること。油量

Ｅ Ｅ

－ Ｗ

調整 （ガバナバネ、速度設定ハン
ドル、軸受け、潤滑油、燃料
ラック、駆動歯車を含む）致

調速機 調整

－ － － －

（ピストンピン、排気弁装置
部、排気弁本体含む）

ピストンリング摩耗
－ － － － － Ｍ

異常な摩耗がないこと。

－ － － Ｍ
異常な摩耗がないこと。

致

ピストン ピストンの摩耗
－ －

－ Ｅ
過給器内部に腐食が発生し
ていないこと。

Ｗ
傷、へこみがないこと。

内部状況
－ － Ｅ －

本体
－ － － － －

◯

Ｘ
油量が適切であること。 油ダメ付のみ 2年毎に交換

入口温度
－ Ｍ （Ｍ） －

異常音が発生していないこ
と。

油量
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ －

振動
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｈ

異常な振動が発生していな
いこと。

Ｅ － － Ｘ
異物がないこと。

－ Ｍ
異常な温度上昇がないこと。

引っかかりがないこと。 （歯車、軸受含む）

致

過給機 フィルタの状況
－ －

◯

クランクシャフトの固着
（ターニング）

－ Ｄ － － － －

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － Ｓ

－ － － Ｍ
摩耗がないこと。

デフレクション
－ － Ｍ － － Ｍ

計測値がメーカの規定値以
内であること。

カム軸の摩耗
－ － － － － Ｍ

摩耗がないこと。

摩耗がないこと。

（連結棒本体、歯車、ピストン
ブッシュを含む）

コンロッドメタルの摩耗
－ － － － － Ｍ

摩耗がないこと。

－ － － Ｍ
摩耗がないこと。

ボルトの緩み
－ － Ｔ － － Ｔ

緩みがないこと。

クランクシャフトメタルの
摩耗

－ －

タペットの間隙 ピストン圧縮・ＴＯＰでチェッ
ク

致

クランク室 シリンダライナの摩耗
－ －

タペットの間隙
－ － Ａ － － Ａ

致

シリンダヘッド

クランクシャフトの摩耗
－ － － － － Ｍ

弁の摩耗ﾊﾞﾈのへたり
－ － － － － Ｗ

摩耗、へたりがないこと。

－ － － Ｘ
劣化がないこと。

運転に支障のないこと。

ヘッドガスケットの劣化
－ －

水平度
－ － － － － Ｍ

Ｅ Ｅ Ｅ － －
緩み、損傷がないこと。

塗装の剥離や劣化のないこ
と。

機
関
本
体

致

台板 締まり具合、損傷
Ｅ

塗装
－ － Ｅ － － Ｘ

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － Ｓ

異常音のないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
異常及び損傷がないこと。

全
般

ディ－ゼル機関全
般

異常、損傷
Ｅ Ｅ

機種形式

◯
正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

月点検
年
点
検

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果
目視
点検

管理
運転
点検

SDG500S-3A6機器名 自家発電機（ディーゼルエンジン） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 2号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

5　電源設備
5－2　自家発電設備（ディーゼル機関）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

目視交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ
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機種形式

◯
正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

SDG500S-3A6機器名 自家発電機（ディーゼルエンジン） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 2号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

5　電源設備
5－2　自家発電設備（ディーゼル機関）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

目視交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

－ － － － Ｗ
摩耗していないこと。

Ｈ
異常な振動が発生していな
いこと。

致
燃料供給ポンプ 摩耗

－

漏れ（亀裂）がないこと。

振動
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ －

漏れ（亀裂）
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｘ

－ Ａ － － Ａ
気泡がないこと。

Ｅ
漏れがないこと。

致

高圧管 管内エア抜き
－

摩耗していないこと。

漏れ
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ －

致

燃料弁

摩耗
－ － － － － Ｗ

－

－ － Ａ

－ Ｃ － － －
水分、異物がないこと。

噴口詰り、後タレチェック

付着物点検、ペ－パ－タイ
プは2年毎に交換

エレメント
－ － Ｅ － －

Ａ － － Ａ
噴霧テスト噴霧テスト

－

水分チェック

エア抜き

（空気混入、タペット、カム
軸、燃料ラック、吸気弁本体
を含む）エア抜き

－

Ｍ
噴射時期が適切であること。

引っかかりがないこと。

漏れがないこと。

劣化していないこと。

－
異物がないこと。

油量が適切であること。 油ダメ付のみ、2年毎に交換

異物混入
－ － Ｅ － －

燃料濾過器 内部清掃
－

噴射時期
－ － Ｍ － －

－ Ｔ
緩みがないこと。

気泡がないこと。

突始め調整ボルト緩み
－ － Ｔ Ｅ

Ｘ
異物がないこと。

－ － Ａ

油量
Ｅ Ｅ

漏れ
Ｅ Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ

－ － － － Ｗ

Ｅ Ｅ － Ｘ

潤滑油 温度
－ Ｍ

－ Ａ － － Ａ

Ｈ Ｈ Ｈ － Ｈ

性状分析

燃
料
系
統

致

燃料噴射ポンプ ラックの動作、継手
－

性状分析
－ － Ｍ － － Ｍ

潤
滑
油
系
統

気泡がないこと。

プランジャ・吐出し弁劣化
－

劣化していないこと。

防蝕亜鉛の消耗
－ － Ｅ － －

◯

圧力
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ － Ｍ

圧力が正常であること。

（Ｍ） Ｍ － Ｍ
異常な温度上昇がないこと。

腐食（エレメント）
－ － － － － Ｗ

腐食していないこと。

（Ｅ） Ｅ － Ｗ
漏れがないこと。

－ Ａ
ドレン排出 漏水の確認

Ｅ
消耗していないこと。

ドレン
－ － Ａ －

致

潤滑油冷却器 漏れ
Ｅ Ｅ

エレメント
－ － － － － Ｘ

－ Ｃ － － Ｃ
異物がないこと。

劣化（エレメント）
－ － － － － Ｗ

潤滑油濾過器 内部清掃
－

オイルパン内腐食
－ － － － －

－ Ｘ
油量が適切であること。 油交換時はタンク内清掃の

こと。　２年毎に交換

異物がないこと。 ペ－パ－タイプは油交換時
に交換

致

機関オイルパン オイルパン油量
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

振動
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｈ

異常な振動が発生していな
いこと。

Ｅ
腐食していないこと。

（圧力調整弁、電動機含む）

配管漏れ
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

漏れがないこと。

（Ｓ） Ｓ － Ｗ
正常に作動すること。

致

初期潤滑油ポンプ 作動
－ Ｓ

Ｗ
正常に作動すること。

配管漏れ
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

致

内部潤滑油ポンプ

絶縁抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

絶縁劣化していないこと。

異常な振動が発生していな
いこと。

（潤滑油系統含む）

作動
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ －

－ Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｈ
振動

Ｅ
漏れがないこと。
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機種形式

◯
正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

SDG500S-3A6機器名 自家発電機（ディーゼルエンジン） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 2号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

5　電源設備
5－2　自家発電設備（ディーゼル機関）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

目視交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

正常に作動していること。

劣化
－ － Ｅ －

致

停止ソレノイド 作動
－ Ｄ （Ｄ） Ｄ －

（ケ－ブル、切替開閉器、操
作開閉器、補助継電器、限
時継電器、制御電源、配線
用遮断器を含む）

劣化
－ － Ｅ － － Ｅ

劣化していないこと。

Ｅ － Ｗ
正常に作動していること。

－ Ｅ
劣化していないこと。

Ｄ

付属の場合

致

電磁スイッチ 作動
－ Ｅ （Ｅ）

付属の場合

劣化
－ Ｅ Ｅ － － Ｘ

劣化していないこと。

（Ｅ） － － Ｘ
正常に作動していること。

正常に作動していること。

Ｅ － － Ｘ
ブラシの状態確認

劣化していないこと。

予熱栓 作動
－ Ｅ

劣化
－ － Ｅ － － Ｅ

電
気
始
動
系

致

セルモ－タ ブラシの状態
－ －

空気漏れ
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ

漏れがないこと。

Ｗ Ｄ － Ｗ
正常に作動していること。

作動
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｗ

ＴPO始動（エアラン） 全シリンダ

致

停止用エアピストン 作動
－ Ｄ

機関装着後弁棒動き確認

ＴPO始動（エアラン）
－ － Ｄ － － Ｄ

致

始動弁

（Ｅ） Ｅ － Ｘ
正常に作動していること。

始動15分後接続配管にて

作動確認
－ － Ｗ － － Ｗ

正常に作動していること。

（Ｈ） Ｈ － Ｈ
漏れがないこと。

漏れがないこと。

エア漏れ
－ Ｈ

配管腐食
－ － Ｅ －

配管漏れ
－ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

エア漏れ
－ Ｅ Ｅ Ｅ － Ｘ

30k用電磁弁は年点検で分
解

劣化
－ － Ｅ － － Ｘ

劣化していないこと。

Ｅ
漏れがないこと。

配管劣化
－ － Ｅ －

漏れ
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ －

致

電磁弁･減圧弁 作動
－ Ｅ

－ Ｅ
腐食していないこと。

Ｅ
漏れがないこと。

－ Ｗ
正常に作動していること。

不凍液、腐食防止剤を使用
している場合の濃度管理は1
年毎

空
気
始
動
系
統

致

 分配弁･塞止弁・操縦弁 作動
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

－ － Ｍ

水質

冷
却
水
系
統

致

内部冷却水ポンプ

－ Ｅ
劣化していないこと。

水質検査 水質

－ － －

漏れ
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ

漏れがないこと。

（Ｅ） Ｅ － Ｗ
正常に作動していること。温調弁 作動

－ Ｅ

－ Ｅ
空気抜き

Ｗ
劣化していないこと。

空気抜き
Ｅ Ｅ （Ｅ） Ｅ

バルブ劣化
－ － － － －

－ Ｅ
開閉できること。

Ｈ
異常な振動が発生していな
いこと。

バルブ開閉
－ － Ｅ Ｅ

配管振動
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ －

－ Ｗ
腐食していないこと。

Ｅ
漏れがないこと。

配管腐食
－ － － －

摩耗、劣化していないこと。

配管漏れ
Ｅ Ｅ （Ｅ） Ｅ Ｅ

摩耗、劣化
－ － － － － Ｗ

Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｈ
異常な振動が発生していな
いこと。

ドレン排出 多ければ測定

振動
－

ドレン量
－ － Ｅ － － Ｅ

振動
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｈ

異常な振動が発生していな
いこと。

漏れ
Ｅ Ｅ （Ｅ） Ｅ Ｅ Ｅ

漏れがないこと。

－ － Ｅ
腐食していないこと。配管 腐食

－ － Ｅ
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機種形式

◯
正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

SDG500S-3A6機器名 自家発電機（ディーゼルエンジン） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 2号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

5　電源設備
5－2　自家発電設備（ディーゼル機関）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

目視交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

Ｅ
取替部品の確認

電源の確認

取替部品の確認
－ － － － －

電源の確認
－ － － － － Ｅ

－ － － Ｗ
腐食、劣化していないこと。

致

空気冷却器 腐食、劣化
－ －

弁状態の確認
－ － － － － Ｅ

弁状態の確認

－ － － Ｅ
アイソレ－ションの確認

防蝕亜鉛の消耗
－ － Ｅ －

腐食していないこと。

劣化（エレメント）
－ － － － －

作業準備 アイソレ－ションの確認
－ －

ドレン
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ

ドレン排出

漏れがないこと。

Ｘ
傷、緩みがないこと。

ベルト駆動の場合

－ Ｅ
消耗していないこと。

Ｗ
劣化していないこと。

致

清水冷却器 漏れ
－

ファンベルト
Ｅ Ｅ Ｅ － －

－ Ｘ
劣化していないこと。

腐食（エレメント）
－ － － － － Ｗ

Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｗ

ホ－ス劣化
－ － Ｈ －

劣化
－ － Ｅ － －

－ Ｘ
キャップが閉まっていること。

圧力キャップの場合

水量が減っていないこと。

漏れ
－ Ｅ Ｅ Ｅ －

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ － Ｅ

Ｅ
劣化していないこと。

Ｅ
閉塞していないこと。

冷
却
装
置

致

ラジエ－タ 水量

排気口の閉塞
－ － Ｅ － －

－ Ｅ
漏れがないこと。

Ｅ
漏れがないこと。

キャップ耐圧
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

Ｅ
劣化していないこと。

漏れ
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

腐食していないこと。

劣化
－ － Ｅ － －

－ － Ｅ － － Ｅ

Ｅ
漏れがないこと。

ドレン抜き
－ － Ａ －

劣化していないこと。

漏れ
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ －

劣化
－ － Ｅ － － Ｅ

－ Ｅ － － Ｅ
腐食していないこと。

消
音
器
・
排
気
管

致

消音器 腐食
－

致

排気管 腐食

－ Ａ
ドレン排出

Ｅ Ｅ Ｅ － －

－ Ａ
指示値が適切であること。

変動チェック

Ｘ
指示値が適切であること。

回転計指示
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

潤滑油圧力計のゼロ指針
Ｅ Ｅ Ｅ － －

冷却水圧力計指示
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

指示値が適切であること。

排気温度計指示
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ －

－ Ｘ
指示値が適切であること。

Ｘ
指示値が適切であること。

潤滑油圧力計指示
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

冷却水圧力計の零指針

－ Ｅ

Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ
指示値が適切であること。

正常に作動していること。

－ Ｘ
指示値が適切であること。

Ｅ
指示値が適切であること。

バラツキチェック

－ －

計
装
機
器

 ゲ－ジ類（温度、圧力、回転他） 冷却水温度計指示
－

速度スイッチ作動
－ Ｅ Ｄ － － Ｘ

Ｅ Ｄ － － Ｘ
正常に作動していること。

潤滑油温度計指示
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

計
装
機
器

致

 センサ類（温度、圧力、流れ） 水温スイッチ作動
－

フロ－スイッチ作動
－

－ Ｘ
正常に作動していること。

Ｘ
正常に作動していること。

空気圧スイッチ作動
－ Ｅ Ｄ －

正常に作動していること。

油圧スイッチ作動
－ Ｅ Ｄ

油温スイッチ作動
－ Ｅ Ｄ － － Ｘ

Ｅ Ｄ － － Ｘ
正常に作動していること。
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機種形式

◯
正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

SDG500S-3A6機器名 自家発電機（ディーゼルエンジン） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 2号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

5　電源設備
5－2　自家発電設備（ディーゼル機関）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

目視交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

Ｅ
ボルト締付力点検 内部点検各部締付の確認

－ － － － －

－ Ｅ
ライナ摺動部状況の確認 内部点検

整備後の運転

Ｅ
注油状況の確認 内部点検

ライナ摺動部状況の確認
－ － － －

注油状況の確認
－ － － － －

－ Ｈ
異常な発熱がないこと。 内部点検

Ｅ
漏れがないこと。

発熱状況の確認
－ － － －

各部漏れなしの確認
－ － － － －

－ Ｄ
摺合運転

Ｄ
低速摺合運転

摺合運転
－ － － －

始動状況確認

低速摺合運転
－ － － － －

LOプライミングポンプ運転

始動状況確認
－ － － － － Ｄ

－ － － － Ａ
タ－ニングエアラン

Ｅ
アイソレ－ション解除の確認

タ－ニングエアラン
－

アイソレ－ション解除の確
認

－ － － － －

－ Ｅ
各部漏れなしの確認

Ａ
始動空気槽の充気

各部漏れなしの確認
－ － － －

注油状況点検

始動空気槽の充気
－ － － － －

ガバナ－リング注油
－ － － － － Ａ

－ － － － Ａ
注油状況点検

Ｅ
油量が適切であること。

整備後の運転準備 タ－ニング装置の注油グ
リスアップ

－

油量が適切であること。

カム・ピストンメタル部の
潤滑油量の確認

－ － － － －

シリンダヘッド内の潤滑
油量の確認

－ － － － － Ｅ

－ － － － Ａ
気泡がないこと。

Ａ
冷却水通水,エア抜き

整備後の運転準備 FO通油、FO噴射ポンプ
のエア抜き

－

芯ずれ・面ぶれが許容値以
内であること。

冷却水通水,エア抜き
－ － － － －

芯出し
－ － － － － Ｍ

－ － － － Ｅ
ボルト締付力点検

－ Ｅ
異物がないこと。

Ｅ
異物がないこと。

クランクケ－スの異物混入確認
－ － － －

注油状況点検

シリンダヘッドの異物混入確認
－ － － － －

動弁装置への注油
－ － － － － Ｅ

－ － － － Ｅ
油量が適切であること。

－ Ｅ
油量が適切であること。

運
転
準
備
及
び
運
転

整備後の確認 デフレクション計測
－

調速機潤滑油量の確認
－

継手部締付状況の確認
－

Ｅ
油量が適切であること。

過給機潤滑油量の確認
－ － － －

油量が適切であること。

ＬＯ補給タンク油量の確認
－ － － － －

－ － － － －

オイルパン油量の確認
－ － － － － Ｅ

－ － － － Ｍ
デフレクション計測

シリンダ安全弁
－ － － －

ピンブッシュ、メタル、ボルト
締付力確認

給・排気弁
－ － － － －

－ Ｗ
弁端隙間、開閉時期

Ｗ
点検、摺合せ

動弁装置
－ － － －

給・排気レバ－

－ － Ｗ
メタル、ボルト締付力確認

Ｈ
元弁閉の確認

－ Ｘ
点検、摺合せ

Ｗ
点検、摺合せ

分解点検･手入れ・組立 主軸受
－

始動空気槽元弁閉の確
認

－ － － － －

－ Ｈ
バルブ閉の確認

分解前作業

代表の主軸受1ヶ所のみ

連接棒
－ － － － － Ｗ

－ －

Ｅ
残油がないこと。

LO・FOタンク弁閉の確認
－ － － －

水抜きの確認

残油なしの確認
－ － － － －

水抜きの確認
－ － － － － Ｅ

－ － － － Ｍ
デフレクション計測デフレクション計測

－
定
期
整
備
作
業
準
備
及
び
組
立
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機種形式

◯
正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

SDG500S-3A6機器名 自家発電機（ディーゼルエンジン） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 2号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

5　電源設備
5－2　自家発電設備（ディーゼル機関）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

目視交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

運転後の確認 潤滑油プライミングポンプ
運転

－

Ｍ
異常な発熱がないこと。

タ－ニングによる燃料ガスの
排出

2回転またはエアラン運転後

クランクケ－ス内軸受
－ － Ｈ Ｈ －

タ－ニングによる燃料ガ
スの排出

－ Ａ Ａ Ａ － Ａ

Ｅ

－ Ｄ － － Ｄ

Ｄ
点検、テスト調整 単独運転にて過速度

－ － Ｄ － －

－ Ｍ
点検、テスト調整

Ｍ
新設時など過去の計測結果
と比べて著しく異ならないこ
と。

運
転
状
況

 保護回路による機関の停止確認 断水

停止時間 － Ｍ （Ｍ） Ｍ －

Ｅ Ｅ － Ｅ
プライミング状況の確認

点検、テスト調整

冷却水温
－ － Ｄ － －

－

－ Ｍ
新設時など過去の計測結果
と比べて著しく異ならないこ
と。

Ｍ
点検、テスト調整

潤滑油圧
－ － Ｄ －

Ｍ 規定値付近であること。

始動時間 － Ｍ （Ｍ） Ｍ

回転速度 － Ｍ （Ｍ） Ｍ －

－ Ｅ
指示値が正常であること。 全シリンダ

Ｈ
異常な発熱がないこと。 各ポンプ軸受部、クランクケ

－ス等

ラック目盛
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

発熱
－ － （Ｈ） Ｈ －

－ Ｍ
異常な温度上昇がないこと。

Ｍ

異常な温度上昇または全気
筒で温度の異常なバラツキ
がないこと。 ◯

排気温度
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

各気筒排気温度

－ Ｍ （Ｍ） Ｍ －

－ Ｍ
燃料消費量が規定値以下で
あること。

Ｍ
過給機停止所要時間計測

燃料消費量
－ － － －

過給機停止所要時間
－ － （Ｍ） － －

－ Ｍ
異常な温度上昇がないこと。

◯

Ａ
エア溜まりがないか。

冷却水温度
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

冷却水管エア抜き
－ Ａ （Ａ） Ａ －

－ Ｍ
給気圧力に異常のないこと。

Ａ
ドレン状況の確認

給気圧力
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

給気管ドレン抜き
－ Ａ （Ａ） Ａ －

－ Ｅ
ミスト量の確認

Ｅ （Ｅ） Ｅ

異常音がしていないこと。

排気色
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ －

－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － Ｓ

運
転
状
況

運転状況 異常音

Ｅ
排気色の確認

ミストの状況
－
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Ｍ
摩耗していないこと。

－

油量
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ － Ｘ

Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ
正常に動作すること。

Ｍ
摩耗していないこと。

致

遠心クラッチ 動作確認
－

異常な温度になっていない
こと。

摩耗
－ － － － －

致

外部軸受

油量が適切であること。 給油式の場合

摩耗
－ － － －

温度
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｍ

（フライホイール含む）

振動（速度）
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ － Ｍ

異常な振動が発生していな
いこと。

Ｅ Ｅ － Ｘ
油量が適切であること。油量

Ｅ Ｅ

－ Ｗ

調整 （ガバナバネ、速度設定ハン
ドル、軸受け、潤滑油、燃料
ラック、駆動歯車を含む）致

調速機 調整

－ － － －

（ピストンピン、排気弁装置
部、排気弁本体含む）

ピストンリング摩耗
－ － － － － Ｍ

異常な摩耗がないこと。

－ － － Ｍ
異常な摩耗がないこと。

致

ピストン ピストンの摩耗
－ －

－ Ｅ
過給器内部に腐食が発生し
ていないこと。

Ｗ
傷、へこみがないこと。

内部状況
－ － Ｅ －

本体
－ － － － －

◯

Ｘ
油量が適切であること。 油ダメ付のみ 2年毎に交換

入口温度
－ Ｍ （Ｍ） －

異常音が発生していないこ
と。

油量
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ －

振動
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｈ

異常な振動が発生していな
いこと。

Ｅ － － Ｘ
異物がないこと。

－ Ｍ
異常な温度上昇がないこと。

引っかかりがないこと。 （歯車、軸受含む）

致

過給機 フィルタの状況
－ －

◯

クランクシャフトの固着
（ターニング）

－ Ｄ － － － －

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － Ｓ

－ － － Ｍ
摩耗がないこと。

デフレクション
－ － Ｍ － － Ｍ

計測値がメーカの規定値以
内であること。

カム軸の摩耗
－ － － － － Ｍ

摩耗がないこと。

摩耗がないこと。

（連結棒本体、歯車、ピストン
ブッシュを含む）

コンロッドメタルの摩耗
－ － － － － Ｍ

摩耗がないこと。

－ － － Ｍ
摩耗がないこと。

ボルトの緩み
－ － Ｔ － － Ｔ

緩みがないこと。

クランクシャフトメタルの
摩耗

－ －

タペットの間隙 ピストン圧縮・ＴＯＰでチェッ
ク

致

クランク室 シリンダライナの摩耗
－ －

タペットの間隙
－ － Ａ － － Ａ

致

シリンダヘッド

クランクシャフトの摩耗
－ － － － － Ｍ

弁の摩耗ﾊﾞﾈのへたり
－ － － － － Ｗ

摩耗、へたりがないこと。

－ － － Ｘ
劣化がないこと。

運転に支障のないこと。

ヘッドガスケットの劣化
－ －

水平度
－ － － － － Ｍ

Ｅ Ｅ Ｅ － －
緩み、損傷がないこと。

塗装の剥離や劣化のないこ
と。

機
関
本
体

致

台板 締まり具合、損傷
Ｅ

塗装
－ － Ｅ － － Ｘ

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － Ｓ

異常音のないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
異常及び損傷がないこと。

全
般

ディ－ゼル機関全
般

異常、損傷
Ｅ Ｅ

機種形式

◯
正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

月点検
年
点
検

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果
目視
点検

管理
運転
点検

SDG500S-3A6機器名 自家発電機（ディーゼルエンジン） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 3号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

5　電源設備
5－2　自家発電設備（ディーゼル機関）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

目視交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ
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機種形式

◯
正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

SDG500S-3A6機器名 自家発電機（ディーゼルエンジン） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 3号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

5　電源設備
5－2　自家発電設備（ディーゼル機関）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

目視交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

－ － － － Ｗ
摩耗していないこと。

Ｈ
異常な振動が発生していな
いこと。

致
燃料供給ポンプ 摩耗

－

漏れ（亀裂）がないこと。

振動
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ －

漏れ（亀裂）
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｘ

－ Ａ － － Ａ
気泡がないこと。

Ｅ
漏れがないこと。

致

高圧管 管内エア抜き
－

摩耗していないこと。

漏れ
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ －

致

燃料弁

摩耗
－ － － － － Ｗ

－

－ － Ａ

－ Ｃ － － －
水分、異物がないこと。

噴口詰り、後タレチェック

付着物点検、ペ－パ－タイ
プは2年毎に交換

エレメント
－ － Ｅ － －

Ａ － － Ａ
噴霧テスト噴霧テスト

－

水分チェック

エア抜き

（空気混入、タペット、カム
軸、燃料ラック、吸気弁本体
を含む）エア抜き

－

Ｍ
噴射時期が適切であること。

引っかかりがないこと。

漏れがないこと。

劣化していないこと。

－
異物がないこと。

油量が適切であること。 油ダメ付のみ、2年毎に交換

異物混入
－ － Ｅ － －

燃料濾過器 内部清掃
－

噴射時期
－ － Ｍ － －

－ Ｔ
緩みがないこと。

気泡がないこと。

突始め調整ボルト緩み
－ － Ｔ Ｅ

Ｘ
異物がないこと。

－ － Ａ

油量
Ｅ Ｅ

漏れ
Ｅ Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ

－ － － － Ｗ

Ｅ Ｅ － Ｘ

潤滑油 温度
－ Ｍ

－ Ａ － － Ａ

Ｈ Ｈ Ｈ － Ｈ

性状分析

燃
料
系
統

致

燃料噴射ポンプ ラックの動作、継手
－

性状分析
－ － Ｍ － － Ｍ

潤
滑
油
系
統

気泡がないこと。

プランジャ・吐出し弁劣化
－

劣化していないこと。

防蝕亜鉛の消耗
－ － Ｅ － －

◯

圧力
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ － Ｍ

圧力が正常であること。

（Ｍ） Ｍ － Ｍ
異常な温度上昇がないこと。

腐食（エレメント）
－ － － － － Ｗ

腐食していないこと。

（Ｅ） Ｅ － Ｗ
漏れがないこと。

－ Ａ
ドレン排出 漏水の確認

Ｅ
消耗していないこと。

ドレン
－ － Ａ －

致

潤滑油冷却器 漏れ
Ｅ Ｅ

エレメント
－ － － － － Ｘ

－ Ｃ － － Ｃ
異物がないこと。

劣化（エレメント）
－ － － － － Ｗ

潤滑油濾過器 内部清掃
－

オイルパン内腐食
－ － － － －

－ Ｘ
油量が適切であること。 油交換時はタンク内清掃の

こと。　２年毎に交換

異物がないこと。 ペ－パ－タイプは油交換時
に交換

致

機関オイルパン オイルパン油量
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

振動
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｈ

異常な振動が発生していな
いこと。

Ｅ
腐食していないこと。

（圧力調整弁、電動機含む）

配管漏れ
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

漏れがないこと。

（Ｓ） Ｓ － Ｗ
正常に作動すること。

致

初期潤滑油ポンプ 作動
－ Ｓ

Ｗ
正常に作動すること。

配管漏れ
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

致

内部潤滑油ポンプ

絶縁抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

絶縁劣化していないこと。

異常な振動が発生していな
いこと。

（潤滑油系統含む）

作動
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ －

－ Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｈ
振動

Ｅ
漏れがないこと。
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機種形式

◯
正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

SDG500S-3A6機器名 自家発電機（ディーゼルエンジン） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 3号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

5　電源設備
5－2　自家発電設備（ディーゼル機関）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

目視交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

正常に作動していること。

劣化
－ － Ｅ －

致

停止ソレノイド 作動
－ Ｄ （Ｄ） Ｄ －

（ケ－ブル、切替開閉器、操
作開閉器、補助継電器、限
時継電器、制御電源、配線
用遮断器を含む）

劣化
－ － Ｅ － － Ｅ

劣化していないこと。

Ｅ － Ｗ
正常に作動していること。

－ Ｅ
劣化していないこと。

Ｄ

付属の場合

致

電磁スイッチ 作動
－ Ｅ （Ｅ）

付属の場合

劣化
－ Ｅ Ｅ － － Ｘ

劣化していないこと。

（Ｅ） － － Ｘ
正常に作動していること。

正常に作動していること。

Ｅ － － Ｘ
ブラシの状態確認

劣化していないこと。

予熱栓 作動
－ Ｅ

劣化
－ － Ｅ － － Ｅ

電
気
始
動
系

致

セルモ－タ ブラシの状態
－ －

空気漏れ
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ

漏れがないこと。

Ｗ Ｄ － Ｗ
正常に作動していること。

作動
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｗ

ＴPO始動（エアラン） 全シリンダ

致

停止用エアピストン 作動
－ Ｄ

機関装着後弁棒動き確認

ＴPO始動（エアラン）
－ － Ｄ － － Ｄ

致

始動弁

（Ｅ） Ｅ － Ｘ
正常に作動していること。

始動15分後接続配管にて

作動確認
－ － Ｗ － － Ｗ

正常に作動していること。

（Ｈ） Ｈ － Ｈ
漏れがないこと。

漏れがないこと。

エア漏れ
－ Ｈ

配管腐食
－ － Ｅ －

配管漏れ
－ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

エア漏れ
－ Ｅ Ｅ Ｅ － Ｘ

30k用電磁弁は年点検で分
解

劣化
－ － Ｅ － － Ｘ

劣化していないこと。

Ｅ
漏れがないこと。

配管劣化
－ － Ｅ －

漏れ
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ －

致

電磁弁･減圧弁 作動
－ Ｅ

－ Ｅ
腐食していないこと。

Ｅ
漏れがないこと。

－ Ｗ
正常に作動していること。

不凍液、腐食防止剤を使用
している場合の濃度管理は1
年毎

空
気
始
動
系
統

致

 分配弁･塞止弁・操縦弁 作動
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

－ － Ｍ

水質

冷
却
水
系
統

致

内部冷却水ポンプ

－ Ｅ
劣化していないこと。

水質検査 水質

－ － －

漏れ
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ

漏れがないこと。

（Ｅ） Ｅ － Ｗ
正常に作動していること。温調弁 作動

－ Ｅ

－ Ｅ
空気抜き

Ｗ
劣化していないこと。

空気抜き
Ｅ Ｅ （Ｅ） Ｅ

バルブ劣化
－ － － － －

－ Ｅ
開閉できること。

Ｈ
異常な振動が発生していな
いこと。

バルブ開閉
－ － Ｅ Ｅ

配管振動
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ －

－ Ｗ
腐食していないこと。

Ｅ
漏れがないこと。

配管腐食
－ － － －

摩耗、劣化していないこと。

配管漏れ
Ｅ Ｅ （Ｅ） Ｅ Ｅ

摩耗、劣化
－ － － － － Ｗ

Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｈ
異常な振動が発生していな
いこと。

ドレン排出 多ければ測定

振動
－

ドレン量
－ － Ｅ － － Ｅ

振動
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｈ

異常な振動が発生していな
いこと。

漏れ
Ｅ Ｅ （Ｅ） Ｅ Ｅ Ｅ

漏れがないこと。

－ － Ｅ
腐食していないこと。配管 腐食

－ － Ｅ
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機種形式

◯
正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

SDG500S-3A6機器名 自家発電機（ディーゼルエンジン） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 3号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

5　電源設備
5－2　自家発電設備（ディーゼル機関）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

目視交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

Ｅ
取替部品の確認

電源の確認

取替部品の確認
－ － － － －

電源の確認
－ － － － － Ｅ

－ － － Ｗ
腐食、劣化していないこと。

致

空気冷却器 腐食、劣化
－ －

弁状態の確認
－ － － － － Ｅ

弁状態の確認

－ － － Ｅ
アイソレ－ションの確認

防蝕亜鉛の消耗
－ － Ｅ －

腐食していないこと。

劣化（エレメント）
－ － － － －

作業準備 アイソレ－ションの確認
－ －

ドレン
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ

ドレン排出

漏れがないこと。

Ｘ
傷、緩みがないこと。

ベルト駆動の場合

－ Ｅ
消耗していないこと。

Ｗ
劣化していないこと。

致

清水冷却器 漏れ
－

ファンベルト
Ｅ Ｅ Ｅ － －

－ Ｘ
劣化していないこと。

腐食（エレメント）
－ － － － － Ｗ

Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｗ

ホ－ス劣化
－ － Ｈ －

劣化
－ － Ｅ － －

－ Ｘ
キャップが閉まっていること。

圧力キャップの場合

水量が減っていないこと。

漏れ
－ Ｅ Ｅ Ｅ －

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ － Ｅ

Ｅ
劣化していないこと。

Ｅ
閉塞していないこと。

冷
却
装
置

致

ラジエ－タ 水量

排気口の閉塞
－ － Ｅ － －

－ Ｅ
漏れがないこと。

Ｅ
漏れがないこと。

キャップ耐圧
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

Ｅ
劣化していないこと。

漏れ
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

腐食していないこと。

劣化
－ － Ｅ － －

－ － Ｅ － － Ｅ

Ｅ
漏れがないこと。

ドレン抜き
－ － Ａ －

劣化していないこと。

漏れ
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ －

劣化
－ － Ｅ － － Ｅ

－ Ｅ － － Ｅ
腐食していないこと。

消
音
器
・
排
気
管

致

消音器 腐食
－

致

排気管 腐食

－ Ａ
ドレン排出

Ｅ Ｅ Ｅ － －

－ Ａ
指示値が適切であること。

変動チェック

Ｘ
指示値が適切であること。

回転計指示
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

潤滑油圧力計のゼロ指針
Ｅ Ｅ Ｅ － －

冷却水圧力計指示
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

指示値が適切であること。

排気温度計指示
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ －

－ Ｘ
指示値が適切であること。

Ｘ
指示値が適切であること。

潤滑油圧力計指示
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

冷却水圧力計の零指針

－ Ｅ

Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ
指示値が適切であること。

正常に作動していること。

－ Ｘ
指示値が適切であること。

Ｅ
指示値が適切であること。

バラツキチェック

－ －

計
装
機
器

 ゲ－ジ類（温度、圧力、回転他） 冷却水温度計指示
－

速度スイッチ作動
－ Ｅ Ｄ － － Ｘ

Ｅ Ｄ － － Ｘ
正常に作動していること。

潤滑油温度計指示
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

計
装
機
器

致

 センサ類（温度、圧力、流れ） 水温スイッチ作動
－

フロ－スイッチ作動
－

－ Ｘ
正常に作動していること。

Ｘ
正常に作動していること。

空気圧スイッチ作動
－ Ｅ Ｄ －

正常に作動していること。

油圧スイッチ作動
－ Ｅ Ｄ

油温スイッチ作動
－ Ｅ Ｄ － － Ｘ

Ｅ Ｄ － － Ｘ
正常に作動していること。
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機種形式

◯
正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

SDG500S-3A6機器名 自家発電機（ディーゼルエンジン） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 3号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

5　電源設備
5－2　自家発電設備（ディーゼル機関）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

目視交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

Ｅ
ボルト締付力点検 内部点検各部締付の確認

－ － － － －

－ Ｅ
ライナ摺動部状況の確認 内部点検

整備後の運転

Ｅ
注油状況の確認 内部点検

ライナ摺動部状況の確認
－ － － －

注油状況の確認
－ － － － －

－ Ｈ
異常な発熱がないこと。 内部点検

Ｅ
漏れがないこと。

発熱状況の確認
－ － － －

各部漏れなしの確認
－ － － － －

－ Ｄ
摺合運転

Ｄ
低速摺合運転

摺合運転
－ － － －

始動状況確認

低速摺合運転
－ － － － －

LOプライミングポンプ運転

始動状況確認
－ － － － － Ｄ

－ － － － Ａ
タ－ニングエアラン

Ｅ
アイソレ－ション解除の確認

タ－ニングエアラン
－

アイソレ－ション解除の確
認

－ － － － －

－ Ｅ
各部漏れなしの確認

Ａ
始動空気槽の充気

各部漏れなしの確認
－ － － －

注油状況点検

始動空気槽の充気
－ － － － －

ガバナ－リング注油
－ － － － － Ａ

－ － － － Ａ
注油状況点検

Ｅ
油量が適切であること。

整備後の運転準備 タ－ニング装置の注油グ
リスアップ

－

油量が適切であること。

カム・ピストンメタル部の
潤滑油量の確認

－ － － － －

シリンダヘッド内の潤滑
油量の確認

－ － － － － Ｅ

－ － － － Ａ
気泡がないこと。

Ａ
冷却水通水,エア抜き

整備後の運転準備 FO通油、FO噴射ポンプ
のエア抜き

－

芯ずれ・面ぶれが許容値以
内であること。

冷却水通水,エア抜き
－ － － － －

芯出し
－ － － － － Ｍ

－ － － － Ｅ
ボルト締付力点検

－ Ｅ
異物がないこと。

Ｅ
異物がないこと。

クランクケ－スの異物混入確認
－ － － －

注油状況点検

シリンダヘッドの異物混入確認
－ － － － －

動弁装置への注油
－ － － － － Ｅ

－ － － － Ｅ
油量が適切であること。

－ Ｅ
油量が適切であること。

運
転
準
備
及
び
運
転

整備後の確認 デフレクション計測
－

調速機潤滑油量の確認
－

継手部締付状況の確認
－

Ｅ
油量が適切であること。

過給機潤滑油量の確認
－ － － －

油量が適切であること。

ＬＯ補給タンク油量の確認
－ － － － －

－ － － － －

オイルパン油量の確認
－ － － － － Ｅ

－ － － － Ｍ
デフレクション計測

シリンダ安全弁
－ － － －

ピンブッシュ、メタル、ボルト
締付力確認

給・排気弁
－ － － － －

－ Ｗ
弁端隙間、開閉時期

Ｗ
点検、摺合せ

動弁装置
－ － － －

給・排気レバ－

－ － Ｗ
メタル、ボルト締付力確認

Ｈ
元弁閉の確認

－ Ｘ
点検、摺合せ

Ｗ
点検、摺合せ

分解点検･手入れ・組立 主軸受
－

始動空気槽元弁閉の確
認

－ － － － －

－ Ｈ
バルブ閉の確認

分解前作業

代表の主軸受1ヶ所のみ

連接棒
－ － － － － Ｗ

－ －

Ｅ
残油がないこと。

LO・FOタンク弁閉の確認
－ － － －

水抜きの確認

残油なしの確認
－ － － － －

水抜きの確認
－ － － － － Ｅ

－ － － － Ｍ
デフレクション計測デフレクション計測

－
定
期
整
備
作
業
準
備
及
び
組
立
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機種形式

◯
正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

SDG500S-3A6機器名 自家発電機（ディーゼルエンジン） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 3号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

5　電源設備
5－2　自家発電設備（ディーゼル機関）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

目視交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

運転後の確認 潤滑油プライミングポンプ
運転

－

Ｍ
異常な発熱がないこと。

タ－ニングによる燃料ガスの
排出

2回転またはエアラン運転後

クランクケ－ス内軸受
－ － Ｈ Ｈ －

タ－ニングによる燃料ガ
スの排出

－ Ａ Ａ Ａ － Ａ

Ｅ

－ Ｄ － － Ｄ

Ｄ
点検、テスト調整 単独運転にて過速度

－ － Ｄ － －

－ Ｍ
点検、テスト調整

Ｍ
新設時など過去の計測結果
と比べて著しく異ならないこ
と。

運
転
状
況

 保護回路による機関の停止確認 断水

停止時間 － Ｍ （Ｍ） Ｍ －

Ｅ Ｅ － Ｅ
プライミング状況の確認

点検、テスト調整

冷却水温
－ － Ｄ － －

－

－ Ｍ
新設時など過去の計測結果
と比べて著しく異ならないこ
と。

Ｍ
点検、テスト調整

潤滑油圧
－ － Ｄ －

Ｍ 規定値付近であること。

始動時間 － Ｍ （Ｍ） Ｍ

回転速度 － Ｍ （Ｍ） Ｍ －

－ Ｅ
指示値が正常であること。 全シリンダ

Ｈ
異常な発熱がないこと。 各ポンプ軸受部、クランクケ

－ス等

ラック目盛
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

発熱
－ － （Ｈ） Ｈ －

－ Ｍ
異常な温度上昇がないこと。

Ｍ

異常な温度上昇または全気
筒で温度の異常なバラツキ
がないこと。 ◯

排気温度
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

各気筒排気温度

－ Ｍ （Ｍ） Ｍ －

－ Ｍ
燃料消費量が規定値以下で
あること。

Ｍ
過給機停止所要時間計測

燃料消費量
－ － － －

過給機停止所要時間
－ － （Ｍ） － －

－ Ｍ
異常な温度上昇がないこと。

◯

Ａ
エア溜まりがないか。

冷却水温度
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

冷却水管エア抜き
－ Ａ （Ａ） Ａ －

－ Ｍ
給気圧力に異常のないこと。

Ａ
ドレン状況の確認

給気圧力
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

給気管ドレン抜き
－ Ａ （Ａ） Ａ －

－ Ｅ
ミスト量の確認

Ｅ （Ｅ） Ｅ

異常音がしていないこと。

排気色
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ －

－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － Ｓ

運
転
状
況

運転状況 異常音

Ｅ
排気色の確認

ミストの状況
－
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Ｍ
摩耗していないこと。

－

油量
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ － Ｘ

Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ
正常に動作すること。

Ｍ
摩耗していないこと。

致

遠心クラッチ 動作確認
－

異常な温度になっていない
こと。

摩耗
－ － － － －

致

外部軸受

油量が適切であること。 給油式の場合

摩耗
－ － － －

温度
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｍ

（フライホイール含む）

振動（速度）
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ － Ｍ

異常な振動が発生していな
いこと。

Ｅ Ｅ － Ｘ
油量が適切であること。油量

Ｅ Ｅ

－ Ｗ

調整 （ガバナバネ、速度設定ハン
ドル、軸受け、潤滑油、燃料
ラック、駆動歯車を含む）致

調速機 調整

－ － － －

（ピストンピン、排気弁装置
部、排気弁本体含む）

ピストンリング摩耗
－ － － － － Ｍ

異常な摩耗がないこと。

－ － － Ｍ
異常な摩耗がないこと。

致

ピストン ピストンの摩耗
－ －

－ Ｅ
過給器内部に腐食が発生し
ていないこと。

Ｗ
傷、へこみがないこと。

内部状況
－ － Ｅ －

本体
－ － － － －

◯

Ｘ
油量が適切であること。 油ダメ付のみ 2年毎に交換

入口温度
－ Ｍ （Ｍ） －

異常音が発生していないこ
と。

油量
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ －

振動
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｈ

異常な振動が発生していな
いこと。

Ｅ － － Ｘ
異物がないこと。

－ Ｍ
異常な温度上昇がないこと。

引っかかりがないこと。 （歯車、軸受含む）

致

過給機 フィルタの状況
－ －

◯

クランクシャフトの固着
（ターニング）

－ Ｄ － － － －

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － Ｓ

－ － － Ｍ
摩耗がないこと。

デフレクション
－ － Ｍ － － Ｍ

計測値がメーカの規定値以
内であること。

カム軸の摩耗
－ － － － － Ｍ

摩耗がないこと。

摩耗がないこと。

（連結棒本体、歯車、ピストン
ブッシュを含む）

コンロッドメタルの摩耗
－ － － － － Ｍ

摩耗がないこと。

－ － － Ｍ
摩耗がないこと。

ボルトの緩み
－ － Ｔ － － Ｔ

緩みがないこと。

クランクシャフトメタルの
摩耗

－ －

タペットの間隙 ピストン圧縮・ＴＯＰでチェッ
ク

致

クランク室 シリンダライナの摩耗
－ －

タペットの間隙
－ － Ａ － － Ａ

致

シリンダヘッド

クランクシャフトの摩耗
－ － － － － Ｍ

弁の摩耗ﾊﾞﾈのへたり
－ － － － － Ｗ

摩耗、へたりがないこと。

－ － － Ｘ
劣化がないこと。

運転に支障のないこと。

ヘッドガスケットの劣化
－ －

水平度
－ － － － － Ｍ

Ｅ Ｅ Ｅ － －
緩み、損傷がないこと。

塗装の剥離や劣化のないこ
と。

機
関
本
体

致

台板 締まり具合、損傷
Ｅ

塗装
－ － Ｅ － － Ｘ

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － Ｓ

異常音のないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
異常及び損傷がないこと。

全
般

ディ－ゼル機関全
般

異常、損傷
Ｅ Ｅ

機種形式

◯
正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

月点検
年
点
検

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果
目視
点検

管理
運転
点検

SDG500S-3A6機器名 自家発電機（ディーゼルエンジン） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 4号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

5　電源設備
5－2　自家発電設備（ディーゼル機関）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

目視交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ
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機種形式

◯
正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

SDG500S-3A6機器名 自家発電機（ディーゼルエンジン） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 4号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

5　電源設備
5－2　自家発電設備（ディーゼル機関）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

目視交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

－ － － － Ｗ
摩耗していないこと。

Ｈ
異常な振動が発生していな
いこと。

致
燃料供給ポンプ 摩耗

－

漏れ（亀裂）がないこと。

振動
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ －

漏れ（亀裂）
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｘ

－ Ａ － － Ａ
気泡がないこと。

Ｅ
漏れがないこと。

致

高圧管 管内エア抜き
－

摩耗していないこと。

漏れ
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ －

致

燃料弁

摩耗
－ － － － － Ｗ

－

－ － Ａ

－ Ｃ － － －
水分、異物がないこと。

噴口詰り、後タレチェック

付着物点検、ペ－パ－タイ
プは2年毎に交換

エレメント
－ － Ｅ － －

Ａ － － Ａ
噴霧テスト噴霧テスト

－

水分チェック

エア抜き

（空気混入、タペット、カム
軸、燃料ラック、吸気弁本体
を含む）エア抜き

－

Ｍ
噴射時期が適切であること。

引っかかりがないこと。

漏れがないこと。

劣化していないこと。

－
異物がないこと。

油量が適切であること。 油ダメ付のみ、2年毎に交換

異物混入
－ － Ｅ － －

燃料濾過器 内部清掃
－

噴射時期
－ － Ｍ － －

－ Ｔ
緩みがないこと。

気泡がないこと。

突始め調整ボルト緩み
－ － Ｔ Ｅ

Ｘ
異物がないこと。

－ － Ａ

油量
Ｅ Ｅ

漏れ
Ｅ Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ

－ － － － Ｗ

Ｅ Ｅ － Ｘ

潤滑油 温度
－ Ｍ

－ Ａ － － Ａ

Ｈ Ｈ Ｈ － Ｈ

性状分析

燃
料
系
統

致

燃料噴射ポンプ ラックの動作、継手
－

性状分析
－ － Ｍ － － Ｍ

潤
滑
油
系
統

気泡がないこと。

プランジャ・吐出し弁劣化
－

劣化していないこと。

防蝕亜鉛の消耗
－ － Ｅ － －

◯

圧力
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ － Ｍ

圧力が正常であること。

（Ｍ） Ｍ － Ｍ
異常な温度上昇がないこと。

腐食（エレメント）
－ － － － － Ｗ

腐食していないこと。

（Ｅ） Ｅ － Ｗ
漏れがないこと。

－ Ａ
ドレン排出 漏水の確認

Ｅ
消耗していないこと。

ドレン
－ － Ａ －

致

潤滑油冷却器 漏れ
Ｅ Ｅ

エレメント
－ － － － － Ｘ

－ Ｃ － － Ｃ
異物がないこと。

劣化（エレメント）
－ － － － － Ｗ

潤滑油濾過器 内部清掃
－

オイルパン内腐食
－ － － － －

－ Ｘ
油量が適切であること。 油交換時はタンク内清掃の

こと。　２年毎に交換

異物がないこと。 ペ－パ－タイプは油交換時
に交換

致

機関オイルパン オイルパン油量
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

振動
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｈ

異常な振動が発生していな
いこと。

Ｅ
腐食していないこと。

（圧力調整弁、電動機含む）

配管漏れ
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

漏れがないこと。

（Ｓ） Ｓ － Ｗ
正常に作動すること。

致

初期潤滑油ポンプ 作動
－ Ｓ

Ｗ
正常に作動すること。

配管漏れ
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

致

内部潤滑油ポンプ

絶縁抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

絶縁劣化していないこと。

異常な振動が発生していな
いこと。

（潤滑油系統含む）

作動
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ －

－ Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｈ
振動

Ｅ
漏れがないこと。
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機種形式

◯
正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

SDG500S-3A6機器名 自家発電機（ディーゼルエンジン） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 4号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

5　電源設備
5－2　自家発電設備（ディーゼル機関）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

目視交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

正常に作動していること。

劣化
－ － Ｅ －

致

停止ソレノイド 作動
－ Ｄ （Ｄ） Ｄ －

（ケ－ブル、切替開閉器、操
作開閉器、補助継電器、限
時継電器、制御電源、配線
用遮断器を含む）

劣化
－ － Ｅ － － Ｅ

劣化していないこと。

Ｅ － Ｗ
正常に作動していること。

－ Ｅ
劣化していないこと。

Ｄ

付属の場合

致

電磁スイッチ 作動
－ Ｅ （Ｅ）

付属の場合

劣化
－ Ｅ Ｅ － － Ｘ

劣化していないこと。

（Ｅ） － － Ｘ
正常に作動していること。

正常に作動していること。

Ｅ － － Ｘ
ブラシの状態確認

劣化していないこと。

予熱栓 作動
－ Ｅ

劣化
－ － Ｅ － － Ｅ

電
気
始
動
系

致

セルモ－タ ブラシの状態
－ －

空気漏れ
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ

漏れがないこと。

Ｗ Ｄ － Ｗ
正常に作動していること。

作動
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｗ

ＴPO始動（エアラン） 全シリンダ

致

停止用エアピストン 作動
－ Ｄ

機関装着後弁棒動き確認

ＴPO始動（エアラン）
－ － Ｄ － － Ｄ

致

始動弁

（Ｅ） Ｅ － Ｘ
正常に作動していること。

始動15分後接続配管にて

作動確認
－ － Ｗ － － Ｗ

正常に作動していること。

（Ｈ） Ｈ － Ｈ
漏れがないこと。

漏れがないこと。

エア漏れ
－ Ｈ

配管腐食
－ － Ｅ －

配管漏れ
－ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

エア漏れ
－ Ｅ Ｅ Ｅ － Ｘ

30k用電磁弁は年点検で分
解

劣化
－ － Ｅ － － Ｘ

劣化していないこと。

Ｅ
漏れがないこと。

配管劣化
－ － Ｅ －

漏れ
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ －

致

電磁弁･減圧弁 作動
－ Ｅ

－ Ｅ
腐食していないこと。

Ｅ
漏れがないこと。

－ Ｗ
正常に作動していること。

不凍液、腐食防止剤を使用
している場合の濃度管理は1
年毎

空
気
始
動
系
統

致

 分配弁･塞止弁・操縦弁 作動
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

－ － Ｍ

水質

冷
却
水
系
統

致

内部冷却水ポンプ

－ Ｅ
劣化していないこと。

水質検査 水質

－ － －

漏れ
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ

漏れがないこと。

（Ｅ） Ｅ － Ｗ
正常に作動していること。温調弁 作動

－ Ｅ

－ Ｅ
空気抜き

Ｗ
劣化していないこと。

空気抜き
Ｅ Ｅ （Ｅ） Ｅ

バルブ劣化
－ － － － －

－ Ｅ
開閉できること。

Ｈ
異常な振動が発生していな
いこと。

バルブ開閉
－ － Ｅ Ｅ

配管振動
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ －

－ Ｗ
腐食していないこと。

Ｅ
漏れがないこと。

配管腐食
－ － － －

摩耗、劣化していないこと。

配管漏れ
Ｅ Ｅ （Ｅ） Ｅ Ｅ

摩耗、劣化
－ － － － － Ｗ

Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｈ
異常な振動が発生していな
いこと。

ドレン排出 多ければ測定

振動
－

ドレン量
－ － Ｅ － － Ｅ

振動
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｈ

異常な振動が発生していな
いこと。

漏れ
Ｅ Ｅ （Ｅ） Ｅ Ｅ Ｅ

漏れがないこと。

－ － Ｅ
腐食していないこと。配管 腐食

－ － Ｅ
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機種形式

◯
正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

SDG500S-3A6機器名 自家発電機（ディーゼルエンジン） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 4号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

5　電源設備
5－2　自家発電設備（ディーゼル機関）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

目視交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

Ｅ
取替部品の確認

電源の確認

取替部品の確認
－ － － － －

電源の確認
－ － － － － Ｅ

－ － － Ｗ
腐食、劣化していないこと。

致

空気冷却器 腐食、劣化
－ －

弁状態の確認
－ － － － － Ｅ

弁状態の確認

－ － － Ｅ
アイソレ－ションの確認

防蝕亜鉛の消耗
－ － Ｅ －

腐食していないこと。

劣化（エレメント）
－ － － － －

作業準備 アイソレ－ションの確認
－ －

ドレン
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ

ドレン排出

漏れがないこと。

Ｘ
傷、緩みがないこと。

ベルト駆動の場合

－ Ｅ
消耗していないこと。

Ｗ
劣化していないこと。

致

清水冷却器 漏れ
－

ファンベルト
Ｅ Ｅ Ｅ － －

－ Ｘ
劣化していないこと。

腐食（エレメント）
－ － － － － Ｗ

Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｗ

ホ－ス劣化
－ － Ｈ －

劣化
－ － Ｅ － －

－ Ｘ
キャップが閉まっていること。

圧力キャップの場合

水量が減っていないこと。

漏れ
－ Ｅ Ｅ Ｅ －

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ － Ｅ

Ｅ
劣化していないこと。

Ｅ
閉塞していないこと。

冷
却
装
置

致

ラジエ－タ 水量

排気口の閉塞
－ － Ｅ － －

－ Ｅ
漏れがないこと。

Ｅ
漏れがないこと。

キャップ耐圧
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

Ｅ
劣化していないこと。

漏れ
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

腐食していないこと。

劣化
－ － Ｅ － －

－ － Ｅ － － Ｅ

Ｅ
漏れがないこと。

ドレン抜き
－ － Ａ －

劣化していないこと。

漏れ
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ －

劣化
－ － Ｅ － － Ｅ

－ Ｅ － － Ｅ
腐食していないこと。

消
音
器
・
排
気
管

致

消音器 腐食
－

致

排気管 腐食

－ Ａ
ドレン排出

Ｅ Ｅ Ｅ － －

－ Ａ
指示値が適切であること。

変動チェック

Ｘ
指示値が適切であること。

回転計指示
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

潤滑油圧力計のゼロ指針
Ｅ Ｅ Ｅ － －

冷却水圧力計指示
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

指示値が適切であること。

排気温度計指示
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ －

－ Ｘ
指示値が適切であること。

Ｘ
指示値が適切であること。

潤滑油圧力計指示
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

冷却水圧力計の零指針

－ Ｅ

Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ
指示値が適切であること。

正常に作動していること。

－ Ｘ
指示値が適切であること。

Ｅ
指示値が適切であること。

バラツキチェック

－ －

計
装
機
器

 ゲ－ジ類（温度、圧力、回転他） 冷却水温度計指示
－

速度スイッチ作動
－ Ｅ Ｄ － － Ｘ

Ｅ Ｄ － － Ｘ
正常に作動していること。

潤滑油温度計指示
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

計
装
機
器

致

 センサ類（温度、圧力、流れ） 水温スイッチ作動
－

フロ－スイッチ作動
－

－ Ｘ
正常に作動していること。

Ｘ
正常に作動していること。

空気圧スイッチ作動
－ Ｅ Ｄ －

正常に作動していること。

油圧スイッチ作動
－ Ｅ Ｄ

油温スイッチ作動
－ Ｅ Ｄ － － Ｘ

Ｅ Ｄ － － Ｘ
正常に作動していること。
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機種形式

◯
正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

SDG500S-3A6機器名 自家発電機（ディーゼルエンジン） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 4号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

5　電源設備
5－2　自家発電設備（ディーゼル機関）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

目視交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

Ｅ
ボルト締付力点検 内部点検各部締付の確認

－ － － － －

－ Ｅ
ライナ摺動部状況の確認 内部点検

整備後の運転

Ｅ
注油状況の確認 内部点検

ライナ摺動部状況の確認
－ － － －

注油状況の確認
－ － － － －

－ Ｈ
異常な発熱がないこと。 内部点検

Ｅ
漏れがないこと。

発熱状況の確認
－ － － －

各部漏れなしの確認
－ － － － －

－ Ｄ
摺合運転

Ｄ
低速摺合運転

摺合運転
－ － － －

始動状況確認

低速摺合運転
－ － － － －

LOプライミングポンプ運転

始動状況確認
－ － － － － Ｄ

－ － － － Ａ
タ－ニングエアラン

Ｅ
アイソレ－ション解除の確認

タ－ニングエアラン
－

アイソレ－ション解除の確
認

－ － － － －

－ Ｅ
各部漏れなしの確認

Ａ
始動空気槽の充気

各部漏れなしの確認
－ － － －

注油状況点検

始動空気槽の充気
－ － － － －

ガバナ－リング注油
－ － － － － Ａ

－ － － － Ａ
注油状況点検

Ｅ
油量が適切であること。

整備後の運転準備 タ－ニング装置の注油グ
リスアップ

－

油量が適切であること。

カム・ピストンメタル部の
潤滑油量の確認

－ － － － －

シリンダヘッド内の潤滑
油量の確認

－ － － － － Ｅ

－ － － － Ａ
気泡がないこと。

Ａ
冷却水通水,エア抜き

整備後の運転準備 FO通油、FO噴射ポンプ
のエア抜き

－

芯ずれ・面ぶれが許容値以
内であること。

冷却水通水,エア抜き
－ － － － －

芯出し
－ － － － － Ｍ

－ － － － Ｅ
ボルト締付力点検

－ Ｅ
異物がないこと。

Ｅ
異物がないこと。

クランクケ－スの異物混入確認
－ － － －

注油状況点検

シリンダヘッドの異物混入確認
－ － － － －

動弁装置への注油
－ － － － － Ｅ

－ － － － Ｅ
油量が適切であること。

－ Ｅ
油量が適切であること。

運
転
準
備
及
び
運
転

整備後の確認 デフレクション計測
－

調速機潤滑油量の確認
－

継手部締付状況の確認
－

Ｅ
油量が適切であること。

過給機潤滑油量の確認
－ － － －

油量が適切であること。

ＬＯ補給タンク油量の確認
－ － － － －

－ － － － －

オイルパン油量の確認
－ － － － － Ｅ

－ － － － Ｍ
デフレクション計測

シリンダ安全弁
－ － － －

ピンブッシュ、メタル、ボルト
締付力確認

給・排気弁
－ － － － －

－ Ｗ
弁端隙間、開閉時期

Ｗ
点検、摺合せ

動弁装置
－ － － －

給・排気レバ－

－ － Ｗ
メタル、ボルト締付力確認

Ｈ
元弁閉の確認

－ Ｘ
点検、摺合せ

Ｗ
点検、摺合せ

分解点検･手入れ・組立 主軸受
－

始動空気槽元弁閉の確
認

－ － － － －

－ Ｈ
バルブ閉の確認

分解前作業

代表の主軸受1ヶ所のみ

連接棒
－ － － － － Ｗ

－ －

Ｅ
残油がないこと。

LO・FOタンク弁閉の確認
－ － － －

水抜きの確認

残油なしの確認
－ － － － －

水抜きの確認
－ － － － － Ｅ

－ － － － Ｍ
デフレクション計測デフレクション計測

－
定
期
整
備
作
業
準
備
及
び
組
立
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機種形式

◯
正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

SDG500S-3A6機器名 自家発電機（ディーゼルエンジン） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 4号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

5　電源設備
5－2　自家発電設備（ディーゼル機関）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

目視交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

運転後の確認 潤滑油プライミングポンプ
運転

－

Ｍ
異常な発熱がないこと。

タ－ニングによる燃料ガスの
排出

2回転またはエアラン運転後

クランクケ－ス内軸受
－ － Ｈ Ｈ －

タ－ニングによる燃料ガ
スの排出

－ Ａ Ａ Ａ － Ａ

Ｅ

－ Ｄ － － Ｄ

Ｄ
点検、テスト調整 単独運転にて過速度

－ － Ｄ － －

－ Ｍ
点検、テスト調整

Ｍ
新設時など過去の計測結果
と比べて著しく異ならないこ
と。

運
転
状
況

 保護回路による機関の停止確認 断水

停止時間 － Ｍ （Ｍ） Ｍ －

Ｅ Ｅ － Ｅ
プライミング状況の確認

点検、テスト調整

冷却水温
－ － Ｄ － －

－

－ Ｍ
新設時など過去の計測結果
と比べて著しく異ならないこ
と。

Ｍ
点検、テスト調整

潤滑油圧
－ － Ｄ －

Ｍ 規定値付近であること。

始動時間 － Ｍ （Ｍ） Ｍ

回転速度 － Ｍ （Ｍ） Ｍ －

－ Ｅ
指示値が正常であること。 全シリンダ

Ｈ
異常な発熱がないこと。 各ポンプ軸受部、クランクケ

－ス等

ラック目盛
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

発熱
－ － （Ｈ） Ｈ －

－ Ｍ
異常な温度上昇がないこと。

Ｍ

異常な温度上昇または全気
筒で温度の異常なバラツキ
がないこと。 ◯

排気温度
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

各気筒排気温度

－ Ｍ （Ｍ） Ｍ －

－ Ｍ
燃料消費量が規定値以下で
あること。

Ｍ
過給機停止所要時間計測

燃料消費量
－ － － －

過給機停止所要時間
－ － （Ｍ） － －

－ Ｍ
異常な温度上昇がないこと。

◯

Ａ
エア溜まりがないか。

冷却水温度
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

冷却水管エア抜き
－ Ａ （Ａ） Ａ －

－ Ｍ
給気圧力に異常のないこと。

Ａ
ドレン状況の確認

給気圧力
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

給気管ドレン抜き
－ Ａ （Ａ） Ａ －

－ Ｅ
ミスト量の確認

Ｅ （Ｅ） Ｅ

異常音がしていないこと。

排気色
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ －

－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － Ｓ

運
転
状
況

運転状況 異常音

Ｅ
排気色の確認

ミストの状況
－
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Ｍ
摩耗していないこと。

－

油量
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ － Ｘ

Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ
正常に動作すること。

Ｍ
摩耗していないこと。

致

遠心クラッチ 動作確認
－

異常な温度になっていない
こと。

摩耗
－ － － － －

致

外部軸受

油量が適切であること。 給油式の場合

摩耗
－ － － －

温度
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｍ

（フライホイール含む）

振動（速度）
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ － Ｍ

異常な振動が発生していな
いこと。

Ｅ Ｅ － Ｘ
油量が適切であること。油量

Ｅ Ｅ

－ Ｗ

調整 （ガバナバネ、速度設定ハン
ドル、軸受け、潤滑油、燃料
ラック、駆動歯車を含む）致

調速機 調整

－ － － －

（ピストンピン、排気弁装置
部、排気弁本体含む）

ピストンリング摩耗
－ － － － － Ｍ

異常な摩耗がないこと。

－ － － Ｍ
異常な摩耗がないこと。

致

ピストン ピストンの摩耗
－ －

－ Ｅ
過給器内部に腐食が発生し
ていないこと。

Ｗ
傷、へこみがないこと。

内部状況
－ － Ｅ －

本体
－ － － － －

◯

Ｘ
油量が適切であること。 油ダメ付のみ 2年毎に交換

入口温度
－ Ｍ （Ｍ） －

異常音が発生していないこ
と。

油量
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ －

振動
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｈ

異常な振動が発生していな
いこと。

Ｅ － － Ｘ
異物がないこと。

－ Ｍ
異常な温度上昇がないこと。

引っかかりがないこと。 （歯車、軸受含む）

致

過給機 フィルタの状況
－ －

◯

クランクシャフトの固着
（ターニング）

－ Ｄ － － － －

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － Ｓ

－ － － Ｍ
摩耗がないこと。

デフレクション
－ － Ｍ － － Ｍ

計測値がメーカの規定値以
内であること。

カム軸の摩耗
－ － － － － Ｍ

摩耗がないこと。

摩耗がないこと。

（連結棒本体、歯車、ピストン
ブッシュを含む）

コンロッドメタルの摩耗
－ － － － － Ｍ

摩耗がないこと。

－ － － Ｍ
摩耗がないこと。

ボルトの緩み
－ － Ｔ － － Ｔ

緩みがないこと。

クランクシャフトメタルの
摩耗

－ －

タペットの間隙 ピストン圧縮・ＴＯＰでチェッ
ク

致

クランク室 シリンダライナの摩耗
－ －

タペットの間隙
－ － Ａ － － Ａ

致

シリンダヘッド

クランクシャフトの摩耗
－ － － － － Ｍ

弁の摩耗ﾊﾞﾈのへたり
－ － － － － Ｗ

摩耗、へたりがないこと。

－ － － Ｘ
劣化がないこと。

運転に支障のないこと。

ヘッドガスケットの劣化
－ －

水平度
－ － － － － Ｍ

Ｅ Ｅ Ｅ － －
緩み、損傷がないこと。

塗装の剥離や劣化のないこ
と。

機
関
本
体

致

台板 締まり具合、損傷
Ｅ

塗装
－ － Ｅ － － Ｘ

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － Ｓ

異常音のないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
異常及び損傷がないこと。

全
般

ディ－ゼル機関全
般

異常、損傷
Ｅ Ｅ

機種形式

◯
正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

月点検
年
点
検

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果
目視
点検

管理
運転
点検

SDG500S-3A6機器名 自家発電機（ディーゼルエンジン） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 5号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

5　電源設備
5－2　自家発電設備（ディーゼル機関）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

目視交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ
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機種形式

◯
正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

SDG500S-3A6機器名 自家発電機（ディーゼルエンジン） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 5号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

5　電源設備
5－2　自家発電設備（ディーゼル機関）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

目視交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

－ － － － Ｗ
摩耗していないこと。

Ｈ
異常な振動が発生していな
いこと。

致
燃料供給ポンプ 摩耗

－

漏れ（亀裂）がないこと。

振動
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ －

漏れ（亀裂）
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｘ

－ Ａ － － Ａ
気泡がないこと。

Ｅ
漏れがないこと。

致

高圧管 管内エア抜き
－

摩耗していないこと。

漏れ
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ －

致

燃料弁

摩耗
－ － － － － Ｗ

－

－ － Ａ

－ Ｃ － － －
水分、異物がないこと。

噴口詰り、後タレチェック

付着物点検、ペ－パ－タイ
プは2年毎に交換

エレメント
－ － Ｅ － －

Ａ － － Ａ
噴霧テスト噴霧テスト

－

水分チェック

エア抜き

（空気混入、タペット、カム
軸、燃料ラック、吸気弁本体
を含む）エア抜き

－

Ｍ
噴射時期が適切であること。

引っかかりがないこと。

漏れがないこと。

劣化していないこと。

－
異物がないこと。

油量が適切であること。 油ダメ付のみ、2年毎に交換

異物混入
－ － Ｅ － －

燃料濾過器 内部清掃
－

噴射時期
－ － Ｍ － －

－ Ｔ
緩みがないこと。

気泡がないこと。

突始め調整ボルト緩み
－ － Ｔ Ｅ

Ｘ
異物がないこと。

－ － Ａ

油量
Ｅ Ｅ

漏れ
Ｅ Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ

－ － － － Ｗ

Ｅ Ｅ － Ｘ

潤滑油 温度
－ Ｍ

－ Ａ － － Ａ

Ｈ Ｈ Ｈ － Ｈ

性状分析

燃
料
系
統

致

燃料噴射ポンプ ラックの動作、継手
－

性状分析
－ － Ｍ － － Ｍ

潤
滑
油
系
統

気泡がないこと。

プランジャ・吐出し弁劣化
－

劣化していないこと。

防蝕亜鉛の消耗
－ － Ｅ － －

◯

圧力
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ － Ｍ

圧力が正常であること。

（Ｍ） Ｍ － Ｍ
異常な温度上昇がないこと。

腐食（エレメント）
－ － － － － Ｗ

腐食していないこと。

（Ｅ） Ｅ － Ｗ
漏れがないこと。

－ Ａ
ドレン排出 漏水の確認

Ｅ
消耗していないこと。

ドレン
－ － Ａ －

致

潤滑油冷却器 漏れ
Ｅ Ｅ

エレメント
－ － － － － Ｘ

－ Ｃ － － Ｃ
異物がないこと。

劣化（エレメント）
－ － － － － Ｗ

潤滑油濾過器 内部清掃
－

オイルパン内腐食
－ － － － －

－ Ｘ
油量が適切であること。 油交換時はタンク内清掃の

こと。　２年毎に交換

異物がないこと。 ペ－パ－タイプは油交換時
に交換

致

機関オイルパン オイルパン油量
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

振動
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｈ

異常な振動が発生していな
いこと。

Ｅ
腐食していないこと。

（圧力調整弁、電動機含む）

配管漏れ
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

漏れがないこと。

（Ｓ） Ｓ － Ｗ
正常に作動すること。

致

初期潤滑油ポンプ 作動
－ Ｓ

Ｗ
正常に作動すること。

配管漏れ
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

致

内部潤滑油ポンプ

絶縁抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

絶縁劣化していないこと。

異常な振動が発生していな
いこと。

（潤滑油系統含む）

作動
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ －

－ Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｈ
振動

Ｅ
漏れがないこと。
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機種形式

◯
正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

SDG500S-3A6機器名 自家発電機（ディーゼルエンジン） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 5号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

5　電源設備
5－2　自家発電設備（ディーゼル機関）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

目視交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

正常に作動していること。

劣化
－ － Ｅ －

致

停止ソレノイド 作動
－ Ｄ （Ｄ） Ｄ －

（ケ－ブル、切替開閉器、操
作開閉器、補助継電器、限
時継電器、制御電源、配線
用遮断器を含む）

劣化
－ － Ｅ － － Ｅ

劣化していないこと。

Ｅ － Ｗ
正常に作動していること。

－ Ｅ
劣化していないこと。

Ｄ

付属の場合

致

電磁スイッチ 作動
－ Ｅ （Ｅ）

付属の場合

劣化
－ Ｅ Ｅ － － Ｘ

劣化していないこと。

（Ｅ） － － Ｘ
正常に作動していること。

正常に作動していること。

Ｅ － － Ｘ
ブラシの状態確認

劣化していないこと。

予熱栓 作動
－ Ｅ

劣化
－ － Ｅ － － Ｅ

電
気
始
動
系

致

セルモ－タ ブラシの状態
－ －

空気漏れ
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ

漏れがないこと。

Ｗ Ｄ － Ｗ
正常に作動していること。

作動
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｗ

ＴPO始動（エアラン） 全シリンダ

致

停止用エアピストン 作動
－ Ｄ

機関装着後弁棒動き確認

ＴPO始動（エアラン）
－ － Ｄ － － Ｄ

致

始動弁

（Ｅ） Ｅ － Ｘ
正常に作動していること。

始動15分後接続配管にて

作動確認
－ － Ｗ － － Ｗ

正常に作動していること。

（Ｈ） Ｈ － Ｈ
漏れがないこと。

漏れがないこと。

エア漏れ
－ Ｈ

配管腐食
－ － Ｅ －

配管漏れ
－ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

エア漏れ
－ Ｅ Ｅ Ｅ － Ｘ

30k用電磁弁は年点検で分
解

劣化
－ － Ｅ － － Ｘ

劣化していないこと。

Ｅ
漏れがないこと。

配管劣化
－ － Ｅ －

漏れ
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ －

致

電磁弁･減圧弁 作動
－ Ｅ

－ Ｅ
腐食していないこと。

Ｅ
漏れがないこと。

－ Ｗ
正常に作動していること。

不凍液、腐食防止剤を使用
している場合の濃度管理は1
年毎

空
気
始
動
系
統

致

 分配弁･塞止弁・操縦弁 作動
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

－ － Ｍ

水質

冷
却
水
系
統

致

内部冷却水ポンプ

－ Ｅ
劣化していないこと。

水質検査 水質

－ － －

漏れ
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ

漏れがないこと。

（Ｅ） Ｅ － Ｗ
正常に作動していること。温調弁 作動

－ Ｅ

－ Ｅ
空気抜き

Ｗ
劣化していないこと。

空気抜き
Ｅ Ｅ （Ｅ） Ｅ

バルブ劣化
－ － － － －

－ Ｅ
開閉できること。

Ｈ
異常な振動が発生していな
いこと。

バルブ開閉
－ － Ｅ Ｅ

配管振動
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ －

－ Ｗ
腐食していないこと。

Ｅ
漏れがないこと。

配管腐食
－ － － －

摩耗、劣化していないこと。

配管漏れ
Ｅ Ｅ （Ｅ） Ｅ Ｅ

摩耗、劣化
－ － － － － Ｗ

Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｈ
異常な振動が発生していな
いこと。

ドレン排出 多ければ測定

振動
－

ドレン量
－ － Ｅ － － Ｅ

振動
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｈ

異常な振動が発生していな
いこと。

漏れ
Ｅ Ｅ （Ｅ） Ｅ Ｅ Ｅ

漏れがないこと。

－ － Ｅ
腐食していないこと。配管 腐食

－ － Ｅ
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機種形式

◯
正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

SDG500S-3A6機器名 自家発電機（ディーゼルエンジン） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 5号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

5　電源設備
5－2　自家発電設備（ディーゼル機関）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

目視交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

Ｅ
取替部品の確認

電源の確認

取替部品の確認
－ － － － －

電源の確認
－ － － － － Ｅ

－ － － Ｗ
腐食、劣化していないこと。

致

空気冷却器 腐食、劣化
－ －

弁状態の確認
－ － － － － Ｅ

弁状態の確認

－ － － Ｅ
アイソレ－ションの確認

防蝕亜鉛の消耗
－ － Ｅ －

腐食していないこと。

劣化（エレメント）
－ － － － －

作業準備 アイソレ－ションの確認
－ －

ドレン
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ

ドレン排出

漏れがないこと。

Ｘ
傷、緩みがないこと。

ベルト駆動の場合

－ Ｅ
消耗していないこと。

Ｗ
劣化していないこと。

致

清水冷却器 漏れ
－

ファンベルト
Ｅ Ｅ Ｅ － －

－ Ｘ
劣化していないこと。

腐食（エレメント）
－ － － － － Ｗ

Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｗ

ホ－ス劣化
－ － Ｈ －

劣化
－ － Ｅ － －

－ Ｘ
キャップが閉まっていること。

圧力キャップの場合

水量が減っていないこと。

漏れ
－ Ｅ Ｅ Ｅ －

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ － Ｅ

Ｅ
劣化していないこと。

Ｅ
閉塞していないこと。

冷
却
装
置

致

ラジエ－タ 水量

排気口の閉塞
－ － Ｅ － －

－ Ｅ
漏れがないこと。

Ｅ
漏れがないこと。

キャップ耐圧
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

Ｅ
劣化していないこと。

漏れ
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

腐食していないこと。

劣化
－ － Ｅ － －

－ － Ｅ － － Ｅ

Ｅ
漏れがないこと。

ドレン抜き
－ － Ａ －

劣化していないこと。

漏れ
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ －

劣化
－ － Ｅ － － Ｅ

－ Ｅ － － Ｅ
腐食していないこと。

消
音
器
・
排
気
管

致

消音器 腐食
－

致

排気管 腐食

－ Ａ
ドレン排出

Ｅ Ｅ Ｅ － －

－ Ａ
指示値が適切であること。

変動チェック

Ｘ
指示値が適切であること。

回転計指示
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

潤滑油圧力計のゼロ指針
Ｅ Ｅ Ｅ － －

冷却水圧力計指示
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

指示値が適切であること。

排気温度計指示
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ －

－ Ｘ
指示値が適切であること。

Ｘ
指示値が適切であること。

潤滑油圧力計指示
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

冷却水圧力計の零指針

－ Ｅ

Ｅ （Ｅ） Ｅ － Ｅ
指示値が適切であること。

正常に作動していること。

－ Ｘ
指示値が適切であること。

Ｅ
指示値が適切であること。

バラツキチェック

－ －

計
装
機
器

 ゲ－ジ類（温度、圧力、回転他） 冷却水温度計指示
－

速度スイッチ作動
－ Ｅ Ｄ － － Ｘ

Ｅ Ｄ － － Ｘ
正常に作動していること。

潤滑油温度計指示
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

計
装
機
器

致

 センサ類（温度、圧力、流れ） 水温スイッチ作動
－

フロ－スイッチ作動
－

－ Ｘ
正常に作動していること。

Ｘ
正常に作動していること。

空気圧スイッチ作動
－ Ｅ Ｄ －

正常に作動していること。

油圧スイッチ作動
－ Ｅ Ｄ

油温スイッチ作動
－ Ｅ Ｄ － － Ｘ

Ｅ Ｄ － － Ｘ
正常に作動していること。

138/196



機種形式

◯
正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

SDG500S-3A6機器名 自家発電機（ディーゼルエンジン） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 5号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

5　電源設備
5－2　自家発電設備（ディーゼル機関）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

目視交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

Ｅ
ボルト締付力点検 内部点検各部締付の確認

－ － － － －

－ Ｅ
ライナ摺動部状況の確認 内部点検

整備後の運転

Ｅ
注油状況の確認 内部点検

ライナ摺動部状況の確認
－ － － －

注油状況の確認
－ － － － －

－ Ｈ
異常な発熱がないこと。 内部点検

Ｅ
漏れがないこと。

発熱状況の確認
－ － － －

各部漏れなしの確認
－ － － － －

－ Ｄ
摺合運転

Ｄ
低速摺合運転

摺合運転
－ － － －

始動状況確認

低速摺合運転
－ － － － －

LOプライミングポンプ運転

始動状況確認
－ － － － － Ｄ

－ － － － Ａ
タ－ニングエアラン

Ｅ
アイソレ－ション解除の確認

タ－ニングエアラン
－

アイソレ－ション解除の確
認

－ － － － －

－ Ｅ
各部漏れなしの確認

Ａ
始動空気槽の充気

各部漏れなしの確認
－ － － －

注油状況点検

始動空気槽の充気
－ － － － －

ガバナ－リング注油
－ － － － － Ａ

－ － － － Ａ
注油状況点検

Ｅ
油量が適切であること。

整備後の運転準備 タ－ニング装置の注油グ
リスアップ

－

油量が適切であること。

カム・ピストンメタル部の
潤滑油量の確認

－ － － － －

シリンダヘッド内の潤滑
油量の確認

－ － － － － Ｅ

－ － － － Ａ
気泡がないこと。

Ａ
冷却水通水,エア抜き

整備後の運転準備 FO通油、FO噴射ポンプ
のエア抜き

－

芯ずれ・面ぶれが許容値以
内であること。

冷却水通水,エア抜き
－ － － － －

芯出し
－ － － － － Ｍ

－ － － － Ｅ
ボルト締付力点検

－ Ｅ
異物がないこと。

Ｅ
異物がないこと。

クランクケ－スの異物混入確認
－ － － －

注油状況点検

シリンダヘッドの異物混入確認
－ － － － －

動弁装置への注油
－ － － － － Ｅ

－ － － － Ｅ
油量が適切であること。

－ Ｅ
油量が適切であること。

運
転
準
備
及
び
運
転

整備後の確認 デフレクション計測
－

調速機潤滑油量の確認
－

継手部締付状況の確認
－

Ｅ
油量が適切であること。

過給機潤滑油量の確認
－ － － －

油量が適切であること。

ＬＯ補給タンク油量の確認
－ － － － －

－ － － － －

オイルパン油量の確認
－ － － － － Ｅ

－ － － － Ｍ
デフレクション計測

シリンダ安全弁
－ － － －

ピンブッシュ、メタル、ボルト
締付力確認

給・排気弁
－ － － － －

－ Ｗ
弁端隙間、開閉時期

Ｗ
点検、摺合せ

動弁装置
－ － － －

給・排気レバ－

－ － Ｗ
メタル、ボルト締付力確認

Ｈ
元弁閉の確認

－ Ｘ
点検、摺合せ

Ｗ
点検、摺合せ

分解点検･手入れ・組立 主軸受
－

始動空気槽元弁閉の確
認

－ － － － －

－ Ｈ
バルブ閉の確認

分解前作業

代表の主軸受1ヶ所のみ

連接棒
－ － － － － Ｗ

－ －

Ｅ
残油がないこと。

LO・FOタンク弁閉の確認
－ － － －

水抜きの確認

残油なしの確認
－ － － － －

水抜きの確認
－ － － － － Ｅ

－ － － － Ｍ
デフレクション計測デフレクション計測

－
定
期
整
備
作
業
準
備
及
び
組
立
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機種形式

◯
正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

SDG500S-3A6機器名 自家発電機（ディーゼルエンジン） 製造者 AIRMAN 番号（号機） 5号

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

5　電源設備
5－2　自家発電設備（ディーゼル機関）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

目視交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

運転後の確認 潤滑油プライミングポンプ
運転

－

Ｍ
異常な発熱がないこと。

タ－ニングによる燃料ガスの
排出

2回転またはエアラン運転後

クランクケ－ス内軸受
－ － Ｈ Ｈ －

タ－ニングによる燃料ガ
スの排出

－ Ａ Ａ Ａ － Ａ

Ｅ

－ Ｄ － － Ｄ

Ｄ
点検、テスト調整 単独運転にて過速度

－ － Ｄ － －

－ Ｍ
点検、テスト調整

Ｍ
新設時など過去の計測結果
と比べて著しく異ならないこ
と。

運
転
状
況

 保護回路による機関の停止確認 断水

停止時間 － Ｍ （Ｍ） Ｍ －

Ｅ Ｅ － Ｅ
プライミング状況の確認

点検、テスト調整

冷却水温
－ － Ｄ － －

－

－ Ｍ
新設時など過去の計測結果
と比べて著しく異ならないこ
と。

Ｍ
点検、テスト調整

潤滑油圧
－ － Ｄ －

Ｍ 規定値付近であること。

始動時間 － Ｍ （Ｍ） Ｍ

回転速度 － Ｍ （Ｍ） Ｍ －

－ Ｅ
指示値が正常であること。 全シリンダ

Ｈ
異常な発熱がないこと。 各ポンプ軸受部、クランクケ

－ス等

ラック目盛
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ

発熱
－ － （Ｈ） Ｈ －

－ Ｍ
異常な温度上昇がないこと。

Ｍ

異常な温度上昇または全気
筒で温度の異常なバラツキ
がないこと。 ◯

排気温度
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

各気筒排気温度

－ Ｍ （Ｍ） Ｍ －

－ Ｍ
燃料消費量が規定値以下で
あること。

Ｍ
過給機停止所要時間計測

燃料消費量
－ － － －

過給機停止所要時間
－ － （Ｍ） － －

－ Ｍ
異常な温度上昇がないこと。

◯

Ａ
エア溜まりがないか。

冷却水温度
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

冷却水管エア抜き
－ Ａ （Ａ） Ａ －

－ Ｍ
給気圧力に異常のないこと。

Ａ
ドレン状況の確認

給気圧力
－ Ｍ （Ｍ） Ｍ

給気管ドレン抜き
－ Ａ （Ａ） Ａ －

－ Ｅ
ミスト量の確認

Ｅ （Ｅ） Ｅ

異常音がしていないこと。

排気色
－ Ｅ （Ｅ） Ｅ －

－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － Ｓ

運
転
状
況

運転状況 異常音

Ｅ
排気色の確認

ミストの状況
－
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塗装
－

発
電
機

発電機本体
－

－

－ －
緩みがないこと。

著しい汚れや損傷がないこ
と。

スリップリング

温度

振動（速度）

油量

摩耗

荒れ
Ｅ

著しい汚れや損傷がないこ
と。

汚れ
Ｅ

－ － Ｈ
正常に動作すること。

Ｅ Ｅ －

Ｅ Ｅ －

－ －

致

ブラシ 摩耗

押しバネの状態

火花の状況

Ｅ

－

摩耗
Ｅ

－ －－

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ －

装
置
・
機
器

の
特
性

発電機全般 異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ

絶縁抵抗

接地抵抗
－ Ｍ

点検部位 機器コード 点検項目

致

固定子劣化
－

回転子劣化
－

通風装置
－

フレ－ム・ブラケット各部
の変形、錆の有無

Ｅ

カップリング・基礎締付ボ
ルトの緩み

－

－ Ｅ － －

－ Ｍ － －

製造者 AIRMAN 番号（号機） 1号 機種形式 SDG500S-3A6機器名

※1

全
般

Ｘ
塗装の剥離や劣化のないこ
と。

自家発電機（発電機部）

装
置
区
分

Ｅ Ｅ

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ

Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。点検対象外

Ｘ

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締

Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 －

清掃 Ｗ 分解 Ｅ
△

現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。交換

Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

盤にて測定

汚れ、破損がないこと。

Ｍ
基準値以下であること。

Ｓ
異常音がないこと。

摘　　要
定
期
整
備

Ｅ
異常及び損傷がないこと。

Ｓ
異常音のないこと。

点　検　方　法　※2

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

※4

傾
向
管
理

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

判定方法
※3

点検結果

Ｃ 目視

点検実施日

作業責任者

※4　傾　向　管　理

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目

5　電源設備
5－4　自家発電設備（発電機）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分

施工業者名

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準

致
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

致命的な影響のある機器・部品

定格電流値以内であること。

※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

－ －

－ － Ｍ
定格電圧付近であること。

－

端子箱・保護カバ－の取
付状態

Ｈ － － Ｈ

－ Ｅ

Ｍ （Ｍ） － － Ｍ

運転状況

－ － Ｅ

Ｅ

Ｍ （Ｍ）

口出線の劣化、汚れ、損
傷の有無

－ Ｅ

接続部・ケ－ブルヘッド
絶縁処理の状態

－

運
転
状
況

電圧
－

－

端子

電流

Ｅ Ｅ － － Ｅ
著しい荒れがないこと。

Ｅ Ｅ － － Ｘ
集電環が規定寸法以上、荒
損していないこと。

Ｅ Ｅ － － Ｅ
火花の発生がないこと。

－ Ｈ

Ｅ Ｃ － － Ｃ
著しい汚れがないこと。

－ Ｈ － － Ｈ
緩みがないこと。

◯

指定の油面であること。油漏
れがないこと。

－ Ｘ

異常な振動がないこと。
－ Ｍ

規定寸法以上に摩耗してい
ないこと。

規定寸法以上に摩耗してい
ないこと。

－ Ｘ

Ｍ

－

－ － Ｅ － － Ｅ

－

センサ類 温度スイッチ

温度計等付属品の取付
状態

致

軸受
Ｈ （Ｍ）

－ Ｍ （Ｍ）

Ｅ

－ － －

異常な温度上昇がないこと。

－

－ － Ｍ

3KV以上の発電機

緩みがないこと。

－ Ｄ － － Ｘ
温度上昇に応じ動作が正常
なこと。

－ － － － Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

Ｅ Ｅ － － Ｅ
著しい汚れがないこと。

Ｅ Ｅ － － Ｅ
著しい変形や腐食がないこ
と。

絶縁診断
－

－

保護カバ－通風口の状
態

Ｅ

塵埃、油等の付着の有無
Ｅ

Ｗ
汚れ、破損がないこと。

－ －
汚れ、破損がないこと。

－ － － － Ｗ

－ Ｗ

Ｅ Ｅ － － Ｅ
変形や目詰まりがないこと。

－

－ － － －
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施工業者名 作業責任者

5　電源設備
5－4　自家発電設備（発電機）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ 目視

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ 交換

Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 －

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締

点検対象外

機器名 自家発電機（発電機部） 製造者 AIRMAN 番号（号機）

Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。

2号 機種形式 SDG500S-3A6

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

全
般

発電機全般 異常、損傷
Ｅ Ｅ

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － Ｓ

異常音のないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
異常及び損傷がないこと。

塗装
－ － Ｅ － － Ｘ

塗装の剥離や劣化のないこ
と。

発
電
機

致

発電機本体 絶縁抵抗
－

盤にて測定

接地抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

－ Ｍ － － Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

固定子劣化
－ － － －

基準値以下であること。

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ －

－ Ｗ
汚れ、破損がないこと。

Ｓ
異常音がないこと。

通風装置
－ － － －

回転子劣化
－ － － －

－ Ｗ
汚れ、破損がないこと。

Ｗ
汚れ、破損がないこと。

－

カップリング・基礎締付ボ
ルトの緩み

－ － Ｈ －

フレ－ム・ブラケット各部
の変形、錆の有無

Ｅ Ｅ Ｅ －

－ Ｈ
緩みがないこと。

Ｅ
著しい変形や腐食がないこ
と。

－

塵埃、油等の付着の有無
Ｅ Ｅ Ｅ －

保護カバ－通風口の状
態

Ｅ Ｅ Ｅ －

－ Ｅ
著しい汚れがないこと。

Ｅ
変形や目詰まりがないこと。

－

Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

3KV以上の発電機

センサ類 温度スイッチ
－

絶縁診断
－ － － － －

温度計等付属品の取付
状態

－ － Ｅ － － Ｅ

－ Ｄ － － Ｘ
温度上昇に応じ動作が正常
なこと。

緩みがないこと。

致

軸受 温度
－ Ｈ

振動（速度）
－ Ｍ （Ｍ） － － Ｍ

異常な振動がないこと。

（Ｍ） － － Ｍ
異常な温度上昇がないこと。

◯

油量
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｘ

指定の油面であること。油漏
れがないこと。

摩耗
－ － － － － Ｍ

規定寸法以上に摩耗してい
ないこと。

致

ブラシ 摩耗
Ｅ

押しバネの状態
－ － Ｈ － － Ｈ

Ｅ Ｅ － － Ｘ
規定寸法以上に摩耗してい
ないこと。

正常に動作すること。

火花の状況
－ Ｅ Ｅ － － Ｅ

火花の発生がないこと。

スリップリング 摩耗
Ｅ

荒れ
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

Ｅ Ｅ － － Ｘ
集電環が規定寸法以上、荒
損していないこと。

著しい荒れがないこと。

汚れ
Ｅ Ｅ Ｃ － － Ｃ

著しい汚れがないこと。

端子 口出線の劣化、汚れ、損
傷の有無

－

端子箱・保護カバ－の取
付状態

－ － Ｈ － － Ｈ

－ Ｅ － － Ｅ
著しい汚れや損傷がないこ
と。

緩みがないこと。

接続部・ケ－ブルヘッド
絶縁処理の状態

－ － Ｅ － － Ｅ
著しい汚れや損傷がないこ
と。

運
転
状
況

運転状況 電圧 定格電圧付近であること。

電流
－ Ｍ

－ Ｍ （Ｍ） － － Ｍ

（Ｍ） － － Ｍ
定格電流値以内であること。
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施工業者名 作業責任者

5　電源設備
5－4　自家発電設備（発電機）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ 目視

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ 交換

Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 －

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締

点検対象外

機器名 自家発電機（発電機部） 製造者 AIRMAN 番号（号機）

Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。

3号 機種形式 SDG500S-3A6

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

全
般

発電機全般 異常、損傷
Ｅ Ｅ

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － Ｓ

異常音のないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
異常及び損傷がないこと。

塗装
－ － Ｅ － － Ｘ

塗装の剥離や劣化のないこ
と。

発
電
機

致

発電機本体 絶縁抵抗
－

盤にて測定

接地抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

－ Ｍ － － Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

固定子劣化
－ － － －

基準値以下であること。

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ －

－ Ｗ
汚れ、破損がないこと。

Ｓ
異常音がないこと。

通風装置
－ － － －

回転子劣化
－ － － －

－ Ｗ
汚れ、破損がないこと。

Ｗ
汚れ、破損がないこと。

－

カップリング・基礎締付ボ
ルトの緩み

－ － Ｈ －

フレ－ム・ブラケット各部
の変形、錆の有無

Ｅ Ｅ Ｅ －

－ Ｈ
緩みがないこと。

Ｅ
著しい変形や腐食がないこ
と。

－

塵埃、油等の付着の有無
Ｅ Ｅ Ｅ －

保護カバ－通風口の状
態

Ｅ Ｅ Ｅ －

－ Ｅ
著しい汚れがないこと。

Ｅ
変形や目詰まりがないこと。

－

Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

3KV以上の発電機

センサ類 温度スイッチ
－

絶縁診断
－ － － － －

温度計等付属品の取付
状態

－ － Ｅ － － Ｅ

－ Ｄ － － Ｘ
温度上昇に応じ動作が正常
なこと。

緩みがないこと。

致

軸受 温度
－ Ｈ

振動（速度）
－ Ｍ （Ｍ） － － Ｍ

異常な振動がないこと。

（Ｍ） － － Ｍ
異常な温度上昇がないこと。

◯

油量
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｘ

指定の油面であること。油漏
れがないこと。

摩耗
－ － － － － Ｍ

規定寸法以上に摩耗してい
ないこと。

致

ブラシ 摩耗
Ｅ

押しバネの状態
－ － Ｈ － － Ｈ

Ｅ Ｅ － － Ｘ
規定寸法以上に摩耗してい
ないこと。

正常に動作すること。

火花の状況
－ Ｅ Ｅ － － Ｅ

火花の発生がないこと。

スリップリング 摩耗
Ｅ

荒れ
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

Ｅ Ｅ － － Ｘ
集電環が規定寸法以上、荒
損していないこと。

著しい荒れがないこと。

汚れ
Ｅ Ｅ Ｃ － － Ｃ

著しい汚れがないこと。

端子 口出線の劣化、汚れ、損
傷の有無

－

端子箱・保護カバ－の取
付状態

－ － Ｈ － － Ｈ

－ Ｅ － － Ｅ
著しい汚れや損傷がないこ
と。

緩みがないこと。

接続部・ケ－ブルヘッド
絶縁処理の状態

－ － Ｅ － － Ｅ
著しい汚れや損傷がないこ
と。

運
転
状
況

運転状況 電圧 定格電圧付近であること。

電流
－ Ｍ

－ Ｍ （Ｍ） － － Ｍ

（Ｍ） － － Ｍ
定格電流値以内であること。
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施工業者名 作業責任者

5　電源設備
5－4　自家発電設備（発電機）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ 目視

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ 交換

Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 －

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締

点検対象外

機器名 自家発電機（発電機部） 製造者 AIRMAN 番号（号機）

Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。

4号 機種形式 SDG500S-3A6

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

全
般

発電機全般 異常、損傷
Ｅ Ｅ

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － Ｓ

異常音のないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
異常及び損傷がないこと。

塗装
－ － Ｅ － － Ｘ

塗装の剥離や劣化のないこ
と。

発
電
機

致

発電機本体 絶縁抵抗
－

盤にて測定

接地抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

－ Ｍ － － Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

固定子劣化
－ － － －

基準値以下であること。

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ －

－ Ｗ
汚れ、破損がないこと。

Ｓ
異常音がないこと。

通風装置
－ － － －

回転子劣化
－ － － －

－ Ｗ
汚れ、破損がないこと。

Ｗ
汚れ、破損がないこと。

－

カップリング・基礎締付ボ
ルトの緩み

－ － Ｈ －

フレ－ム・ブラケット各部
の変形、錆の有無

Ｅ Ｅ Ｅ －

－ Ｈ
緩みがないこと。

Ｅ
著しい変形や腐食がないこ
と。

－

塵埃、油等の付着の有無
Ｅ Ｅ Ｅ －

保護カバ－通風口の状
態

Ｅ Ｅ Ｅ －

－ Ｅ
著しい汚れがないこと。

Ｅ
変形や目詰まりがないこと。

－

Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

3KV以上の発電機

センサ類 温度スイッチ
－

絶縁診断
－ － － － －

温度計等付属品の取付
状態

－ － Ｅ － － Ｅ

－ Ｄ － － Ｘ
温度上昇に応じ動作が正常
なこと。

緩みがないこと。

致

軸受 温度
－ Ｈ

振動（速度）
－ Ｍ （Ｍ） － － Ｍ

異常な振動がないこと。

（Ｍ） － － Ｍ
異常な温度上昇がないこと。

◯

油量
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｘ

指定の油面であること。油漏
れがないこと。

摩耗
－ － － － － Ｍ

規定寸法以上に摩耗してい
ないこと。

致

ブラシ 摩耗
Ｅ

押しバネの状態
－ － Ｈ － － Ｈ

Ｅ Ｅ － － Ｘ
規定寸法以上に摩耗してい
ないこと。

正常に動作すること。

火花の状況
－ Ｅ Ｅ － － Ｅ

火花の発生がないこと。

スリップリング 摩耗
Ｅ

荒れ
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

Ｅ Ｅ － － Ｘ
集電環が規定寸法以上、荒
損していないこと。

著しい荒れがないこと。

汚れ
Ｅ Ｅ Ｃ － － Ｃ

著しい汚れがないこと。

端子 口出線の劣化、汚れ、損
傷の有無

－

端子箱・保護カバ－の取
付状態

－ － Ｈ － － Ｈ

－ Ｅ － － Ｅ
著しい汚れや損傷がないこ
と。

緩みがないこと。

接続部・ケ－ブルヘッド
絶縁処理の状態

－ － Ｅ － － Ｅ
著しい汚れや損傷がないこ
と。

運
転
状
況

運転状況 電圧 定格電圧付近であること。

電流
－ Ｍ

－ Ｍ （Ｍ） － － Ｍ

（Ｍ） － － Ｍ
定格電流値以内であること。

144/196



施工業者名 作業責任者

5　電源設備
5－4　自家発電設備（発電機）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ 目視

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ 交換

Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 －

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締

点検対象外

機器名 自家発電機（発電機部） 製造者 AIRMAN 番号（号機）

Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。

5号 機種形式 SDG500S-3A6

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

全
般

発電機全般 異常、損傷
Ｅ Ｅ

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － Ｓ

異常音のないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
異常及び損傷がないこと。

塗装
－ － Ｅ － － Ｘ

塗装の剥離や劣化のないこ
と。

発
電
機

致

発電機本体 絶縁抵抗
－

盤にて測定

接地抵抗
－ － Ｍ － － Ｍ

－ Ｍ － － Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

固定子劣化
－ － － －

基準値以下であること。

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ －

－ Ｗ
汚れ、破損がないこと。

Ｓ
異常音がないこと。

通風装置
－ － － －

回転子劣化
－ － － －

－ Ｗ
汚れ、破損がないこと。

Ｗ
汚れ、破損がないこと。

－

カップリング・基礎締付ボ
ルトの緩み

－ － Ｈ －

フレ－ム・ブラケット各部
の変形、錆の有無

Ｅ Ｅ Ｅ －

－ Ｈ
緩みがないこと。

Ｅ
著しい変形や腐食がないこ
と。

－

塵埃、油等の付着の有無
Ｅ Ｅ Ｅ －

保護カバ－通風口の状
態

Ｅ Ｅ Ｅ －

－ Ｅ
著しい汚れがないこと。

Ｅ
変形や目詰まりがないこと。

－

Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

3KV以上の発電機

センサ類 温度スイッチ
－

絶縁診断
－ － － － －

温度計等付属品の取付
状態

－ － Ｅ － － Ｅ

－ Ｄ － － Ｘ
温度上昇に応じ動作が正常
なこと。

緩みがないこと。

致

軸受 温度
－ Ｈ

振動（速度）
－ Ｍ （Ｍ） － － Ｍ

異常な振動がないこと。

（Ｍ） － － Ｍ
異常な温度上昇がないこと。

◯

油量
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｘ

指定の油面であること。油漏
れがないこと。

摩耗
－ － － － － Ｍ

規定寸法以上に摩耗してい
ないこと。

致

ブラシ 摩耗
Ｅ

押しバネの状態
－ － Ｈ － － Ｈ

Ｅ Ｅ － － Ｘ
規定寸法以上に摩耗してい
ないこと。

正常に動作すること。

火花の状況
－ Ｅ Ｅ － － Ｅ

火花の発生がないこと。

スリップリング 摩耗
Ｅ

荒れ
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

Ｅ Ｅ － － Ｘ
集電環が規定寸法以上、荒
損していないこと。

著しい荒れがないこと。

汚れ
Ｅ Ｅ Ｃ － － Ｃ

著しい汚れがないこと。

端子 口出線の劣化、汚れ、損
傷の有無

－

端子箱・保護カバ－の取
付状態

－ － Ｈ － － Ｈ

－ Ｅ － － Ｅ
著しい汚れや損傷がないこ
と。

緩みがないこと。

接続部・ケ－ブルヘッド
絶縁処理の状態

－ － Ｅ － － Ｅ
著しい汚れや損傷がないこ
と。

運
転
状
況

運転状況 電圧 定格電圧付近であること。

電流
－ Ｍ

－ Ｍ （Ｍ） － － Ｍ

（Ｍ） － － Ｍ
定格電流値以内であること。

145/196



腐食、亀裂、損傷がないこ
と。

規定値以上であること。

異常がないこと。

損傷、腐食がないこと。

異常がないこと。

規定値以上であること。

離隔が保たれていること。

異常がないこと。

脱落がないこと。

－ Ｅ － － Ｅ

－ Ｈ － － Ｈ

－ Ｅ － － Ｅ

玉碍子の破損
－ － Ｅ － － Ｅ

－ Ｅ － － Ｅ－

腕金発錆、変形、腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

Ｅ Ｅ

摘　　要
傾
向
管
理

Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 －

低圧受電盤・電源切替盤

装
置
区
分

正常に動作すること。

異常及び損傷がないこと。

装
置
・
機
器

の
特
性

受電設備全般

異常、損傷
Ｅ

調整 Ｍ 測定 Ｔ

機器名

※1

全
般

運
転
時
点
検

Ｄ

ＥＥ Ｅ

－ Ｅ －

動作確認
－ Ｄ Ｄ

点検部位 機器コード 点検項目

－

脱落がないこと。

緩みがないこと。

破損がないこと。

－ Ｘ
塗装の剥離や劣化がないこ
と。

汚れ、ひび割れがないこと。
－ Ｅ － － Ｅ

判定方法
※3

点検結果

定期点検
定
期
整
備

臨
時
点
検

－ Ｄ

製造者 荏原電産 番号（号機） － 機種形式 －

点　検　方　法　※2 ※4

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準

致
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

分解 Ｅ

増締 Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。点検対象外

致命的な影響のある機器・部品

※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）
△

現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ 交換 Ｃ 目視清掃 Ｗ

Ａ

5　電源設備
5－7　受変電設備（低圧受変電）

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分

施工業者名

零点、指示値が正しいこと。

点検実施日

作業責任者

※4　傾　向　管　理

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目

傾斜がないこと。

発錆、変形、腐食がないこ
と。

汚れ、ひび割れがないこと。

異常がないこと。

異常がないこと。

異常がないこと。

脱落がないこと。

異常がないこと。

零点にズレがないこと。

異常がないこと。

異常がないこと。

規定値以上であること。

規定値以内であること。

動作に異常がないこと。

異常がないこと。

異常がないこと。

緩みがないこと。

－

計器校正
－

計器・切換開閉器

操作機構

機器取付状態、配線状
態

主回路導体の状態

配線端子符号の脱落

ケーブル端子の状態

警報装置の異常

－

－

－

－

Ｅ

－

－

－

－

－

露出部の腐食、亀裂、
損傷

絶縁抵抗

－

－

汚れ、ひび割れ

傾斜

碍子の汚れ、ひび割れ
－

支持クリップの脱落
－

支持の緩み
－

－

－

－

－

配
電
設
備

致

低圧配電盤（共通）

塗装

盤面の状態

扉の開閉施錠

メータの零点

表示灯点灯状態

接続部

絶縁抵抗

接地抵抗

保護継電器の動作

受
電
部

引込柱

致

ケーブル

電線・支持物

－ Ｈ

－ Ｅ

－ Ｈ －

電線の高さ及び他工作
物と樹木との離隔距離

標識・保護柵の状況

支線グリップの脱落

電柱・腕木・碍子・支線
保護柵等の損傷、腐食

電線の碍子捕縛状況

絶縁抵抗

－

－

－

Ｅ

Ｅ

－ Ｅ

Ｅ

（Ｅ） Ｅ

Ｅ Ｅ － － Ｅ

Ｄ

－ Ｅ －

Ｅ －

－ Ｄ

－ Ｅ

－ Ｅ

Ｄ －

－

－ Ｅ － －

－

－ Ｅ

－

－ Ａ

Ｅ Ｅ

Ｅ

－ Ｈ －

－ Ｅ Ｅ

Ｈ Ｈ

Ｅ

－ Ｅ －

－ Ｄ

－ Ａ

－ －Ｍ Ｍ－

－ Ｄ －

－ Ｍ － － Ｍ

Ｅ

－

Ｅ － － Ｅ

－

－ Ｅ － －

－ －

Ｅ

Ｍ Ｍ

－ Ｅ Ｅ

Ｅ

－ Ｍ － － Ｍ

－ Ｅ － － Ｅ

－ －

－ Ｅ － － Ｅ

－ Ｅ － － Ｅ

－

－ Ｅ Ｅ－ －
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－ － Ｅ － － Ｍ
異常な摩耗がないこと。

支障となる腐食，損傷がない
こと。

支障となる腐食，損傷がない
こと。

Ｅ Ｅ

Ｅ Ｅ Ｅ

Ｅ Ｅ

Ｅ

－ － Ｅ － － Ｅ
スクリュー部又は摺動レール
部に錆がないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ － Ｅ Ｅ

レーキガイドからローラが外
れたりスクリーンバーとの噛
合が乱れたりしていないこ
と。

－ － Ｅ － Ｅ Ｅ 支障となる損傷がないこと。

－ － Ｅ － － Ｅ
滑らかに作動すること。

－ － Ａ － － Ａ
チェーンにたるみがないこ
と。伸びは許容値以下である
こと。

－ － Ｅ － － Ｍ 異常な摩耗がないこと。

－ － Ｅ － － Ｅ
異常な曲がりがないこと。

－ － Ｅ － Ｅ Ｅ
支障となる損傷がないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ ＥＥ

－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － －

動作確認 Ｓ 聴診 －

除塵機

装
置
区
分

支障となる変形、損傷がない
こと。

－ Ｘ

腐食
Ｅ Ｅ Ｅ － Ｅ

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

装
置
・
機
器

の
特
性

除塵機全般

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

機器名

※1

全
般

ス
ク
リ
ー

ン

致

運
転
時
点
検

臨
時
点
検

Ｄ －

Ｅ Ｅ

スクリーン
Ｅ Ｅ Ｅ －

－

Ｅ Ｅ

製造者 （株）豊国エンジニアリング 番号（号機）

支障となる腐食がないこと。

異常音のないこと。

塗装の剥離や劣化のないこ
と。

異常及び損傷がないこと。

はがれ，割れ，ふくれがない
こと。

動作確認
－ Ｄ Ｄ

点検部位 機器コード 点検項目 判定方法
※3

点検結果

定期点検
定
期
整
備

正常に動作すること。
Ｄ

Ｅ

摘　　要
傾
向
管
理

1号 機種形式 背面降下前面掻上式

点　検　方　法　※2 ※4

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

分解 Ｅ

増締 Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。点検対象外

致命的な影響のある機器・部品

※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）
△

現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ 交換 Ｃ 目視清掃 Ｗ

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ

Ｄ

点検実施日

作業責任者

※4　傾　向　管　理

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目

6　除塵設備
6－1　除塵機

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分

施工業者名

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準

致
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

除
塵
機

全般

振動（速度）

伸び

摩耗

損傷

軸受温度

致

フレーム温度

軸受温度

接地抵抗

電流値

致

伝動チェーン・ス
プロケット

給油

摩耗

伸び

屈曲

損傷

致

チェーン・スプロケット

塗装

変形、損傷

作動

摩耗

腐食、損傷

腐食

異常、損傷

作動

腐食、損傷

異常音

異常音

塗装

致

減速機

異常、損傷

潤滑油量

油漏れ

除
塵
機

致

スクリューテークアップ

致

レーキ及びローラ

リミットスイッチ

致
フレーム

致
その他構造材

－ － Ｅ － －

－ Ｅ （Ｄ） － － Ｘ
確実に作動すること。

Ｅ Ｅ

Ｅ Ｅ

Ｍ
異常な摩耗がないこと。

－ Ａ
チェーンにたるみがないこ
と。伸びは許容値以下である
こと。

定格電流値以下であること。

Ｓ

－ － Ａ
油が供給されていること。油
の劣化がないこと。

－ Ｓ

電動機

－ － Ａ －

異常な振動がないこと。

異常音がないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ

（Ｓ） Ｓ －

－ Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｍ
異常な振動がないこと。

振動（速度）

絶縁抵抗
－ Ｍ － － Ｍ－

－ － Ｍ － － Ｍ

－ Ｈ （Ｍ） Ｈ － Ｍ

－ Ｍ （Ｍ） Ｍ － Ｍ

基準値以下に低下していな
いこと。

基準値以下であること。

Ｅ
油漏れがないこと。

－ Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｍ
異常な発熱がないこと。

Ｅ Ｅ Ｅ － －

－ －
適正な油量であること。

－ － Ｅ － － Ｘ

Ｅ ＸＥ Ｅ

－ Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｍ
異常な発熱がないこと。

－ Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｍ
異常な発熱がないこと。
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作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

6　除塵設備
6－1　除塵機

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

機種形式 背面降下前面掻上式

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 除塵機 製造者 （株）豊国エンジニアリング 番号（号機） 2号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

全
般

除塵機全般 動作確認
－ Ｄ

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

Ｄ Ｄ － Ｄ
正常に動作すること。

ス
ク
リ
ー

ン

致

スクリーン 塗装
Ｅ Ｅ

腐食
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

支障となる腐食がないこと。

Ｅ － － Ｘ
はがれ，割れ，ふくれがない
こと。

変形、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

支障となる変形、損傷がない
こと。

除
塵
機

全般 異常、損傷
Ｅ

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － －

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
異常及び損傷がないこと。

異常音のないこと。

塗装
－ － Ｅ － － Ｘ

塗装の剥離や劣化のないこ
と。

致

減速機 潤滑油量
Ｅ

油漏れ
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

Ｅ Ｅ － － Ｘ
適正な油量であること。

振動（速度）
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ

油漏れがないこと。

軸受温度
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ －

－ Ｍ
異常な振動がないこと。

Ｍ
異常な発熱がないこと。

－ － Ｍ

軸受温度
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｍ

異常な発熱がないこと。

（Ｈ） Ｈ － Ｍ
異常な発熱がないこと。フレーム温度

－ Ｈ

異常な振動がないこと。

絶縁抵抗
－ － Ｍ － －

振動（速度）
－ Ｈ （Ｍ） Ｈ － Ｍ

基準値以下であること。

Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － Ｓ

異常音がないこと。

（Ｍ） Ｍ － Ｍ
定格電流値以下であること。電流値

－ Ｍ

致

伝動チェーン・ス
プロケット

給油
Ｅ Ｅ Ｅ

致

電動機

伸び
－ － Ａ

損傷
－ － Ｅ

接地抵抗
－ － Ｍ

屈曲
－

摩耗
－ － Ｅ － － Ｍ

異常な摩耗がないこと。

－ － Ａ
油が供給されていること。油
の劣化がないこと。

－ Ｅ － － Ｅ
異常な曲がりがないこと。

－ Ｅ Ｅ
支障となる損傷がないこと。

－ － Ａ
チェーンにたるみがないこ
と。伸びは許容値以下である
こと。

致

チェーン・スプロケット 伸び
－ － Ａ

損傷 － － Ｅ

摩耗 － － Ｅ － － Ｍ 異常な摩耗がないこと。

－ － Ａ
チェーンにたるみがないこ
と。伸びは許容値以下である
こと。

－ Ｅ Ｅ 支障となる損傷がないこと。

除
塵
機

致

スクリューテークアップ 作動
－ －

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

Ｅ － － Ｅ
滑らかに作動すること。

スクリュー部又は摺動レール
部に錆がないこと。

致

レーキ及びローラ 異常、損傷

Ｅ Ｅ Ｅ

摩耗
－ － Ｅ － － Ｍ

異常な摩耗がないこと。

－ Ｅ Ｅ

レーキガイドからローラが外
れたりスクリーンバーとの噛
合が乱れたりしていないこ
と。

リミットスイッチ
作動 － Ｅ （Ｄ） － － Ｘ

確実に作動すること。

Ｅ Ｅ
支障となる腐食，損傷がない
こと。

致
フレーム

腐食、損傷 Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
支障となる腐食，損傷がない
こと。

致
その他構造材

腐食、損傷 Ｅ Ｅ
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作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

6　除塵設備
6－1　除塵機

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じないと
数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

機種形式 背面降下前面掻上式

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 除塵機 製造者 （株）豊国エンジニアリング 番号（号機） 3号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

全
般

除塵機全般 動作確認
－ Ｄ

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

Ｄ Ｄ － Ｄ
正常に動作すること。

ス
ク
リ
ー

ン

致

スクリーン 塗装
Ｅ Ｅ

腐食
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

支障となる腐食がないこと。

Ｅ － － Ｘ
はがれ，割れ，ふくれがない
こと。

変形、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

支障となる変形、損傷がない
こと。

除
塵
機

全般 異常、損傷
Ｅ

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － －

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
異常及び損傷がないこと。

異常音のないこと。

塗装
－ － Ｅ － － Ｘ

塗装の剥離や劣化のないこ
と。

致

減速機 潤滑油量
Ｅ

油漏れ
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

Ｅ Ｅ － － Ｘ
適正な油量であること。

振動（速度）
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ

油漏れがないこと。

軸受温度
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ －

－ Ｍ
異常な振動がないこと。

Ｍ
異常な発熱がないこと。

－ － Ｍ

軸受温度
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｍ

異常な発熱がないこと。

（Ｈ） Ｈ － Ｍ
異常な発熱がないこと。フレーム温度

－ Ｈ

異常な振動がないこと。

絶縁抵抗
－ － Ｍ － －

振動（速度）
－ Ｈ （Ｍ） Ｈ － Ｍ

基準値以下であること。

Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － Ｓ

異常音がないこと。

（Ｍ） Ｍ － Ｍ
定格電流値以下であること。電流値

－ Ｍ

致

伝動チェーン・ス
プロケット

給油
Ｅ Ｅ Ｅ

致

電動機

伸び

－ － Ａ

損傷
－ － Ｅ

接地抵抗
－ － Ｍ

屈曲
－

摩耗
－ － Ｅ － － Ｍ

異常な摩耗がないこと。

－ － Ａ
油が供給されていること。油
の劣化がないこと。

－ Ｅ － － Ｅ
異常な曲がりがないこと。

－ Ｅ Ｅ
支障となる損傷がないこと。

－ － Ａ

チェーンにたるみがないこ
と。伸びは許容値以下である
こと。

致

チェーン・スプロケット 伸び
－ － Ａ

損傷 － － Ｅ

摩耗 － － Ｅ － － Ｍ 異常な摩耗がないこと。

－ － Ａ
チェーンにたるみがないこ
と。伸びは許容値以下である
こと。

－ Ｅ Ｅ 支障となる損傷がないこと。

除
塵
機

致

スクリューテークアップ 作動
－ －

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

Ｅ － － Ｅ
滑らかに作動すること。

スクリュー部又は摺動レール
部に錆がないこと。

致

レーキ及びローラ 異常、損傷

Ｅ Ｅ Ｅ

摩耗
－ － Ｅ － － Ｍ

異常な摩耗がないこと。

－ Ｅ Ｅ

レーキガイドからローラが外
れたりスクリーンバーとの噛
合が乱れたりしていないこ
と。

リミットスイッチ
作動 － Ｅ （Ｄ） － － Ｘ

確実に作動すること。

Ｅ Ｅ
支障となる腐食，損傷がない
こと。

致
フレーム

腐食、損傷 Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
支障となる腐食，損傷がない
こと。

致
その他構造材

腐食、損傷 Ｅ Ｅ
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作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

6　除塵設備
6－1　除塵機

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

機種形式 背面降下前面掻上式

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 除塵機 製造者 （株）豊国エンジニアリング 番号（号機） 4号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

全
般

除塵機全般 動作確認
－ Ｄ

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

Ｄ Ｄ － Ｄ
正常に動作すること。

ス
ク
リ
ー

ン

致

スクリーン 塗装
Ｅ Ｅ

腐食
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

支障となる腐食がないこと。

Ｅ － － Ｘ
はがれ，割れ，ふくれがない
こと。

変形、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

支障となる変形、損傷がない
こと。

除
塵
機

全般 異常、損傷
Ｅ

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － －

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
異常及び損傷がないこと。

異常音のないこと。

塗装
－ － Ｅ － － Ｘ

塗装の剥離や劣化のないこ
と。

致

減速機 潤滑油量
Ｅ

油漏れ
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

Ｅ Ｅ － － Ｘ
適正な油量であること。

振動（速度）
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ

油漏れがないこと。

軸受温度
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ －

－ Ｍ
異常な振動がないこと。

Ｍ
異常な発熱がないこと。

－ － Ｍ

軸受温度
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｍ

異常な発熱がないこと。

（Ｈ） Ｈ － Ｍ
異常な発熱がないこと。フレーム温度

－ Ｈ

異常な振動がないこと。

絶縁抵抗
－ － Ｍ － －

振動（速度）
－ Ｈ （Ｍ） Ｈ － Ｍ

基準値以下であること。

Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － Ｓ

異常音がないこと。

（Ｍ） Ｍ － Ｍ
定格電流値以下であること。電流値

－ Ｍ

致

伝動チェーン・ス
プロケット

給油
Ｅ Ｅ Ｅ

致

電動機

伸び
－ － Ａ

損傷
－ － Ｅ

接地抵抗
－ － Ｍ

屈曲
－

摩耗
－ － Ｅ － － Ｍ

異常な摩耗がないこと。

－ － Ａ
油が供給されていること。油
の劣化がないこと。

－ Ｅ － － Ｅ
異常な曲がりがないこと。

－ Ｅ Ｅ
支障となる損傷がないこと。

－ － Ａ
チェーンにたるみがないこ
と。伸びは許容値以下である
こと。

致

チェーン・スプロケット 伸び
－ － Ａ

損傷 － － Ｅ

摩耗 － － Ｅ － － Ｍ 異常な摩耗がないこと。

－ － Ａ
チェーンにたるみがないこ
と。伸びは許容値以下である
こと。

－ Ｅ Ｅ 支障となる損傷がないこと。

除
塵
機

致

スクリューテークアップ 作動
－ －

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

Ｅ － － Ｅ
滑らかに作動すること。

スクリュー部又は摺動レール
部に錆がないこと。

致

レーキ及びローラ 異常、損傷

Ｅ Ｅ Ｅ

摩耗
－ － Ｅ － － Ｍ

異常な摩耗がないこと。

－ Ｅ Ｅ

レーキガイドからローラが外
れたりスクリーンバーとの噛
合が乱れたりしていないこ
と。

リミットスイッチ
作動 － Ｅ （Ｄ） － － Ｘ

確実に作動すること。

Ｅ Ｅ
支障となる腐食，損傷がない
こと。

致
フレーム

腐食、損傷 Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
支障となる腐食，損傷がない
こと。

致
その他構造材

腐食、損傷 Ｅ Ｅ
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作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

6　除塵設備
6－1　除塵機

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

機種形式 背面降下前面掻上式

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 除塵機 製造者 （株）豊国エンジニアリング 番号（号機） 5号

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

全
般

除塵機全般 動作確認
－ Ｄ

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

Ｄ Ｄ － Ｄ
正常に動作すること。

ス
ク
リ
ー

ン

致

スクリーン 塗装
Ｅ Ｅ

腐食
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

支障となる腐食がないこと。

Ｅ － － Ｘ
はがれ，割れ，ふくれがない
こと。

変形、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

支障となる変形、損傷がない
こと。

除
塵
機

全般 異常、損傷
Ｅ

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － －

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
異常及び損傷がないこと。

異常音のないこと。

塗装
－ － Ｅ － － Ｘ

塗装の剥離や劣化のないこ
と。

致

減速機 潤滑油量
Ｅ

油漏れ
Ｅ Ｅ Ｅ － － Ｅ

Ｅ Ｅ － － Ｘ
適正な油量であること。

振動（速度）
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ

油漏れがないこと。

軸受温度
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ －

－ Ｍ
異常な振動がないこと。

Ｍ
異常な発熱がないこと。

－ － Ｍ

軸受温度
－ Ｈ （Ｈ） Ｈ － Ｍ

異常な発熱がないこと。

（Ｈ） Ｈ － Ｍ
異常な発熱がないこと。フレーム温度

－ Ｈ

異常な振動がないこと。

絶縁抵抗
－ － Ｍ － －

振動（速度）
－ Ｈ （Ｍ） Ｈ － Ｍ

基準値以下であること。

Ｍ
基準値以下に低下していな
いこと。

異常音
－ Ｓ （Ｓ） Ｓ － Ｓ

異常音がないこと。

（Ｍ） Ｍ － Ｍ
定格電流値以下であること。電流値

－ Ｍ

致

伝動チェーン・ス
プロケット

給油
Ｅ Ｅ Ｅ

致

電動機

伸び
－ － Ａ

損傷
－ － Ｅ

接地抵抗
－ － Ｍ

屈曲
－

摩耗
－ － Ｅ － － Ｍ

異常な摩耗がないこと。

－ － Ａ
油が供給されていること。油
の劣化がないこと。

－ Ｅ － － Ｅ
異常な曲がりがないこと。

－ Ｅ Ｅ
支障となる損傷がないこと。

－ － Ａ
チェーンにたるみがないこ
と。伸びは許容値以下である
こと。

致

チェーン・スプロケット 伸び
－ － Ａ

損傷 － － Ｅ

摩耗 － － Ｅ － － Ｍ 異常な摩耗がないこと。

－ － Ａ
チェーンにたるみがないこ
と。伸びは許容値以下である
こと。

－ Ｅ Ｅ 支障となる損傷がないこと。

除
塵
機

致

スクリューテークアップ 作動
－ －

腐食
－ － Ｅ － － Ｅ

Ｅ － － Ｅ
滑らかに作動すること。

スクリュー部又は摺動レール
部に錆がないこと。

致

レーキ及びローラ 異常、損傷

Ｅ Ｅ Ｅ

摩耗
－ － Ｅ － － Ｍ

異常な摩耗がないこと。

－ Ｅ Ｅ

レーキガイドからローラが外
れたりスクリーンバーとの噛
合が乱れたりしていないこ
と。

リミットスイッチ
作動 － Ｅ （Ｄ） － － Ｘ

確実に作動すること。

Ｅ Ｅ
支障となる腐食，損傷がない
こと。

致
フレーム

腐食、損傷 Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ
支障となる腐食，損傷がない
こと。

致
その他構造材

腐食、損傷 Ｅ Ｅ

151/196



搬送設備全般

異常音
－ Ｓ （Ｓ）

塗装

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ

全
般

摘　　要
傾
向
管
理

Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 －

水平コンベア

装
置
区
分

異常及び損傷がないこと。

異常音のないこと。

－ Ｅ －

調整 Ｍ 測定 Ｔ

定
期
整
備

製造者 （株）豊国エンジニアリング 番号（号機） －

点　検　方　法　※2

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

運
転
時
点
検

臨
時
点
検

機器名

※1

装
置
・
機
器

の
特
性 点検部位 機器コード 点検項目 判定方法

定期点検

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準

致
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

分解 Ｅ

増締 Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。点検対象外

致命的な影響のある機器・部品

※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）
△

現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ 交換 Ｃ 目視清掃 Ｗ

Ａ

6　除塵設備
6－2　搬送設備

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分

施工業者名

点検実施日

作業責任者

※4　傾　向　管　理

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目

機種形式 20°トラフ形

※4

－ Ｘ
塗装の剥離や劣化のないこ
と。

※3
点検結果

－ Ａ

Ｅ

Ｅ

（Ｈ）

Ｅ

Ｅ

Ｅ

（Ｅ）

－

－

－

－

－

－

Ｅ

Ｅ

－

Ｈ

－

－

－

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ａ

Ｅ

Ｅ

（Ｅ）

Ｅ

－

Ｍ （Ｍ）

Ｓ （Ｓ）

Ｅ Ｅ

－ Ｅ

Ｍ

Ｅ Ｅ

Ｅ Ｅ

Ｈ （Ｈ）

（Ｈ）Ｈ

－

Ｈ （Ｈ）

Ｈ （Ｈ）

Ｈ （Ｈ）

Ｍ

異常な変形及び損傷がない
こと。

キャリアローラ間の弛みがス
タンド間距離の2%程度以内
であること。

表面のカバーゴムに異常な
摩耗がないこと。

損傷による帆布の露出、剥
離、劣化による亀裂等がな
いこと。

偏り、キャリアからの外れ蛇
行、テールプーリ付近での
外れ等がないこと。

チェーンにたるみがないこ
と。伸びは許容値以下である
こと。

異常な曲がりがないこと。

支障となる損傷がないこと。

－ － Ｍ

Ｍ － Ｍ

Ｓ － Ｓ

油が供給されていること。油
の劣化がないこと。

均一な回転であること。

プーリ表面に汚れが付着し
ていないこと。

異常な摩耗がないこと。

異常な発熱がないこと。

異常な腐食がないこと。

支障となる損傷がないこと。

－ Ｅ

－ － Ｅ

Ｈ

Ｅ － Ｅ

－ － Ａ

－ Ｅ

－ － Ｅ

－ － Ｅ

－

－ Ｅ

－ － Ｅ

－ － Ｅ

Ｅ

－ Ｈ

Ｅ

－ Ｍ

Ｈ － Ｍ

Ｈ － Ｍ

－

－ － Ｅ

－ Ｍ

Ｈ － Ｍ

Ｈ － Ｍ

Ｈ

Ｅ Ｅ Ｅ

－ ＳＳ

－ － Ｘ

Ｅ Ｅ

－ － Ｅ

－ Ｅ Ｅ

－

－ Ａ

－ － Ａ

－ － Ｍ

－

異常な摩耗がないこと。

異常な発熱がないこと。

異常な振動がないこと。

基準値以下に低下していな
いこと。

油が供給されていること。油
の劣化がないこと。

適正な油量であること。

油漏れがないこと。

異常な発熱がないこと。

異常な振動がないこと。

異常な発熱がないこと。

基準値以下であること。

定格電流値以下であること。

異常音がないこと。

搬
送
設
備

－

減速機
Ｅ

致

各プーリ・軸受
Ｅ

摩耗
－

軸受温度
－

汚れ付着

腐食
－

損傷
－

給油
－

回転状況
－

致

ベルト

摩耗
－

損傷

－

回転状況

－

伸び

給油

摩耗

伸び

屈曲

損傷

－

－

致

伝動チェーン・ス
プロケット

Ｅ

－

－

－

致

致
フレーム 変形、損傷

－

潤滑油量

油漏れ
Ｅ

軸受温度
－

振動（速度）
－

フレーム温度
－

軸受温度

致

電動機

－

振動
－

絶縁抵抗
－

接地抵抗
－

電流値
－

異常音
－

152/196



Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 －

水平コンベア

調整 Ｍ 測定 Ｔ

製造者 （株）豊国エンジニアリング 番号（号機） －機器名

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準

致
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

分解 Ｅ

増締 Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。点検対象外

致命的な影響のある機器・部品

※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）
△

現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ 交換 Ｃ 目視清掃 Ｗ

Ａ

6　除塵設備
6－2　搬送設備

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分

施工業者名

点検実施日

作業責任者

※4　傾　向　管　理

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目

機種形式 20°トラフ形

Ｅ

－ Ｅ

（Ｅ）

Ｅ － － Ｅ

Ｅ －

Ｅ －

Ｅ － － Ｅ

－ Ｅ

Ｅ

－ Ｅ －

Ｅ －－

－ Ｅ －

Ｅ Ｅ

－ Ｅ

－ －

ＥＥ

Ｅ － － Ｅ

動作に異常がないこと。

動作に異常がないこと。

－ Ｄ

（Ｄ） － － Ｄ

（Ｄ） Ｄ

－ －

腐食がないこと。

劣化による亀裂等がないこ
と。

滑らかに作動すること。

スクリュー部、摺動レール部
に錆がないこと。

変形がないこと。

ベルト面が均一に清掃され
ていること。クレーナゴムの
摩耗により、ベルトにクレー
ナ本体が接触していないこ
と。
クリーナ本体が変形していな
いこと。

搬出ゴムが脱落、飛散して
いないこと。

－

Ｄ

－

Ｅ

－

Ｅ

－

－

－

－

（Ｅ） － － Ｅ

（Ｅ）
均一な回転であること。

Ｅ Ｅ

－ Ｅ
プーリ表面に汚れが付着し
ていないこと。

－ Ｅ
異常な腐食がないこと。

－ Ｅ
ゴム類に亀裂等がないこと。

－ Ｅ
異常な摩耗がないこと。

腐食
－

総合作動確認
－

非常停止
－

接触状況

変形

作動

劣化

作動

腐食

変形

搬
送
設
備

－

汚れ付着

腐食

摩耗

劣化

回転状況

致

カバー

その他

ベルトクリーナ

致

各ローラ・軸受
Ｅ

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

スカートゴム

スクリューテークアップ
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－ － Ｘ
塗装の剥離や劣化がないこ
と。

異常、損傷
Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ

異常及び損傷がないこと。

Ｄ Ｄ － Ｄ
正常に動作すること。

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

全
般

全般 動作確認
－ Ｄ

塗装
－ － Ｅ

機種形式

装
置
区
分

※1

点検部位 機器コード 点検項目

点　検　方　法　※2

判定方法
※3

点検結果

機器名 塵芥コンテナ 製造者 （株）豊国エンジニアリング 番号（号機）

※4

摘　　要

装
置
・
機
器

の
特
性

定期点検 運
転
時
点
検

臨
時
点
検

定
期
整
備

傾
向
管
理

×
現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 － 点検対象外

目視

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ 増締 Ｈ 指触

交換 Ｃ 清掃 Ｗ 分解 Ｅ

致 致命的な影響のある機器・部品
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。 ◯

測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）

△
現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ

作業責任者

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準 ※4　傾　向　管　理

6　除塵設備
6－3　貯留設備

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分 点検実施日

施工業者名
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照
明
設
備

全般

天
井
ク
レ
ー

ン

換
気
設
備

絶縁抵抗
－

接地抵抗
－

開閉器・点滅器・照明器
具
コンセント等の損傷、過
熱

－

器具固定部緩み
－

換気ファン
2.2kW 5台

汚れ、発錆がないこと。

基準値以下に低下していな
いこと。

盤で測定

配線箇所の湿気、塵埃
－ － Ｅ － － Ｅ

－ M － － M

－ Ｅ － － Ｅ

錆、熱による変形がないこ
と。
緩み、発熱等がないこと。
配線に亀裂がないこと。

電線被覆の損傷
－ － Ｅ － － Ｅ

Ｈ － － Ｈ－
緩み、ぐらつきがないこと。

亀裂がないこと。

－ －
異常な温度上昇がないこと。

基準値以下に低下していな
いこと。

－ － M

M

分解 Ｅ

増締 Ｈ 指触
×

現在、機器・部品の機能に支障が生じており、緊急に対応（修繕・取替・更
新）が必要である。点検対象外

点検内容 摘　　要
傾
向
管
理

所定の数量があること。
損傷のないこと。

現在、機器・部品の機能に支障は生じていないが、早急に対策を講じない
と数年のうちに支障が生じる恐れがある。Ｘ 交換 Ｃ 目視

Ｄ 動作確認 Ｓ 聴診 －

清掃 Ｗ

Ａ 調整 Ｍ 測定 Ｔ

点検実施日

作業責任者

※4　傾　向　管　理

◯
測定値をグラフ化し管
理基準値と比較確認
する項目

7　付属設備

設備区分 レベルⅠ 稼働形態 待機系設備

点検区分

施工業者名

※1　装置・機器の特性 ※3　点検結果の判定基準

致
◯

正常であり現在支障は生じていない。もしくは、通常の保全において十分な
信頼性が確保できている。

致命的な影響のある機器・部品

※2　点検・整備方法（（　）書きは運転時実施）
△

基準値以下であること。
M

異常な振動がないこと。
－

－ －

－ M

－ M

運転状況

－ － Ｅ － －

Ｈ － －
振動（速度）

－

－

絶縁抵抗
－

温度
－ Ｈ

換気扇

天井クレーンの点検、整備は、法令に基づく点検項目及び方法により実施し、結果を記録する。

異常音がないこと。
各部取付ボルト等のゆるみ、
脱落等の異常がないこと。
始動・運転が円滑であるこ
と。

Ｅ

装
置
区
分

装
置
・
機
器

の
特
性

製造者 換気ファン：テラル 番号（号機）

M

機種形式

点　検　方　法　※2 ※4

月点検
年
点
検

目視
点検

管理
運転
点検

判定方法
※3

点検結果

定期点検
定
期
整
備

臨
時
点
検

点検部位 機器コード

機器名

※1

－ － Ｅ
角落し設備 保管状況

－ － Ｅ角
落
し
設
備

運
転
時
点
検
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